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美
波
町
は
本
年
三
月
に
合
併
十
五
年
を

迎
え
ま
し
た
。
こ
の
機
会
に
合
併
後
の
ま

ち
づ
く
り
を
振
り
返
り
な
が
ら
、「〝
に
ぎ

や
か
そ
〟
に
ぎ
や
か
な
過
疎
の
町
　
美
波

町
」
を
め
ざ
す
に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て

お
話
し
し
ま
す
。

は
じ
め
に

　
美
波
町
は
二
〇
〇
六
（
平
成
十
八
）
年

三
月
に
「
旧
日
和
佐
町
」
と
「
旧
由
岐
町
」

が
合
併
し
誕
生
し
ま
し
た
。
町
内
に
は
約

千
二
百
年
前
に
空
海
（
弘
法
大
師
）
が
開

創
し
た
四
国
霊
場
二
十
三
番
札
所
で
「
お

や
く
っ
さ
ん
」
の
愛
称
で
呼
ば
れ
る
「
薬

王
寺
」
が
あ
り
、
お
接
待
と
お
も
て
な
し

の
文
化
が
息
づ
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ア

カ
ウ
ミ
ガ
メ
の
産
卵
地
で
知
ら
れ
る
「
大

浜
海
岸
」
や
水
質
の
良
い
「
田
井
ノ
浜
海

水
浴
場
」
が
あ
り
年
間
八
十
万
人
が
こ
の

町
を
訪
れ
ま
す
。
二
〇
一
一
（
平
成
二
十

一
）
年
九
月
か
ら
放
映
さ
れ
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
連

続
テ
レ
ビ
小
説
「
ウ
ェ
ル
か
め
」
の
舞
台

に
も
な
り
ま
し
た
。

　
さ
て
、
合
併
時
の
美
波
町
の
最
重
要
課

題
は
二
つ
あ
り
ま
し
た
。

　
一
つ
は
、老
朽
化
し
た
日
和
佐
病
院（
三

十
床
）
と
由
岐
病
院
（
五
十
床
）
の
今
後

の
あ
り
方
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
協
働
の

ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
上
で
必
要
不
可
欠

な
新
町
と
し
て
の
「
一
体
感
の
醸
成
」
で

あ
り
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
な
中
で
、
合
併
翌
年
の
二
〇

〇
七
（
平
成
十
九
）
年
五
月
に
高
規
格
「
日

和
佐
道
路
」
の
日
和
佐
～
由
岐
が
部
分
供

用
さ
れ
た
こ
と
は
、
旧
町
間
の
移
動
時
間

が
大
幅
に
短
縮
さ
れ
た
こ
と
は
勿
論
、
人

と
人
と
の
交
流
推
進
ひ
い
て
は
町
の
一
体

感
の
醸
成
に
も
つ
な
が
っ
た
と
感
じ
て
い

ま
す
。

　
ま
た
、
二
〇
一
一
（
平
成
二
十
三
）
年

三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災

は
我
が
町
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し

た
。
東
日
本
大
震
災
後
に
発
表
さ
れ
た
南

海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
の
想
定
で
、
本
町
は

徳
島
県
内
最
大
の
津
波
高
（
二
〇
・
八
ｍ
）

や
全
世
帯
の
七
五
％
が
浸
水
区
域
に
な
る

こ
と
な
ど
、
住
民
・
行
政
が
危
機
感
を
共

有
す
る
と
い
う
状
況
も
生
ま
れ
、
新
病
院

（
美
波
病
院
）
の
高
台
移
転
に
つ
な
が
っ

た
と
感
じ
て
い
ま
す
。

〝
に
ぎ
や
か
そ
〞
に
ぎ
や
か
な
過
疎
の
町

　
　
　
　
　
　
　
　
美
波
町
を
め
ざ
し
て

影
　
治
　
信
　
良

徳
島
県
町
村
会
長

美
波
町
長

〝
に
ぎ
や
か
そ
〞
に
ぎ
や
か
な
過
疎
の
町

　
　
　
　
　
　
　
　
美
波
町
を
め
ざ
し
て

2011.7.16 日和佐道路全線開通
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サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス

（
Ｓ
Ｏ
）
の
誘
致

　
二
〇
一
一
（
平
成
二
十
三
）
年
、
徳
島

県
が
「
と
く
し
ま
集
落
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」
の
取
組
の
一
つ
で
あ
っ
た
全
国
で
も

有
数
の
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
環
境
を
活
用
し

た
Ｉ
Ｔ
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
に
サ
テ
ラ
イ
ト

オ
フ
ィ
ス
誘
致
の
呼
び
か
け
に
東
京
の
Ｉ

Ｔ
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
が
、
二
〇
一
二
（
平

成
二
十
四
）
年
五
月
、
本
町
で
Ｓ
Ｏ
を
開

設
し
ま
し
た
。

　
Ｓ
Ｏ
は
新
し
い
働
き
方
を
提

唱
し
ま
し
た
。
そ
の
働
き
方
は

「
半
Ｘ
半
Ｉ
Ｔ
」。「
Ｘ
」
は
趣
味

や
生
活
と
い
っ
た
私
生
活
。「
Ｉ

Ｔ
」
は
仕
事
。
仕
事
の
た
め
に

好
き
な
「
Ｘ
」
を
捨
て
な
い
生

き
方
で
あ
り
ま
す
。

　
町
で
は
当
初
都
会
の
若
者
が

地
域
の
住
民
と
う
ま
く
や
っ
て

い
け
る
か
心
配
し
て
い
ま
し
た

が
、
彼
ら
若
者
の
資
質
と
お
遍

路
さ
ん
を
も
て
な
し
て
き
た
お

接
待
の
文
化
、
他
者
を
受
け
入

れ
る
こ
の
町
の
風
土
が
う
ま
く

か
み
合
っ
て
か
地
域
の
住
民
も

大
歓
迎
で
あ
り
非
常
に
ス
ム
ー

ズ
に
い
っ
て
い
ま
す
。
本
当
に
あ
り
が
た

い
こ
と
で
す
。

　
Ｓ
Ｏ
誘
致
で
何
よ
り
も
重
要
な
こ
と
は
、

地
域
住
民
・
町
・
Ｓ
Ｏ
が
三
方
よ
し
の
ト

リ
プ
ル
ウ
ィ
ン
の
関
係
を
築
く
こ
と
が
で

き
る
か
ど
う
か
で
あ
り
、
本
町
に
Ｓ
Ｏ
が

増
え
て
い
る
最
大
の
要
因
は
こ
の
関
係
が

う
ま
く
い
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
ま
す
。
現
在
本
町
の
Ｓ
Ｏ
は
二

十
一
社
に
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
二
〇
一
四
（
平
成
二
十
六
）
年

の
人
口
動
態
で
、
半
世
紀
ぶ
り
に
転
入
者

数
が
転
出
者
数
を
上
回
る
と
い
う
「
社
会

増
現
象
」
が
起
こ
っ
た
こ
と
も
町
も
住
民

も
勇
気
づ
け
ら
れ
る
結
果
に
な
り
ま
し
た
。

地
方
創
生
・
移
住
創
業

　
そ
の
頃
、
元
総
務
大
臣
の
増
田
寛
也
氏

の
「
日
本
消
滅
論
」
が
き
っ
か
け
に
地
方

創
生
が
動
き
出
し
ま
し
た
。
美
波
町
で
は

す
で
に
Ｓ
Ｏ
誘
致
に
取
り
組
ん
で
い
た
こ

と
も
あ
り
、
地
方
創
生
の
先
進
地
と
し
て

取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
ま
ま
あ
り
、
地

方
創
生
担
当
大
臣
、
総
務
大
臣
を
は
じ
め
、

政
務
官
な
ど
閣
僚
・
政
府
関
係
者
に
も
ご

来
町
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
二
〇
一
五
（
平
成
二
十
七
）
年
第
一
期

美
波
町
総
合
戦
略
（
美
波
ふ
る
さ
と
創
造

戦
略
）を
策
定
し
、人
口
減
少
に
よ
る
様
々

な
課
題
解
決
に
向
け
た
取
組
を
行
い
ま
し

た
。

　
そ
の
一
つ
が
地
域
な
ら
で
は
の
歴
史
文

化
に
改
め
て
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
、
歴
史
や

文
化
を
尊
重
し
つ
つ
、
時
代
の
ニ
ー
ズ
に

応
じ
た
企
業
や
店
舗
の
誘
致
に
よ
り
、
歴

史
と
文
化
、
新
し
さ
が
融
合
し
た
ま
ち
の

形
成
を
目
指
す
も
の
で
、「
四
国
八
十
八

カ
所
・
薬
王
寺
門
前
町
の
再
生
」
と
「
明

治
時
代
に
一
世
を
風
靡
し
た
人
形
浄
瑠
璃

『
赤
松
座
』
の
復
活
」
が
地
方
創
生
徳
島

県
版
特
区
事
業
と
し
て
採
択
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
ま
た
同
時
に
、
移
住
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
の
お
力
添
え
を
い
た
だ
き
取
組
を
進

巻頭言　〝にぎやかそ〟にぎやかな過疎の町　美波町をめざして

2016.2.15 美波病院高台移転

あわえ外観（初音湯）

あわえ内部
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め
て
き
た
き
た
移
住
定
住
の
取
組
の
成
果

も
徐
々
に
現
れ
、
こ
の
数
年
間
に
複
数
の

飲
食
店
や
ア
パ
レ
ル
な
ど
の
お
店
が
次
々

と
オ
ー
プ
ン
し
土
日
祝
日
に
は
行
列
が
で

き
る
ほ
ど
に
な
り
、「
最
近
美
波
町
に
ぎ

や
か
に
な
っ
た
ね
」
と
い
う
お
声
も
い
た

だ
く
よ
う
に
な
り
、
こ
う
し
た
「
に
ぎ
や

か
な
過
疎
地
」
の
姿
が
、
映
画
「
波
乗
り

オ
フ
ィ
ス
へ
よ
う
こ
そ
」
の
制
作
に
も
つ

な
が
り
ま
し
た
。

美
波
町
新
ま
ち
づ
く
り
宣
言

（
に
ぎ
や
か
そ
）
～
に
ぎ
や

か
そ
町
民
憲
章
制
定
へ
～

　
二
〇
一
八
（
平
成
三
十
）
年
五
月
に
過

疎
問
題
や
地
方
へ
向
か
う
若
者
た
ち
の

「
田
園
回
帰
」
な
ど
、
人
口
減
少
社
会
に

向
け
た
研
究
の
第
一
人
者
と
し
て
、「
に

ぎ
や
か
な
過
疎
」
を
提
唱
し
て
い
る
小
田

切
徳
美
明
治
大
学
教
授
が
美
波
町
を
訪
れ
、

「
こ
の
町
こ
そ
に
ぎ
や
か
な
過
疎
の
町
だ
」

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
り
、
こ
の
ご
縁

や
ご
助
言
に
よ
っ
て
取
組
は
前
進

し
て
い
き
ま
し
た
。

　
美
波
町
で
は
、
人
口
減
少
は
避

け
ら
れ
な
い
も
の
の
、
人
が
集
い

活
気
が
あ
ふ
れ
、
住
ん
で
よ
か
っ

た
と
実
感
で
き
る
持
続
可
能
な
ま

ち
を
め
ざ
そ
う
と
い
う
こ
と
で
、

ま
ち
づ
く
り
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー

ズ
を
「〝
に
ぎ
や
か
そ
〟
に
ぎ
や

か
な
過
疎
の
町
　
美
波
町
」
と
定

め
、
二
〇
一
八
（
平
成
三
十
）
年

十
二
月
一
日
に
「
に
ぎ
や
か
な
過

疎
宣
言
」
を
行
い
ま
し
た
。

　「
に
ぎ
や
か
」
と
「
過
疎
」
を

掛
け
合
わ
せ
た
「
に
ぎ
や
か
そ
」

は
、
地
元
の
住
民
も
移
住
者
も

〝
ご
っ
ち
ゃ
ま
ぜ
〟
で
、
楽
し
い

町
に
し
て
い
こ
う
！
　
み
ん
な
で
に
ぎ
や

か
そ
う
！
　
に
ぎ
や
か
に
し
て
い
こ
う
！
　

と
い
う
美
波
町
が
め
ざ
す
「
こ
れ
か
ら
」

へ
の
思
い
を
込
め
た
、
ま
ち
づ
く
り
の
合

言
葉
な
の
で
す
。

　
本
年
合
併
十
五
周
年
を
迎
え
た
こ
と
を

機
に
、
行
政
・
住
民
が
一
体
と
な
っ
て
町

の
目
指
す
べ
き
将
来
像
を
具
体
的
な
言
葉

と
し
て
表
す
「
に
ぎ
や
か
そ
町
民
憲
章
」

を
制
定
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
現
在
、

意
見
を
と
り
ま
と
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

終
わ
り
に

　「
に
ぎ
や
か
さ
」
と
は
単
に
人
数
だ
け

で
な
く
人
が
起
こ
す
新
し
い
変
化
な
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
芽
生
え
た
良
い
流
れ
を
さ
ら
に
加
速
さ

せ
町
全
体
に
広
げ
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
日
本
全
体
の
人
口
が
減
少
に
向
か
う
中
、

厳
し
い
現
実
は
受
け
止
め
つ
つ
、
い
つ

も
明
る
い
変
化
が
起
こ
る
町
「
美
波
町
」、

ど
こ
か
ワ
ク
ワ
ク
す
る
「
美
波
町
」、
住

ん
で
い
る
人
た
ち
に
活
気
が
あ
っ
て
一
定

の
満
足
感
と
幸
せ
が
感
じ
ら
れ
る
「
美
波

町
」
を
め
ざ
し
前
向
き
に
挑
戦
的
に
ま
ち

づ
く
り
を
進
め
、
全
国
の
過
疎
地
域
再
生

の
モ
デ
ル
に
な
れ
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

2018.12.1 にぎやかそ宣言
左：小田切徳美明治大学教授　　
右：にぎやかそのロゴ製作者　　
　　㈱兵頭デザイン　兵頭将勝氏

2019.9.5 石田真敏総務大臣 SO 視察のため来町
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１
．
は
じ
め
に

　
い
わ
ゆ
る
「
平
成
の
合
併
」
が
一
九
九
九
（
平
成
十

一
）
年
に
始
ま
っ
て
か
ら
二
十
二
年
が
経
過
し
た
。

　
徳
島
県
で
は
、
二
〇
〇
四
（
平
成
十
六
）
年
度
と
二

〇
〇
五
（
平
成
十
七
）
年
度
に
合
併
が
集
中
し
、
二
〇

〇
六
（
平
成
十
八
）
年
度
当
初
に
は
五
十
の
市
町
村
が

二
十
四
に
な
っ
た
。

　
こ
の
中
で
、
四
町
が
合
併
し
た
阿
波
市
を
中
心
に
、

そ
の
財
政
状
況
の
変
遷
を
調
査
し
、「
積
立
金
」、「
地

方
債
現
在
高
」、「
実
質
公
債
費
比
率
」、「
経
常
収
支
比

率
」
の
推
移
及
び
「
類
似
団
体
比
較
」
か
ら
、
合
併
が

市
の
財
政
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

　
な
お
、
阿
波
市
に
着
目
し
た
理
由
は
、
筆
者
の
出
身

地
で
あ
り
、
ず
っ
と
見
守
り
応
援
し
た
い
と
い
う
こ
と

と
、
合
併
初
代
の
市
長
が
、
亡
父
小
笠
原
幸
１

で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
研
究
は
令
和
二
年
十
一
月
二
十
八
日
に

開
催
さ
れ
た
「
日
本
計
画
行
政
学
会
第
四
十
三
回
全
国

大
会
」
で
「
研
究
報
告
」
と
し
て
発
表
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
も
の
の
う
ち
、
平
成
三
十
年
度
決
算
数
値
を
令
和

元
年
度
決
算
数
値
に
置
き
換
え
る
と
と
も
に
、
あ
ら
た

に
「
４.
類
似
団
体
比
較
」
を
加
え
加
筆
修
正
し
た
も

の
で
あ
る
。

１
　

小
笠
原
幸
（
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
～
二
〇
一
一
（
平

成
二
十
三
）
年
。
旧
市
場
町
長
一
九
九
九
（
平
成
十
一
）
年

四
月
三
十
日
～
二
〇
〇
五
（
平
成
十
七
）
年
三
月
三
十
一
日
。

阿
波
市
長
二
〇
〇
五
（
平
成
十
七
）
年
五
月
八
日
～
二
〇
〇

九
（
平
成
二
十
一
）
年
五
月
七
日
。）

　

２
．
先
行
研
究

２.

１
　
総
務
省
の
研
究
会

　
合
併
直
後
の
研
究
と
し
て
は
、総
務
省
（
二
〇
〇
八
）

の
「
市
町
村
の
合
併
に
関
す
る
研
究
会
」
に
よ
る
、「『
平

成
の
合
併
』
の
評
価
・
検
証
・
分
析
」
が
あ
る
。

　
こ
の
中
で
、「
合
併
に
よ
る
行
財
政
基
盤
の
強
化
」

と
し
て
、「
財
政
面
に
つ
い
て
は
、
合
併
の
時
期
と
財

政
状
況
の
悪
化
の
時
期
が
重
な
っ
た
た
め
、
合
併
市
町

村
に
お
い
て
も
厳
し
い
財
政
運
営
を
強
い
ら
れ
て
い
る

が
、
一
方
で
規
模
拡
大
に
伴
い
財
政
基
盤
が
強
化
さ
れ
、

特
に
財
政
力
に
比
し
て
大
き
な
借
入
を
し
て
い
た
小
規

模
な
市
町
村
に
お
い
て
は
、
都
市
等
と
合
併
す
る
こ
と

な
ど
に
よ
り
、
合
併
の
早
い
時
期
に
お
い
て
も
財
政
状

況
の
改
善
が
図
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
合
併
市
町
村
に
お
い
て
は
、
内
部
管
理
等
の

重
複
部
門
の
削
減
や
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
と
い
っ
た
合

併
の
効
果
を
活
か
し
つ
つ
、
積
極
的
な
行
政
効
率
化
の

取
組
が
な
さ
れ
て
お
り
、
今
後
、
合
併
算
定
替
の
効
果

と
あ
い
ま
っ
て
、
財
政
運
営
の
改
善
が
も
た
ら
さ
れ
る

と
期
待
で
き
る
」
と
評
価
さ
れ
て
い
た
２

。

２
　

総
務
省
（
二
〇
〇
八
）
p.
七
一

２.

２
　
北
海
道
大
学
公
共
政
策
大
学
院
教
授
石
井
吉
春

　
石
井
吉
春
（
二
〇
〇
六
）
は
、
次
の
よ
う
な
分
析
を

し
て
い
る
。

　「
筆
者
が
実
際
に
見
聞
し
た
市
町
村
合
併
の
事
例
は

数
例
に
と
ど
ま
る
が
、
そ
れ
で
も
、
中
核
と
な
る
自
治

体
の
首
長
が
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
、
行
財

政
基
盤
の
強
化
・
効
率
化
と
い
う
本
来
的
な
方
向
を
堅

持
し
、
投
資
的
経
費
を
抑
制
す
る
と
と
も
に
、
人
件
費

の
削
減
な
ど
に
も
実
効
を
上
げ
て
い
る
例
も
あ
れ
ば
、

合
併
前
に
旧
市
町
村
毎
に
積
立
金
を
取
り
崩
し
、
や
や

駆
け
込
み
的
な
施
設
整
備
や
手
厚
い
道
路
補
修
な
ど
を

行
い
、
さ
ら
に
は
最
も
高
い
給
与
水
準
に
処
遇
調
整
し

平
成
の
合
併
が
市
町
村
財
政
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て

　
　
　

－

徳
島
県
阿
波
市
の
事
例
か
ら
の
考
察

－

　

小
笠
原
　
　
　
章

四
国
大
学
経
営
情
報
学
部
経
営
情
報
学
科
教
授

元
徳
島
県
職
員
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て
い
る
例
も
あ
り
、
と
て
も
同
じ
方
向
を
目
指
す
合
併

と
は
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
に
、
取
り
組
み
姿
勢
の
違
い

は
大
き
い
」３
。

３
　

石
井
吉
春
（
二
〇
〇
六
）
p.
四
一
、
p.
四
六
．

２.

３
　
日
経
グ
ロ
ー
カ
ル

　
最
近
の
分
析
で
は
、
日
本
経
済
新
聞
社
（
二
〇
二
〇

ａ
、ｂ
）
が
編
集
・
発
行
し
て
い
る
「
日
経
グ
ロ
ー
カ
ル
」

が
、
二
〇
二
〇
（
令
和
二
）
年
一
月
六
日
号
と
、
一
月

二
十
日
号
で
平
成
の
合
併
の
検
証

を
特
集
し
て
い
る
。

　
こ
の
中
で
合
併
市
の
特
徴
と
し

て
、「
職
員
数
削
減
と
積
立
金
の

増
加
」４
が
あ
げ
ら
れ
、
一
方
で
、

「
実
質
公
債
費
比
率
」
は
合
併
し

な
か
っ
た
市
の
方
が
改
善
幅
の
上

位
を
占
め
、「
合
併
特
例
債
や
交

付
税
の
算
定
替
え
な
ど
財
政
面
の

恩
恵
を
受
け
た
市
よ
り
、
合
併
し

な
か
っ
た
市
の
方
が
む
し
ろ
危
機

感
を
持
っ
て
健
全
化
に
努
め
た
可

能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
」５
と
し
て
い
る
。

４
　

日
本
経
済
新
聞
社
（
二
〇
二
〇
ｂ
）

pp.
二
九-

三
〇
．

５
　

日
本
経
済
新
聞
社
（
二
〇
二
〇
ｂ
）

p.
三
一
．

３
．
徳
島
県
阿
波
市
の
状
況

３.

１
　
合
併
直
前
の
旧
四
町
の
財
政
状
況

　
阿
波
市
は
、
二
〇
〇
五
（
平
成
十
七
）
年
四
月
一
日
、

旧
吉
野
町
、
旧
土
成
町
、
旧
市
場
町
及
び
旧
阿
波
町
が

合
併
し
誕
生
し
た
。
旧
四
町
の
積
立
金
の
推
移
は
図
表

１
、
地
方
債
現
在
高
の
推
移
は
図
表
２
の
通
り
。

　
積
立
金
は
、
旧
土
成
町
が
二
年
間
で
約
十
五
億
円
減

少
し
、
減
少
額
で
は
い
ち
ば
ん
大
き
く
、
減
少
率
で
は

旧
阿
波
町
が
い
ち
ば
ん
大
き
い
。

　
徳
島
県
市
町
村
課
（
二
〇
〇
五
、二
〇
〇
六
）
編
集
・

徳
島
県
市
町
村
振
興
協
会
発
行
の
「
徳
島
県
市
町
村
要

覧
」
の
二
〇
〇
四
（
平
成
十
六
）
年
度
版
及
び
二
〇
〇

五
（
平
成
十
七
）
年
度
版
を
見
る
と
、
旧
土
成
町
は
二

〇
〇
三
（
平
成
十
五
）
年
度
に
「
幼
保
統
合
施
設
整
備

事
業
」（
約
六
億
円
）、
二
〇
〇
四
（
平
成
十
六
）
年
度

に
は
、「
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
周
辺
対
策
事
業
」（
約

図表１　合併前４町の積立金の状況 （単位：千円）

町名 平成14年度（A） 平成15年度（B） 平成16年度（C） （C）−（A） （C）÷（Ａ） 減少率の順位

吉 野 町 1,517,344 1,506,600 1,054,105 −463,239 0.69 4

土 成 町 2,701,851 2,827,308 1,244,788 −1,457,063 0.46 2

市 場 町 935,872 926,288 457,253 −478,619 0.49 3

阿 波 町 1,298,218 1,069,207 438,450 −859,768 0.34 1

合 計 6,453,285 6,329,403 3,194,596 −3,258,689 0.50

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

吉野町 土成町 市場町 阿波町

合併前4町の積立金の状況（単位：千円）

平成14年度（A） 平成15年度（B） 平成16年度（C）

（出所）　「平成23年度市町村財政概要  No.57  平成24年12月」徳島県政策創造部地域振興総局市

町村課編集・公益財団法人徳島県市町村振興協会発行より筆者作成

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

吉野町 土成町 市場町 阿波町

合併前4町の地方債現在高の状況（単位：千円）

平成14年度（A） 平成15年度（B） 平成16年度（C）

図表２　合併前４町の地方債現在高の状況 （単位：千円）

町名 平成14年度（A） 平成15年度（B） 平成16年度（C） （C）−（A） （C）÷（Ａ） 減少率の順位

吉 野 町 3,198,746 3,324,733 3,350,244 151,498 1.05 3

土 成 町 4,289,045 4,456,016 4,306,468 17,423 1.00 2

市 場 町 5,570,301 5,590,858 5,388,136 −182,165 0.97 1

阿 波 町 4,076,868 4,304,177 4,662,042 585,174 1.14 4

合 計 17,134,960 17,675,784 17,706,890 571,930 1.03

（出所）　「平成23年度市町村財政概要  No.57  平成24年12月」徳島県政策創造部地域振興総局市

町村課編集・公益財団法人徳島県市町村振興協会発行より筆者作成
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七
億
円
）
を
実
施
、
旧
阿
波
町
は
「
阿
波
中
学
校
体
育

館
改
築
事
業
」
に
二
カ
年
で
約
八
億
円
を
投
資
し
て
い

る
６

。
一
方
、
地
方
債
現
在
高
で
は
、
旧
市
場
町
が
唯

一
減
少
し
て
い
る
。

６
　

徳
島
県
市
町
村
課
（
二
〇
〇
五
）
p.
六
三
、
p.
六
七
、

　
徳
島
県
市
町
村
課
（
二
〇
〇
六
）
p.
一
三
．

３.

２
　
合
併
後
の
積
立
金
の
推
移

　
合
併
後
の
積
立
金
の
推
移
は
図
表
３
の
通
り
。

　
阿
波
市
は
合
併
後
、
着
実
に
積
立
金
を
増
や
し
、
合

併
前
の
二
〇
〇
四
（
平
成
十
六
）
年
度
と
の
対
比
で
は

二
〇
一
九
（
令
和
元
）
年
度
に
約
四
・
三
倍
に
ま
で
増

や
し
て
い
る
。
市
町
村
合
計
や
近
隣
で
三
町
一
村
が
合

併
し
た
吉
野
川
市
や
美
馬
市
と
比
べ
て
も
大
幅
な
増
加

（
改
善
）
と
な
っ
て
い
る
。

３.

３
　
地
方
債
現
在
高

　
地
方
債
現
在
高
の
推
移
は
図
表
４
の
通
り
。
三
市
と

も
、
地
方
債
現
在
高
は
二
〇
〇
四(

平
成
十
六)

年
度

に
比
べ
増
加
し
て
い
る
。
但
し
合
併
団
体
に
認
め
ら
れ

た
財
政
優
遇
措
置
で
あ
り
、
元
利
償
還
金
の
七
割
が
交

付
税
措
置
さ
れ
る
合
併
特
例
債
の
、
現
在
高
の
七
割
分

を
除
い
た
地
方
債
現
在
高
は
大
幅
に
減
少
（
改
善
）
し

て
い
る
。

３.

４
　
実
質
公
債
費
比
率
７

　
実
質
公
債
費
比
率
の
推
移
は
図
表
５
の
通
り
。

　
阿
波
市
の
実
質
公
債
費
比
率
は
大
幅
に
低
下（
改
善
）

し
て
い
る
。

　
ま
た
、
二
〇
〇
八
（
平
成
二
十
）
年
度
（
小
笠
原
幸

市
長
の
最
終
年
度
）
の
低
下
（
改
善
）
幅
が
、
他
市
や

図表３　阿波市等の積立金の推移 （単位：千円）

平成16年度 平成20年度 20÷16 平成24年度 平成28年度 令和元年度 元÷16

阿 波 市 3,194,596 5,123,439 1.60 10,385,573 13,839,677 13,616,804 4.26

吉 野 川 市 4,241,222 5,452,625 1.29 9,363,755 11,994,259 10,082,434 2.38

美 馬 市 2,039,133 3,268,301 1.60 7,136,897 8,965,567 7,912,095 3.88

市町村合計 77,791,782 95,587,616 1.23 150,983,932 174,742,781 165,474,838 2.13

(出所）　「平成23年度市町村財政概要No.57平成24年12月」及び「令和元年度市町村財政概要No.65令和３年２月」徳島県市町村課編集・公益財団

法人徳島県市町村振興協会発行より筆者作成

(注）　　平成16年度の阿波市の積立金は合併前４町の合計である

図表４　阿波市等の地方債現在高の推移 （単位：千円）

平成16年度 平成20年度 20÷16 平成24年度 平成28年度 令和元年度(A) 元÷16 (A)の内合併特例債(B) ((A)-(B)×0.7) (C) (C)÷16

阿 波 市 17,706,890 19,315,268 1.09 20,068,373 22,841,484 21,187,819 1.20 9,917,019 14,245,906 0.80

吉 野 川 市 22,139,616 21,303,918 0.96 24,275,932 22,521,620 26,588,567 1.20 15,309,117 15,872,185 0.72

美 馬 市 25,440,108 25,239,133 0.99 25,359,322 28,847,220 29,443,158 1.16 11,876,712 21,129,460 0.83

市町村合計 414,550,444 382,477,753 0.92 370,695,463 378,099,522 386,772,110 0.93 84,082,845 327,914,119 0.79

(出所）　「平成23年度市町村財政概要No.57平成24年12月」及び「令和元年度市町村財政概要No.65令和３年２月」徳島県市町村課編集・公益財団

法人徳島県市町村振興協会発行より筆者作成

(注）    　平成16年度の阿波市の地方債現在高は合併前４町の合計である

図表５　阿波市等の実質公債費比率の推移 （単位：％）

平成17年度 平成20年度 20−17 平成24年度 平成28年度 令和元年度 元−17

阿 波 市 13.3 11.7 −1.6 8.5 6.2 8.3 −5.0

吉 野 川 市 14.2 15.0 0.8 12.5 9.7 10.0 −4.2

美 馬 市 16.6 16.8 0.2 9.6 9.2 10.3 −6.3

市町村単純平均 14.5 13.7 −0.8 9.3 6.3 6.3 −8.2

(出所）　「平成23年度市町村財政概要No.57平成24年12月」及び「令和元年度市町村財政概要No.65令和３年２月」徳島県市町村課編集・公益財団

法人徳島県市町村振興協会発行より筆者作成
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市
町
村
単
純
平
均
と
比
べ
大
き
い
。

７
　

実
質
公
債
費
比
率
と
は
、「
地
方
公
共
団
体
の
一
般
会
計
等

が
負
担
す
る
元
利
償
還
金
及
び
準
元
利
償
還
金
の
財
政
規
模

（
標
準
財
政
規
模
か
ら
元
利
償
還
金
等
に
係
る
基
準
財
政
需

要
額
算
入
額
を
控
除
し
た
額
）
に
対
す
る
比
率
。
な
お
、
実

質
公
債
費
比
率
が
一
八
％
以
上
の
地
方
公
共
団
体
は
、
地
方

債
の
発
行
に
際
し
許
可
が
必
要
と
な
る
。
①
早
期
健
全
化
基

準

：

二
五
・
〇
％
、
②
財
政
再
生
基
準
三
五
・
〇
％
」（
徳

島
県
市
町
村
課
（
二
〇
二
一
）「
凡
例
」）

３.

５
　
経
常
収
支
比
率
８

　
経
常
収
支
比
率
の
推
移
は
図
表
６
の
通
り
。

　
阿
波
市
は
経
常
収
支
比
率
も
着
実
に
低
下
（
改
善
）

し
て
い
る
。

　
こ
れ
も
ま
た
、
二
〇
〇
八
（
平
成
二
十
）
年
度
の
低

下
（
改
善
）
幅
が
、他
市
や
市
町
村
平
均
と
比
べ
大
き
い
。

８
　

経
常
収
支
比
率
と
は
、「
財
政
構
造
の
弾
力
性
を
測
定
す
る

比
率
と
し
て
用
い
ら
れ
る
指
標
で
、
経
常
収
支
比
率
が
低
い

ほ
ど
新
た
な
行
政
需
要
に
弾
力
的
に
対
応
で
き
る
こ
と
と
な

る
」(

徳
島
県
市
町
村
課
（
二
〇
二
一
）「
凡
例
」）

４
．
類
似
団
体
比
較

　
最
後
に
、
人
口
及
び
産
業
構
造
が
類
似
し
て
い
る
他

の
市
町
と
の
比
較
で
あ
る
「
類
似
団
体
比
較
」
で
分
析

し
た
。

　
合
併
前
の
四
町
は
、
類
似
団
体
と
の
単
純
平
均
比
較

で
、
経
常
収
支
比
率
で
九
・
四
ポ
イ
ン
ト
、
実
質
公
債

費
比
率
（
こ
の
時
点
で
は
起
債
制
限
比
率
９

）
で
〇
・

四
ポ
イ
ン
ト
高
く
、
人
口
一
人
あ
た
り
地
方
債
現
在
高

は
一
六
三
、
〇
一
三
円
低
い
も
の
の
、
積
立
金
現
在
高

は
三
五
、
四
八
六
円
低
く
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
四
つ

の
指
標
の
う
ち
三
つ
の
指
標
で
類
似
団
体
よ

り
悪
い
状
況
で
あ
る
。

　
令
和
元
年
度
の
阿
波
市
は
、
類
似
団
体
と

比
較
し
て
、
経
常
収
支
比
率
が
〇
・
五
ポ
イ

ン
ト
高
い
が
、
実
質
公
債
費
比
率
は
〇
・
二

ポ
イ
ン
ト
低
く
、
人
口
一
人
あ
た
り
積
立
金

現
在
高
は
七
〇
、
七
〇
八
円
多
く
、
地
方
債

現
在
高
は
一
九
、
〇
八
五
円
少
な
く
な
っ
て

お
り
、
経
常
収
支
比
率
を
除
く
三
つ
の
指
標

で
類
似
団
体
よ
り
良
い
数
値
で
あ
り
、
経
常

収
支
比
率
も
合
併
前
の
四
町
の
単
純
平
均
と

比
較
し
六
・
三
ポ
イ
ン
ト
改
善
し
て
い
る
。

９
　

起
債
制
限
比
率
と
は
、「
標
準
的
な
財
政
規
模
に

対
す
る
公
債
費
の
占
め
る
割
合
の
過
去
三
年
度

間
の
平
均
を
言
い
ま
す
。
公
債
費
に
充
て
ら
れ

る
特
定
財
源
や
、
地
方
交
付
税
に
よ
り
措
置
の

あ
る
財
源
等
を
除
い
て
計
算
し
ま
す
。
平
成
十

七
年
度
以
前
は
、
こ
の
比
率
が
二
〇
％
以
上
に

な
る
と
、
一
般
単
独
事
業
債
の
許
可
が
制
限
さ

れ
ま
し
た
」（
大
阪
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）

５
．
お
わ
り
に

　
平
成
の
合
併
か
ら
十
六
年
が
経
過
し
た

阿
波
市
は
、
積
立
金
の
大
幅
増
加
（
改
善
）、

元
利
償
還
金
の
七
割
が
交
付
税
措
置
さ
れ
る

合
併
特
例
債
現
在
高
の
七
割
分
を
除
く
地
方

債
現
在
高
の
大
幅
減
少
（
改
善
）、
実
質
公

債
費
比
率
及
び
経
常
収
支
比
率
の
大
幅
低
下

（
改
善
）
と
、
そ
の
財
政
状
況
は
大
き
く
改
善
し
た
と

い
え
る
。

　
ま
た
、
類
似
団
体
比
較
で
分
析
し
て
も
、
財
政
状
況

は
大
幅
に
改
善
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　
そ
の
要
因
の
ひ
と
つ
に
、
先
行
研
究
の
石
井
吉
春
の

言
う
「
自
治
体
の
首
長
の
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
」

10

図表６　阿波市等の経常収支比率の推移 （単位：％）

平成16年度 平成20年度 20−16 平成24年度 平成28年度 令和元年度 元−16

阿 波 市 99.2 85.7 −13.5 81.9 88.2 92.9 −6.3

吉 野 川 市 94.0 91.5 −2.5 89.0 91.5 94.6 0.6

美 馬 市 98.0 91.9 −6.1 86.9 90.4 93.1 −4.9

市町村単純平均 94.2 88.9 −5.3 84.4 87.0 90.9 −3.3

(出所）　「平成23年度市町村財政概要No.57平成24年12月」及び「令和元年度市町村財政概要No.65令和３年２月」徳島県市町村

課編集・公益財団法人徳島県市町村振興協会発行より筆者作成

(注）　　平成16年度の阿波市の経常収支比率は合併前４町の合計である

図表７　類似団体との比較

平成16年度 令和元年度

合併前4町単純平均（Ａ）類似団体単純平均（Ｂ） （A)−(B) 阿波市（C） 類似団体（D） (C)−(D)

経常収支比率（％） 99.2 89.8 9.4 92.9 92.4 0.5

実質公債費比率（％） 10.0 9.6 0.4 8.3 8.5 −0.2

積立金現在高（人口一人あたり：円） 83,751 119,237 −35,486 366,792 296,084 70,708

地方債現在高（人口一人あたり：円） 418,183 581,196 −163,013 570,731 589,816 −19,085

(出所）　「類似団体別市町村財政指数表（平成16年度版）」地方財政調査研究会編集・財団法人地方財務協会発行及び「令和元

年度財政状況類似団体比較カード」総務省ホームページより筆者作成
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が
考
え
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
初
代
阿
波
市
長
小
笠
原
幸
は
、
財
団
法
人
全
国
市
長

会
館
発
行
の
「
市
政
」
二
〇
〇
七
（
平
成
十
九
）
年
八

月
号
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　「
合
併
後
三
年
目
を
迎
え
、
行
財
政
改
革
大
綱
に
基

づ
く
集
中
改
革
プ
ラ
ン
に
よ
り
、
事
務
事
業
の
見
直
し

を
行
い
、
行
財
政
の
健
全
化
と
充
実
し
た
行
政
サ
ー
ビ

ス
の
向
上
を
目
指
す
と
と
も
に
、
行
財
政
改
革
を
進
め

て
い
ま
す
」

11

。

　
そ
し
て
、
結
び
に
は
、「
旧
町
間
の
事
務
事
業
を
統

一
し
、
市
政
の
公
平
化
を
図
る
合
併
調
整
も
よ
う
や
く

一
段
落
す
る
な
ど
、
こ
れ
か
ら
が
阿
波
市
と
し
て
の
ま

ち
づ
く
り
の
本
番
で
す
。
行
財
政
改
革
を
進
め
、
効
率

的
で
持
続
可
能
な
行
財
政
の
確
立
を
図
り
な
が
ら
、
合

併
し
て
よ
か
っ
た
と
い
え
る
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
、
市

民
と
行
政
が
一
体
と
な
り
、
地
方
分
権
の
時
代
に
ふ
さ

わ
し
い
個
性
的
で
自
立
し
た
阿
波
市
を
つ
く
り
上
げ
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
」

12

と

合
併
三
年
目
の
率
直
な
感
想
と
決
意
を
述
べ
て
い
る
。

　
こ
の
姿
勢
の
、
端
的
な
成
果
は
、
図
表
５
の
実
質
公

債
費
比
率
及
び
図
表
６
の
経
常
収
支
比
率
の
平
成
二
十

年
度
（
小
笠
原
市
長
の
任
期
の
最
終
年
度
）
の
大
幅
な

改
善
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
小
笠
原
幸
は
一
期
で
二
〇

〇
九（
平
成
二
十
一
）年
五
月
七
日
の
任
期
満
了
を
も
っ

て
引
退
し
た
。

　
そ
の
後
小
笠
原
市
長
の
時
の
副
市
長
で
あ
っ
た
野
崎

國
勝
氏
（
元
徳
島
県
職
員
）
が
二
期
（
二
〇
〇
九
（
平

成
二
十
一
）
年
五
月
八
日
～
二
〇
一
七
（
平
成
二
十

九
）
年
五
月
七
日
）、野
崎
市
長
の
時
の
副
市
長
で
あ
っ

た
藤
井
正
助
氏
（
元
阿
波
市
職
員
）
が
一
期
及
び
二
期

目
（
二
〇
一
七
（
平
成
二
十
九
）
年
五
月
八
日
～
）
の

市
長
を
務
め
、
そ
れ
ぞ
れ
、
市
役
所
の
職
員
の
皆
様
と

共
に
、
阿
波
市
財
政
の
健
全
経
営
を
続
け
て
い
た
だ
き
、

そ
の
結
果
は
こ
こ
ま
で
分
析
し
た
通
り
で
あ
る
。

　
平
成
の
合
併
に
よ
り
、
着
実
に
財
政
健
全
化
を
進
め

て
い
る
徳
島
県
阿
波
市
の
、今
後
ま
す
ま
す
の
ご
発
展
・

ご
繁
栄
を
心
よ
り
ご
祈
念
申
し
上
げ
、
拙
稿
を
閉
じ
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

10
　

石
井
吉
春
（
二
〇
〇
六
）
p.
四
一
．

11
　

小
笠
原
幸
（
二
〇
〇
七
）
p.
一
〇
九
．

12
　

小
笠
原
幸
（
二
〇
〇
七
）
p.
一
一
二
．

（
参
考
文
献
）

石
井
吉
春
（
二
〇
〇
六
）「
二
〇
〇
四
年
度
決
算
に
み

る
市
町
村
合
併
の
地
方
財
政
へ
の
影
響
（
そ
の
二
）」

『
月
刊
　
地
方
財
務
　
二
〇
〇
六
年
十
二
月
号
　
№

第
六
三
〇
号
』
ぎ
ょ
う
せ
い
　
pp.
三
四-

四
五
．

大
阪
府
「
起
債
制
限
比
率
」（
二
〇
二
一
年
九
月
一
日

最
終
閲
覧
）

　https://w
w

w
.pref.osaka.lg.jp/zaisei/joukyou/kisai.htm

l
小
笠
原
幸
（
二
〇
〇
六
）「
巻
頭
言
　
元
気
な
阿
波
市

を
目
指
し
て
　
阿
波
市
長
　
小
笠
原
幸
」『
阿
波
の

自
治
　
Vol.
六
八
　
二
〇
〇
六
　
春
　
平
成
十
八
年
五

月
発
行
』
財
団
法
人
　
徳
島
県
市
町
村
振
興
協
会 

pp.
四-

五
．

小
笠
原
幸
（
二
〇
〇
七
）「
わ
が
市
を
か
た
る
　
阿
波

市
（
徳
島
県
）　
阿
波
市
長
小
笠
原
幸
　
あ
す
に
向

か
っ
て
人
の
花
咲
く
や
す
ら
ぎ
空
間
・
阿
波
市
」『
市

政
　
二
〇
〇
七
・
八
　
Vol.
五
六
』
財
団
法
人
全
国
市

長
会
館 

pp.
一
〇
九-

一
一
二
．

総
務
省
「
市
町
村
の
合
併
に
関
す
る
研
究
会
」（
二
〇

〇
八
）「『
平
成
の
合
併
』
の
評
価
・
検
証
・
分
析 

平
成
二
十
年
六
月
」（
二
〇
二
〇
年
九
月
十
九
日
最

終
閲
覧
）

　https://w
w

w
.soum

u.go.jp/gapei/pdf/080616_1_2.pdf

総
務
省
（
二
〇
二
一
）「
令
和
元
年
度
市
町
村
類
似
団

体
比
較
カ
ー
ド
　
■
徳
島
県
」（
二
〇
二
一
年
九
月

一
日
最
終
閲
覧
）

　https://w
w

w
.soum

u.go.jp/m
ain_content/000740417.pdf

地
方
財
政
調
査
研
究
会
（
二
〇
〇
六
）「
類
似
団
体
別

市
町
村
財
政
指
数
表
（
平
成
十
六
年
度
版
）」
財
団

法
人
地
方
財
務
協
会

徳
島
県
市
町
村
課
（
二
〇
〇
五
）「
平
成
十
六
年
度
　

　
徳
島
県
市
町
村
要
覧 

№
二
二
　
平
成
十
七
年
一
月
」

　
財
団
法
人
　
徳
島
県
市
町
村
振
興
協
会

徳
島
県
市
町
村
課
（
二
〇
〇
六
）「
平
成
十
七
年
度
　

　
徳
島
県
市
町
村
要
覧 

№
二
三
　
平
成
十
八
年
二
月
」

　
財
団
法
人
　
徳
島
県
市
町
村
振
興
協
会

徳
島
県
市
町
村
課
（
二
〇
一
二
）「
平
成
二
十
三
年
度
　

　
市
町
村
財
政
概
要 

№
五
七
　
平
成
二
十
四
年
十
二
月
」

　
公
益
財
団
法
人
　
徳
島
県
市
町
村
振
興
協
会

徳
島
県
市
町
村
課
（
二
〇
二
一
）「
令
和
元
年
度
　
市

町
村
財
政
概
要 

№
六
五
　
令
和
三
年
二
月
」

　
公
益
財
団
法
人
　
徳
島
県
市
町
村
振
興
協
会

日
本
経
済
新
聞
社
（
二
〇
二
〇
ａ
）「
特
集
　
検
証
！

平
成
の
大
合
併
　
全
国
首
長
調
査
　
存
続
へ
の
危
機

感
が
背
中
押
す
」『
日
経
グ
ロ
ー
カ
ル2

0
2
0
.1

/6

　

　
№
三
七
九
』
pp.
六-

三
九
．

日
本
経
済
新
聞
社
（
二
〇
二
〇
ｂ
）「
第
二
特
集
　
ポ

ス
ト
平
成
の
大
合
併
、
Ａ
Ｉ
に
期
待
　
全
国
首
長
調

査
　『
圏
域
』
構
想
、
七
割
が
賛
否
留
保
」『
日
経
グ

ロ
ー
カ
ル2

0
2
0
.1

/2
0

　
№
三
八
〇
』pp.
二
四-

三
一
．
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１
　
現
　
状

　
徳
島
県
は
、
東
日
本
大
震
災
を
契
機
と
し
て
、
リ
ス

ク
分
散
を
求
め
る
大
都
市
部
の
企
業
の
需
要
に
応
え
る

た
め
、
豊
か
な
自
然
環
境
と
、
全
国
屈
指
の
光
ブ
ロ
ー

ド
バ
ン
ド
環
境
、
古
民
家
な
ど
の
遊
休
施
設
の
強
み
を

活
か
し
た
「
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
（
以
下
「
Ｓ
Ｏ
」

と
い
う
）
誘
致
」
を
平
成
二
十
四
年
よ
り
展
開
し
て
参

り
ま
し
た
。

　
国
（
総
務
省
）
に
お
い
て
も
、
平
成
三
十
年
度
末
か

ら
「
Ｓ
Ｏ
の
開
設
状
況
調
査
」
を
統
計
数
値
に
す
る

な
ど
、「
地
方
版
Ｓ
Ｏ
」
の
誘
致
に
力
を
入
れ
て
お
り
、

本
県
は
、
初
回
調
査
で
は
北
海
道
と
並
び
一
位
、
続
く

二
回
目
、
三
回
目
（
今
回
）
は
、
北
海
道
に
続
く
二
位

（
七
十
七
社
）
の
開
設
数
と
な
っ
て
お
り
、「
サ
テ
ラ
イ

ト
オ
フ
ィ
ス
発
祥
の
地
」
と
し
て
、
全
国
を
リ
ー
ド
し

て
い
ま
す
。

　　
長
引
く
コ
ロ
ナ
禍
を
受
け
、
特
に
大
都
市
部
に
お
い

て
は
、
テ
レ
ワ
ー
ク
の
普
及
な
ど
に
よ
り
、
時
間
や
場

所
に
縛
ら
れ
な
い
「
ワ
ー
ク
ス
タ
イ
ル
の
転
換
」
が
加

速
し
て
お
り
、
国
に
お
い
て
も
、
地
方
で
の
Ｓ
Ｏ
の
開

設
や
テ
レ
ワ
ー
ク
を
活
用
し
た
地
方
へ
の
新
た
な
人
の

流
れ
を
加
速
さ
せ
、
地
方
分
権
型
の
活
力
あ
る
地
域
社

会
の
実
現
を
図
る
た
め
、「
地
方
創
生
テ
レ
ワ
ー
ク
交

付
金
（
令
和
二
年
度
第
三
次
補
正
）」
を
創
設
し
た
結
果
、

令
和
二
年
度
末
で
は
「
九
一
六
社
」（
前
年
度
比
＋
二

六
二
社
）
と
な
る
な
ど
、
全
国
的
に
Ｓ
Ｏ
開
設
数
が
増

加
し
て
い
ま
す
。

　
県
内
で
も
四
市
町
（
吉
野
川
市
・
美
馬
市
・
神
山
町
・

東
み
よ
し
町
）
が
、
当
交
付
金
の
採
択
を
受
け
、
交
流

施
設
・
拠
点
の
空
き
ス
ペ
ー
ス
を
Ｓ
Ｏ
入
居
や
コ
ワ
ー

キ
ン
グ
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
活
用
す
る
た
め
の
改
修
・
機

能
拡
充
を
進
め
て
い
ま
す
。

２
　
取
組
み
状
況

　
Ｓ
Ｏ
開
設
数
の
上
位
県
の
多
く
が
、
中
心
部
に
半
数

以
上
が
集
積
し
て
い
る
の
に
比
べ
、
県
内
で
は
、
各
圏

域
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
を
活
か
し
た
Ｓ
Ｏ
誘
致
が
進
ん
で

お
り
、「
十
七
市
町
村
（
令
和
二
年
度
末
）」
へ
の
展
開

は
、
全
国
最
多
で
あ
る
と
と
も
に
、
多
く
が
「
過
疎
地

域
」
へ
の
進
出
と
な
っ
て
い
る
の
が
大
き
な
特
徴
で
す
。

　
な
ぜ
、
徳
島
で
、
過
疎
地
域
を
中
心
と
し
て
、
こ
れ

だ
け
開
設
さ
れ
て
い
る
の
か
、
令
和
二
年
度
末
の
開
設

企
業
に
対
し
て
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
た
結
果
、「
徳

島
へ
の
オ
フ
ィ
ス
設
置
の
決
め
手
」
に
つ
い
て
の
項
目

で
は
、

・「
県
・
市
町
村
担
当
者
の
熱
意
（
十
社
）」

・「
徳
島
県
に
ゆ
か
り
が
あ
る
（
十
社
）」
が
最
も
多
く
、

・
次
い
で
、「
進
出
先
の
自
然
環
境
（
七
社
）」
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　
そ
の
他
に
は
、

・「
先
に
Ｓ
Ｏ
を
設
置
し
て
い
た
企
業
か
ら
紹
介
が
あ

り
、
安
心
で
き
た
」

サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
誘
致
十
年
の
取
組
み
と
今
後
の
展
開

　

岡
　
﨑
　
仁
　
美

徳
島
県
政
策
創
造
部
地
方
創
生
局

と
く
し
ま
ぐ
ら
し
応
援
課
　
学
び
・
働
き
創
造
室
長

　
　
等
が
本
拠
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
に
設
置
す
る
遠
隔

勤
務
の
た
め
の
オ
フ
ィ
ス
の
総
称
」
と
定
義
。

　
・
総
務
省
調
査
で
は
、
地
方
公
共
団
体
が
誘
致
・
あ

る
い
は
関
与
し
た
も
の
を
対
象
と
し
て
お
り
、
全

て
の
企
業
の
Ｓ
Ｏ
の
開
設
状
況
の
実
態
を
示
す
も

の
で
は
な
い
。

　［
注
釈
］

　
・
総
務
省
に
お
い
て
は
、
Ｓ
Ｏ
は
「（
オ
フ
ィ
ス
の
管

理
主
体
や
活
用
形
態
を
問
わ
ず
）
都
市
部
の
企
業
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・
「
地
方
で
の
活
動
を
広
報

す
る
こ
と
で
、
企
業
ブ
ラ

ン
ド
の
向
上
や
人
材
確
保

に
繋
が
る
」

・
「
地
方
へ
の
Ｓ
Ｏ
設
置
を

企
業
価
値
を
伝
え
る
ラ
ン

ド
マ
ー
ク
と
し
て
い
る
」

な
ど
の
声
も
聞
か
れ
た
と
こ

ろ
で
す
。

　
Ｓ
Ｏ
進
出
地
区
で
は
、「
祭

り
」
な
ど
の
地
域
行
事
の
担

い
手
と
し
て
活
躍
し
た
り
、

地
域
の
方
が
最
先
端
の
仕
事

に
触
れ
る
た
め
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
等

を
学
ぶ
出
前
授
業
等
を
行
う

な
ど
、
企
業
や
社
員
が
地
域

に
溶
け
込
ん
で
い
ま
す
。

　
ま
た
、
地
域
の
自
然
環
境

を
守
る
た
め
、
杉
の
間
伐
材

や
杉
オ
イ
ル
を
活
用
し
た
新

商
品
開
発
や
、
進
出
企
業
と

行
政
等
が
連
携
し
た
、
自
然

の
中
で
の
「
４
Ｋ
・
Ｖ
Ｒ
映

画
祭
」
の
開
催
な
ど
、
全
国

の
モ
デ
ル
と
な
る
地
域
活
性

化
の
好
事
例
が
数
多
く
生
ま

れ
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
東
京
一
極
集
中
是
正
の
た
め
の
省
庁
移
転

に
お
い
て
は
、
消
費
者
教
育
の
先
進
地
で
あ
る
本
県
を

実
証
の
場
と
し
て
、
平
成
二
十
八
年
に
消
費
者
庁
が
神

山
町
で
業
務
試
験
を
行
っ
た
こ
と
を
契
機
に
、
県
庁
内

に
消
費
者
庁
の
政
策
立
案
拠
点
が
順
次
整
備
さ
れ
、
明

治
開
闢
以
来
、初
の「
国
の
本
庁
機
能
移
転
」と
な
る「
消

費
者
庁
新
未
来
創
造
戦
略
本
部
」
の
恒
常
的
設
置
に
結

び
つ
く
な
ど
、
地
方
創
生
に
も
大
き
く
寄
与
し
て
い
ま

す
。３

　
各
圏
域
の
状
況

　
次
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
圏
域
に
お
け
る
特
徴
的
な
取
組

み
を
紹
介
し
ま
す
。

【
東
部
圏
域

：

神
山
町
（
Ｒ
二
年
度
末

：

十
五
社
）】

　「
神
山
町
」
に
お
け
る
民
間
発
祥
の
地
方
創
生
の
取

組
み
は
、
全
国
的
に
も
「
神
山
モ
デ
ル
」
と
し
て
有
名

に
な
る
と
と
も
に
、
中
心
人
物
で
あ
る
大
南
氏
の
発
信

し
続
け
る
「T

hink G
lobally, A

ct Locally

」「
出
来
な
い

理
由
よ
り
、
出
来
る
方
法
を
」「
創
造
的
過
疎
」
な
ど

の
言
葉
は
、
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。

　
Ｓ
Ｏ
誘
致
以
前
よ
り
、国
際
交
流
や
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・

イ
ン
・
レ
ジ
デ
ン
ス
（
Ｋ
Ａ
Ｉ
Ｒ
）
事
業
に
よ
り
多
様

な
人
々
が
行
き
来
し
て
お
り
、
空
家
改
修
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
や
ワ
ー
ク
・
イ
ン
・
レ
ジ
デ
ン
ス
、「
神
山
塾
」
等

の
独
特
の
取
組
み
に
よ
り
、
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
人
材

74
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参考文献　総務省「地方公共団体が誘致又は関与したSOの開設状況調査」
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の
移
住
や
起
業
、
Ｉ
Ｔ
関
連
企
業
の
集
積
に
つ
な
が
る

と
と
も
に
、
集
積
し
た
人
や
企
業
が
次
の
企
業
を
呼
ぶ

と
い
う
連
鎖
の
好
循
環
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

　【南
部
圏
域

：

美
波
町
（
Ｒ
二
年
度
末

：

二
十
社
）】

　「
美
波
町
」
へ
の
集
積
で
は
、「
半
Ｘ
半
Ｉ
Ｔ
」
と
銘

打
っ
た
、
趣
味
と
仕
事
を
両
立
さ
せ
た
新
し
い
働
き
方

が
発
信
さ
れ
て
お
り
、
地
元
出
身
の
Ｓ
Ｏ
開
設
企
業
社

長
と
美
波
町
担
当
職
員
が
タ
イ
ア
ッ
プ
し
た
Ｓ
Ｏ
誘
致

＆
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
活
動
は
、「
波
乗
り
オ
フ
ィ
ス
へ

よ
う
こ
そ
」
と
し
て
映
画
化
さ
れ
ま
し
た
。

　
南
部
圏
域
で
の
中
心
的
Ｓ
Ｏ
企
業
は
、
美
波
町
で
の

地
域
活
性
化
ノ
ウ
ハ
ウ
を
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
し
た
全
国
展

開
や
、
林
業
分
野
で
の
持
続
的
取
組
み
な
ど
、
幅
広
く

活
動
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
Ｓ
Ｏ
企
業
社
員
の
子
ど
も
が
地
方
と
都
市
の

学
校
を
住
民
票
を
移
さ
ず
に
行
き
来
で
き
る
、
画
期
的

な
「
デ
ュ
ア
ル
ス
ク
ー
ル
（
区
域
外
就
学
支
援
制
度
）」

も
よ
く
活
用
さ
れ
て
お
り
、
先
進
的
な
制
度
と
し
て
全

国
知
事
会
の
「
先
進
政
策
大
賞
」
も
受
賞
し
た
と
こ
ろ

で
す
。

【
西
部
圏
域

：

美
馬
市･

三
好
市
（
Ｒ
二
年
度
末

：

十

六
社
）】

　
西
部
圏
域
（
以
下
、「
に
し
阿
波
地
域
」
と
い
う
。）

で
は
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
を
対
象
に
し
た
観
光
事
業
と
連

携
し
、
コ
ロ
ナ
以
前
の
平
成
二
十
九
年
六
月
以
降
、
ド
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イ
ツ
、
カ
ナ
ダ
、
台
湾
な
ど
三
十
二
社
の
海
外
企
業
が

「
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
ワ
ー
ク
＋
バ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）」
を

実
施
す
る
な
ど
、
時
代
を
先
取
り
し
た
誘
致
活
動
が
展

開
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
に
し
阿
波
地
域
で
の
Ｓ
Ｏ
集
積
で
は
、
県
・
市
町
の

担
当
者
の
連
携
に
よ
る
取
組
み
が
特
徴
で
、
平
成
二
十

八
年
度
の
総
務
省
モ
デ
ル
事
業
へ
の
採
択
を
契
機
に
、

広
域
連
携
に
よ
り
、
都
市
部
企
業
の
「
お
試
し
勤
務
」

に
対
し
、
豊
か
な
自
然
環
境
を
最
大
限
に
活
か
し
た
多

様
な
選
択
肢
（
立
地
環
境
や
オ
フ
ィ
ス
設
置
形
態
）
を

提
示
し
た
結
果
、
実
質
半
年
と
い
う
短
期
間
で
「
六
十

五
社
」
の
お
試
し
勤
務
を
受
け
入
れ
、
う
ち
「
五
社
」

の
Ｓ
Ｏ
企
業
の
進
出
、「
十
二
人
」
の
地
元
雇
用
を
創

出
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
当
時
の
ノ
ウ
ハ
ウ
や
成
功
体
験
が
引
き
継
が
れ

る
と
と
も
に
、
先
行
進
出
し
た
Ｓ
Ｏ
企
業
が
地
域
に
お

け
る
重
要
な
プ
レ
イ
ヤ
ー
と
し
て
、
コ
ワ
ー
キ
ン
グ
ス

ペ
ー
ス
や
カ
フ
ェ
な
ど
を
整
備
す
る
「
チ
ャ
レ
ン
ジ
・

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
展
開
さ
れ
る
な
ど
、
地
域
お
こ
し

に
大
き
く
貢
献
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
に
し
阿
波
地
域
で
は
、「
自
治
体
独
自
の
Ｓ

Ｏ
認
定
制
度
」
を
設
け
、
進
出
企
業
と
地
元
企
業
と
の

W
in

－W
in

な
関
係
を
重
視
し
て
お
り
、
他
地
域
に
比

べ
、
地
元
雇
用
を
含
む
常
駐
型
で
の
Ｓ
Ｏ
の
割
合
が
高

く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
徳
島
の
Ｓ
Ｏ
誘
致
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で

は
、
県
下
全
域
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
圏
域
・
地
域
の
状
況

に
応
じ
た
展
開
を
み
せ
て
い
ま
す
。

４
　
ま
と
め  

　
約
十
年
間
で
七
十
七
社
集
積
す
る
ま
で
に
は
、
様
々

な
ド
ラ
マ
が
あ
る
と
と
も
に
、
と
く
し
ま
ぐ
ら
し
応
援

課
で
は
、
日
々
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
動
き
が
見
ら
れ
ま
す
。

　
課
内
で
は
、
い
ろ
い
ろ
な
企
業
や
、
移
住
者
の
名
前

が
飛
び
交
っ
て
お
り
、
電
話
で
市
町
村
の
Ｓ
Ｏ
担
当
者

の
皆
様
を
叱
咤
激
励
し
つ
つ
、
ベ
テ
ラ
ン
担
当
者
や
各

圏
域
の
Ｓ
Ｏ
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
に
紹
介
し
て
い
る
人
、

オ
ン
ラ
イ
ン
セ
ミ
ナ
ー
で
徳
島
の
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

紹
介
し
て
い
る
人
、
ま
た
、
Ｓ
Ｏ
企
業
や
行
政
の
取
組

み
を
毎
日
の
よ
う
に
Ｓ
Ｎ
Ｓ
発
信
す
る
人
な
ど
、
目
ま

ぐ
る
し
く
躍
動
し
て
い
ま
す
。

　
Ｓ
Ｏ
企
業
の
開
設
に
は
多
く
の
方
が
関
わ
っ
て
お
り
、

一
人
ひ
と
り
の
熱
い
思
い
が
ベ
ー
ス
と
な
っ
て
、
企
業

や
人
の
誘
致
、
徳
島
へ
の
定
着
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の

を
肌
で
感
じ
ま
す
。

　
Ｓ
Ｏ
誘
致
は
、
地
方
へ
の
関
係
人
口
・
交
流
人
口
を

生
み
出
す
「
地
域
活
性
化
」
の
有
効
策
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
が
、
進
出
後
、
い
か
に
し
て
定
着
し
て
い
た
だ
く

か
、
ま
た
、
い
か
に
地
域
に
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
効
果
が
生

み
出
さ
れ
る
か
が
重
要
で
す
。

　
徳
島
な
ら
で
は
の
「
身
近
な
距
離
感
」
や
「
地
域
密

着
型
で
の
お
も
て
な
し
」
が
、
都
市
部
の
企
業
に
と
っ

て
定
着
の
決
め
手
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
今
年
度
は
、
企
業
の
本
社
移
転
の
動
き
や
若
者
を
中

心
と
し
た
「
地
方
回
帰
」
志
向
の
高
ま
り
を
受
け
、
ま

ず
は「
徳
島
を
知
っ
て
い
た
だ
く
」こ
と
を
メ
イ
ン
テ
ー

マ
と
し
て
、
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
移
住
施
策
等
と
連
携

し
、
Ｓ
Ｏ
企
業
誘
致
と
の
相
乗
効
果
を
図
る
た
め
、
オ

ン
ラ
イ
ン
を
駆
使
し
た
情
報
発
信
に
注
力
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
Ｓ
Ｏ
誘
致
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
十
周
年
企
画
」

と
し
て
、
県
内
外
で
の
進
出
企
業
に
よ
る
パ
ネ
ル
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
や
市
町
村
と
連
携
し
た
マ
ッ
チ
ン
グ
イ

ベ
ン
ト
を
開
催
し
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
取
組
み
は
、
随
時
、「
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ

ス
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
サ
イ
ト
」
や
「
住
ん
で
み
ん
で
徳

島
で
！
」
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
も
配
信
し

ま
す
の
で
、
是
非
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
を
見
据
え
、
地
方
回
帰
の
流
れ
を
、

し
っ
か
り
と
徳
島
に
呼
び
込
み
、
さ
ら
な
る
地
域
の
活

性
化
を
図
る
た
め
に
は
、
関
係
者
が
し
っ
か
り
と
連
携

し
て
取
り
組
む
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
、
県
と
し
ま
し

て
も
、
こ
れ
ま
で
の
諸
先
輩
方
々
の
熱
意
に
負
け
な
い

よ
う
、
精
一
杯
取
り
組
ん
で
参
り
ま
す
の
で
、
引
き
続

き
、
ご
理
解･

ご
協
力
を
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。
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サテライトオフィスの情報はこちらから

徳島サテライトオフィスプロモーションサイト
https://www.tokushima-workingstyles.com/

★徳島県ホームページ　『サテライトオフィス誘致パンフレットの制作
について』から、以下のパンフレットのダウンロードが可能です。
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kurashi/chihososei/5053142/

＜左＞　『徳島サテライトオフィスまるわかり BOOK』

徳島県の魅力やサテライトオフィス開設のメリットなどまるごと分かる
「全県版のパンフレット」です。
県内 3圏域のサテライトオフィスコンシェルジュも紹介しています。

　　　　　＜右＞『徳島サテライトオフィスWORK&LIFE 東部編』

サテライトオフィス先進地神山町をはじめとする徳島県東部圏域版の
パンフレットです。企業インタビュー、コワーキングスペースの情報
を豊富に掲載しています。

住んでみんで　徳島で！
https://tokushima-iju.jp/
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と
が
で
き
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。
今
回
は
鳴
門
市
に
お

け
る
フ
ェ
ー
ズ
フ
リ
ー
の
取
組
み
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
本
稿
が
フ
ェ
ー
ズ
フ
リ
ー
に
興
味
を
持
っ
て
も

ら
う
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

２　

教
育
委
員
会
×
フ
ェ
ー
ズ
フ
リ
ー

　
鳴
門
市
教
育
委
員
会
で
は
、
教
員
が
フ
ェ
ー
ズ
フ
リ
ー

の
考
え
方
を
理
解
し
、
毎
日
の
学
校
生
活
に
防
災
の
エ
ッ

セ
ン
ス
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
学
校
教
育
を
子
ど
も
に

と
っ
て
、
よ
り
「
身
近
な
も
の
」「
生
活
に
即
し
た
も
の
」

と
し
て
学
力
向
上
に
役
立
て
る
と
と
も
に
、
防
災
対
応
力

の
向
上
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　
例
え
ば
「
算
数
」
の
授
業
で
は
、
津
波
の
速
さ
や
到
達

ま
で
の
時
間
な
ど
を
問
題
に
盛
り
込
み
ま
す
。
津
波
は
陸

上
を
時
速
三
六
㎞
、
五
〇
ｍ
を
五
秒
で
進
み
ま
す
。
自
分

の
五
〇
ｍ
走
の
速
さ
と
比
較
し
て
、
全
速
力
で
走
っ
て
も

追
い
つ
か
れ
る
こ
と
が
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
、「
速

さ
」
の
概
念
を
自
分
の
感
覚
を
も
っ
て
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
算
数
以
外
の
授
業
や
学
校
生
活
に
お
い
て
も
フ
ェ
ー
ズ

フ
リ
ー
の
考
え
方
を

取
り
入
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
こ
れ
ら
の

実
践
事
例
や
ア
イ
デ

ア
を
紹
介
し
た
「
い

つ
も
と
も
し
も
が

つ
な
が
る
学
校
の

フ
ェ
ー
ズ
フ
リ
ー
」

と
い
う
冊
子
を
作
成

し
、
教
育
現
場
や
教

職
員
の
研
修
な
ど
で

活
用
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
取
組
み
が
評
価
さ
れ
、
九
月
十
一
日
に
開
催
さ
れ

ま
し
た
「
第
一
回
フ
ェ
ー
ズ
フ
リ
ー
ア
ワ
ー
ド2

0
2
1

」
で
、

コ
ン
テ
ス
ト
最
上
位
と
な
る
「
事
業
部
門
ゴ
ー
ル
ド
」
を

受
賞
い
た
し
ま
し
た
。

３　

Ｕ
Ｚ
Ｕ
Ｐ
Ａ
×
フ
ェ
ー
ズ
フ
リ
ー

　「
Ｕ
Ｚ
Ｕ
Ｐ
Ａ
」
は
、
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
鳴
門
の
敷
地
内

に
建
設
さ
れ
た
新
し
い
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

を
提
案
す
る
複
合
施
設
で
す
。
ス
ケ
ー
ト
パ
ー
ク
、
バ
ス

ケ
ッ
ト
コ
ー
ト
、
サ
イ
ク
ル
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
ほ
か
、
二

〇
二
〇
年
二
月
に
は
ボ
ル
ダ
リ
ン
グ
施
設
や
キ
ッ
ズ
ス

１　

は
じ
め
に

　
平
成
三
十
年
三
月
末
に
三
十
八
年
間
勤
務
し
た
徳
島
県

を
「
卒
業
」(

定
年
退
職
）
し
、
二
年
間
の
公
益
財
団
法

人
と
く
し
ま
未
来
健
康
づ
く
り
機
構
（
徳
島
県
総
合
健
診

セ
ン
タ
ー
）
勤
務
を
経
て
、
令
和
二
年
度
か
ら
鳴
門
市
で

再
び
行
政
に
携
わ
っ
て
い
ま
す
。

　
県
職
員
時
代
、
健
診
セ
ン
タ
ー
勤
務
時
代
に
お
世
話
に

な
っ
た
す
べ
て
の
方
に
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
厚
く
お

礼
申
し
上
げ
ま
す
。
今
後
は
、
生
ま
れ
育
っ
た
鳴
門
市
に

少
し
で
も
恩
返
し
が
で
き
る
よ
う
精
一
杯
頑
張
る
所
存
で

ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
ご
指
導
ご
鞭
撻
の
ほ
ど
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
さ
て
、
鳴
門
市
で
は
、
平
成
二
十
九
年
度
策
定
の
「
鳴

門
市
地
域
防
災
計
画
」の
中
に
、全
国
に
先
駆
け
て
フ
ェ
ー

ズ
フ
リ
ー
の
考
え
方
を
取
り
入
れ
て
以
降
、
さ
ま
ざ
ま
な

部
署
で
フ
ェ
ー
ズ
フ
リ
ー
の
取
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。

「
フ
ェ
ー
ズ
フ
リ
ー
」
と
は
、「
い
つ
も
」
利
用
し
て
い
る

モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
を
「
も
し
も
」
の
と
き
に
役
立
て
る
こ
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ペ
ー
ス
を
併
設
し
た
「
Ｕ
Ｚ
Ｕ
Ｈ
Ａ
Ｌ
Ｌ
」
を
オ
ー
プ
ン

い
た
し
ま
し
た
。
日
常
の
楽
し
さ
に
加
え
、
日
頃
か
ら

フ
ェ
ー
ズ
フ
リ
ー
を
身
近
に
感
じ
て
も
ら
え
る
よ
う
工
夫

を
凝
ら
し
、
防
災
意
識
の
向
上
を
促
す
と
と
も
に
、
災
害

発
生
時
に
は
防
災
機
能
を
持
っ
た
施
設
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
ち
ら
の
施
設
も
、「
第
一
回
フ
ェ
ー
ズ
フ
リ
ー
ア
ワ
ー

ド2
0
2
1

」
の
事
業
部
門
で
入
選
い
た
し
ま
し
た
。

　
Ｕ
Ｚ
Ｕ
Ｐ
Ａ
に
お
け
る
フ
ェ
ー
ズ
フ
リ
ー
の
主
な
機
能

に
つ
い
て
は
、
別
表
１
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

４　

新
庁
舎
×
フ
ェ
ー
ズ
フ
リ
ー

　
現
在
の
本
庁
舎
は
、
築
五
十
八
年
が
経
過
し
、
狭
隘
化

や
庁
舎
施
設
の
分
散
、
防
災
拠
点
機
能
の
不
足
、
施
設
・

設
備
の
老
朽
化
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
へ
の
対
応
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
課
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
今
後
三
十
年

以
内
の
発
生
確
率
が
最
大
八
〇
％
と
さ
れ
る
南
海
ト
ラ
フ

巨
大
地
震
の
対
策
推
進
地
域
に
あ
り
ま
す
が
、
耐
震
性
能

も
著
し
く
不
足
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、防
災
・

災
害
対
策
機
能
の
強
化
を
図

る
と
と
も
に
、
各
種
課
題
を

解
決
す
る
た
め
に
新
庁
舎
を

建
設
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま

し
た
。

　
新
庁
舎
の
建
設
に
当
た
っ

て
は
、「
市
民
の
安
全
安
心

を
ま
も
り
、
絆
を
は
ぐ
く
む

鳴
門
ら
し
い
庁
舎
」
と
い
う

基
本
理
念
の
も
と
、
具
体
的

UZUHALL

UZUPA

【別表１】UZUPAにおけるフェーズフリーの主な機能

機　　能 平常時の役割 非常時の役割

<UZUHALL>

①内壁塗装色の色分け

ウズホールの外壁と合わせ

た紺色のデザイン内装

紺色と白色の境目が、同所の津

波浸水想定基準水位を表示

<UZUHALL>

②蓄電池による

　携帯電話等の充電

ウズホール利用者が携帯電

話の充電に使用

蓄電池を経由しており、災害に

よる停電時でも携帯電話を充電

し、災害情報等の取得が可能

<UZUHALL>

③キッズコーナー
子どもの軽度な運動に使用

分割できるため簡易マットや椅

子として利用

<サイクルステーション>

④大きい庇

外遊び時等の熱中症対策や

建物内に直射日光を入れな

いことによるエコ対応

救援物資の配給スペースとして

利用

<サイクルステーション>

⑤シャワー
UZUPA利用者が使用

自宅のお風呂が使用できない人

や避難所での生活者に無料開放

【別表２】新庁舎におけるフェーズフリーの主な機能

機　　能 平常時の役割 非常時の役割

デジタルサイネージ、
庁内放送設備等の整備

・市政情報等の発信
・職員への組織的な情

報伝達

来庁者に対し、文字や音
声で防災情報を発信

市民利用が特に多い窓
口部門を置く１階の天
井高さを高く設定

・来庁者に圧迫感を与
えない開放的で見通
しの良い空間を実現

火災時の煙降下時間が長
くなり、安全な避難時間
を確保

設備機器や配管等の配
置箇所にメンテナンス
しやすい開口部を確保

・メンテナンスしやす
い仕様

・イニシャルコストの
低減

損傷具合が把握しやすく、
必要な対応策の検討・修
繕が容易

２つの大きな会議室、
多目的スペースを連続
して配置

・屋内イベントや選挙
の投開票事務など、
大規模な催し等も開
催が可能

災害時の指定緊急避難場
所として、市民や近隣住
民等の受入れが可能

１か所に集約した大き
な来庁者駐車場の整備

・来庁者が迷わない、
利用しやすい駐車場
の実現

復旧・復興時の受援基地
として利用

新庁舎イメージ図
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な
方
向
性
を
示
す
五
つ
の
基
本
方
針
を
定
め
、
整
備
を
進

め
て
い
ま
す
。
そ
の
基
本
方
針
二
「
防
災
拠
点
に
ふ
さ
わ

し
い
、
安
全
安
心
な
庁
舎
」
の
一
つ
に
「
災
害
時
と
平
常

時
と
い
う
垣
根
を
取
り
除
い
た
、
フ
ェ
ー
ズ
フ
リ
ー
の
観

点
」
を
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。

　
新
庁
舎
に
お
け
る
フ
ェ
ー
ズ
フ
リ
ー
の
主
な
機
能
に
つ

い
て
は
、
別
表
２
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

５　

道
の
駅
「
く
る
く
る　

な
る
と
」

　
　

×
フ
ェ
ー
ズ
フ
リ
ー

　
鳴
門
市
は
、
四
国
の
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
と
し
て
の
優
位
な

立
地
条
件
と
高
い
認
知
度
が
あ
り
、
渦
潮
を
始
め
四
国
八

十
八
箇
所
霊
場
の
第
一
番
札
所
・
第
二
番
札
所
や
大
塚
国

際
美
術
館
な
ど
数
多
く
の
観
光
資
源
に
恵
ま
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、「
な
る
と
金
時
」、「
鳴
門
鯛
」、「
鳴
門
わ
か
め
」、「
大

谷
焼
」
な
ど
全
国
的
に
も
名
の
知
れ
た
ブ
ラ
ン
ド
力
の
高

い
地
場
産
品
に
も
恵
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
一
方
で
、
人
口
減
少
が
進
行
し
、
経
済
規
模
や
雇
用
が

縮
小
し
て
い
る
中
で
、
地
域
間
競
争
が
激
化
し
て
お
り
、

全
国
有
数
の
農
水
産
物
や
特
徴
豊
か
な
加
工
品
、
自
然
、

歴
史
、
文
化
等
の
魅
力
的
な
資
源
を
発
信
し
、「
観
光
客
」

に
も
「
地
域
住
民
」
に
も
親
し
ま
れ
、
地
域
の
元
気
の
核

と
な
る
交
流
拠
点
施
設
の
整
備
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
鳴
門
市
で
は
、
本
市
の
強
み
で

あ
る
「
食
」・「
お
も
て
な
し
の
心
」・「
交
流
」
を
キ
ー
ワ
ー

ド
と
し
た
「
地
域
振
興
」
と
「
観
光
振
興
」
の
拠
点
と
な

る
道
の
駅
「
く
る
く
る
　
な
る
と
」
の
整
備
を
進
め
て
い

ま
す
。

　
こ
の
道
の
駅
「
く
る

く
る
　
な
る
と
」
に
つ

い
て
も
、「
Ｕ
Ｚ
Ｕ
Ｐ
Ａ
」

や
「
新
庁
舎
建
設
」
と

同
様
、
計
画
段
階
か
ら

フ
ェ
ー
ズ
フ
リ
ー
の
視

点
を
取
り
入
れ
、
整
備
・

運
営
に
当
た
っ
て
い
ま

す
。

　
道
の
駅
「
く
る
く
る
　

な
る
と
」
に
お
け
る

フ
ェ
ー
ズ
フ
リ
ー
の
主
な
機
能
に
つ
い
て
は
、
別
表
３
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

６　

む
す
び
に

　
今
回
は
、
鳴
門
市
に
お
け
る
フ
ェ
ー
ズ
フ
リ
ー
の
一
端

を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
私
た
ち
の
身
近
に
も
い
ろ
ん
な
フ
ェ
ー
ズ
フ
リ
ー
が
あ

り
ま
す
。
例
え
ば
、

・
Ｐ
Ｈ
Ｖ
車

：

平
時
は
燃
費
が
良
く
、
エ
コ
に
も
家
計
に

も
ハ
ッ
ピ
ー
。
通
勤
に
も
使
え
て
、
休
日
は
家
族
で
快

適
ド
ラ
イ
ブ
。
停
電
時
に
は
家
の
電
源
に
早
変
わ
り
。

ガ
ソ
リ
ン
が
補
給
で
き
な
く
て
も
残
り
分
で
あ
る
程
度

の
走
行
距
離
を
キ
ー
プ
。

・
ポ
ン
チ
ョ

：

平
時
は
雨
の
日
に
自
転
車
に
乗
る
時
や
荷

物
の
多
い
時
に
は
動
き
や
す
く
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ナ
ブ
ル
な

ポ
ン
チ
ョ
を
活
用
。
災
害
時
に
は
風
雨
を
防
ぐ
だ
け
で

な
く
、
屋
外
で
ポ
ン
チ
ョ
の
中
で
着
替
え
や
用
を
足
す

な
ど
で
き
て
便
利
。

・
ラ
ン
ド
セ
ル

：

使
い
や
す
さ
を
追
求
し
た
学
生
の
カ
バ

ン
。
容
積
が
大
き
く
、
軽
く
て
と
て
も
頑
丈
。
軽
量
＆

大
容
量
な
の
で
、
水
に
浮
く
こ
と
が
可
能
で
浸
水
時
に

は
浮
き
輪
代
わ
り
に
。

　「
も
し
も
」
の
時
を
心
地
よ
く
す
る
だ
け
で
な
く
、「
い

つ
も
」
の
生
活
の
ク
オ
リ
テ
ィ
も
向
上
さ
せ
る
の
が

フ
ェ
ー
ズ
フ
リ
ー
の
考
え
方
で
す
。
日
常
時
も
非
常
時
も

役
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
、
私
た
ち
の
生
活
の
あ

ら
ゆ
る
シ
ー
ン
が
快
適
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
皆
さ
ん
も
身
の
回
り
の
フ
ェ
ー
ズ
フ
リ
ー
を
考
え
て
み

ま
せ
ん
か
。

【別表３】道の駅「くるくる なると」における
　　　　　フェーズフリーの主な機能

機　　能 平常時の役割 非常時の役割

施設前面をガラス張
り

・ランニングコストの低減
・快適性と開放感の向上

雨雲等の気象状況の
早期察知が可能

施設屋上における芝
生広場、見晴らしデッ
キ、ジップライン

・憩いの場や交流機能
・アクティビティ機能の

付与による集客コンテ
ンツ

災害（津波）時の緊
急避難場所として活
用

脱着が容易な
天井材・点検口

・メンテナンスしやすい
仕様

・イニシャルコストの低減

設備の損傷具合の状
況把握を通した被害
の「みえる化」

・人工芝を敷き詰め
たスロープ

・渦潮をモチーフに
した滑り台

・子どもの遊び場
　（そり遊びなど）
・遊具

来場者の避難動線・
救援時の車両動線と
して活用

バックヤード・倉庫 商品の保管場所 避難者への食料供給

道の駅イメージ図
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は
じ
め
に

　
研
修
生
と
し
て
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局

美
馬
庁
舎
地
域
創
生
部
に
し
阿
波
振
興
担
当

で
お
世
話
に
な
っ
た
の
は
、
平
成
三
十
一
年

度
の
こ
と
で
し
た
。

　
私
は
、
西
部
総
合
県
民
局
に
し
阿
波
振
興

担
当
で
行
財
政
運
営
支
援
、
過
疎
対
策
、
交

流
移
住
促
進
を
主
な
業
務
と
し
て
取
り
組
む

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
他
に
も
、
産
業

振
興
、
特
産
品
振
興
、
Ｐ
Ｒ
動
画
な
ど
も
参

加
し
、
い
ろ
い
ろ
経
験
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。県

民
局
で
の
思
い
出

　
四
月
十
六
日
に
「
平
成
三
十
一
年
度
地
方

債
事
務
講
習
会
」
に
参
加
す
る
た
め
に
、
岡

山
県
庁
に
出
張
い
た
し
ま
し
た
が
、
そ
の
際

に
Ｊ
Ｒ
池
田
駅
か
ら
Ｊ
Ｒ
岡
山
駅
ま
で
行
き
、

そ
の
後
、
路
線
バ
ス
で
岡
山
県
庁
へ
行
く
は

ず
で
し
た
が
、
路
線
バ
ス
乗
り
場
を
聞
い
て

向
か
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
直
前
に
路
線
バ
ス

が
出
発
し
た
ば
っ
か
り
だ
っ
た
の
で
、
時
間

も
あ
っ
た
の
で
岡
山
県
庁
ま
で
徒
歩
で
行
き

ま
し
た
。
結
構
距
離
が
あ
っ
た
の
で
、
大
分

疲
れ
ま
し
た
。
会
場
の
受
付
で
、
車
で
来
ら

れ
ま
し
た
か
と
聞
か
れ
た
の
で
、
汽
車
で
来

ま
し
た
と
答
え
た
ら
、
受
付
の
人
に
ク
ス
ッ

と
笑
わ
れ
、
汽
車
で
す
か
と
聞
き
直
さ
れ
ま

し
た
。
徳
島
は
電
車
が
走
っ
て
い
な
い
こ
と

を
受
付
し
て
い
た
人
は
知
ら
な
い
と
思
い
ま

し
た
。
肝
心
の
地
方
債
事
務
講
習
会
は
、
町

で
も
財
政
な
ど
の
経
験
は
一
度
も
な
か
っ
た

の
で
、
内
容
は
ほ
と
ん
ど
理
解
出
来
ま
せ
ん

で
し
た
。
そ
の
後
、
四
月
末
に
市
町
村
課
の

地
方
債
事
務
取
扱
い
説
明
会
を
受
け
て
、
す

ご
く
不
安
を
感
じ
な
が
ら
五
月
上
旬
に
一
部

事
務
組
合
、
上
下
水
道
事
業
、
二
市
二
町
の

市
町
村
の
地
方
債
一
次
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施

し
ま
し
た
。
私
の
担
当
は
、
主
に
二
市
二
町

の
過
疎
債
や
水
道
事
業
債
な
ど
を
担
当
し
ま

し
た
。
特
に
、
過
疎
債
の
ソ
フ
ト
事
業
な
ど

は
各
二
市
二
町
の
特
徴
の
あ
る
事
業
が
あ
り
、

他
市
町
の
実
施
し
て
い
る
事
業
は
非
常
に
参

考
に
な
り
ま
し
た
。
五
月
下
旬
に
は
、
徳
島

財
務
事
務
所
に
行
き
、
起
債
ご
と
の
説
明
を

し
て
い
る
と
私
の
説
明
が
長
す
ぎ
て
午
前
中

に
あ
ん
ま
り
進
ま
な
か
っ
た
の
で
、
午
後
に

な
る
と
徳
島
財
務
事
務
所
の
人
が
聞
き
た
い

起
債
を
選
ん
で
い
た
だ
き
、
そ
の
他
は
、
後

日
書
類
を
確
認
し
て
進
め
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
徳
島
財
務
事
務
所
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を

実
施
後
に
、
起
債
の
事
業
内
容
な
ど
の
説
明

を
求
め
ら
れ
、
市
町
の
担
当
者
に
事
業
内
容

を
教
え
て
い
た
だ
き
、
そ
れ
を
徳
島
財
務
事

務
所
に
説
明
を
し
ま
し
た
。
や
は
り
、
人
に

説
明
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
痛
感
い
た
し
ま

し
た
。

　
七
月
二
十
七
日
に
大
阪
で
開
催
さ
れ
ま
し

た
「
お
い
で
や
！
い
な
か
暮
ら
し
フ
ェ
ア

２
０
１
９
」
に
に
し
阿
波
振
興
の
上
司
と
一

緒
に
移
住
・
定
住
セ
ミ
ナ
ー
に
参
加
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
時
は
、
台
風
の
接

近
も
あ
り
天
候
が
悪
か
っ
た
の
で
、
来
場
者

が
少
な
か
っ
た
で
す
。
移
住
の
相
談
は
、
奄

美
大
島
や
京
都
な
ど
に
は
移
住
の
相
談
者
が

多
か
っ
た
で
す
。
全
国
規
模
の
セ
ミ
ナ
ー
に

参
加
し
、

徳
島
の

認
知
度

に
つ
い

て
も
体

感
す
る

こ
と
が

で
き
た

の

で
、

貴
重
な

体
験
に

な
り
ま

し
た
。

　
八
月
は
、
徳
島
県
が
受
け
入
れ
て
い
る
イ

ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
学
生
二
名
に
つ
る
ぎ
町
の

紹
介
を
す
る
こ
と
に
な
り
、
二
層
う
だ
つ
の

町
並
み
、
国
登
録
文
化
財
「
織
本
屋
」、
町
指

定
文
化
財
「
旧
永
家
庄
屋
屋
敷
」、
子
育
て
支

援
「
あ
ん
り
ー
る
」、
つ
る
ぎ
町
名
勝
の
「
土

釜
」
や
「
鳴
滝
」
を
案
内
し
、
つ
る
ぎ
町
の

ア
ピ
ー
ル
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

い
ろ
い
ろ
な
経
験
を

　
し
た
１
年
間

　
　
つ
る
ぎ
町
ま
ち
づ
く
り
戦
略
課
係
長

兼
　
本
　
純
　
治

全国過疎問題シンポジウム2019 in あおもり
10月31日の交流会のマグロの解体ショー

おいでや！いなか暮らしフェア 2019
会場での徳島県移住会場の風景
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九
月
は
、
全
国
的
に
進
ん
で
い
る
徳
島
県

の
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
の
視
察
に
三
好
市
、

美
馬
市
、
南
部
の
海
陽
町
を
視
察
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
つ
る
ぎ
町
に
は
サ
テ
ラ
イ

ト
オ
フ
ィ
ス
が
そ
の
時
に
は
な
か
っ
た
の
で
、

サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
の
役
割
や
地
元
の
貢

献
度
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
体
感
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
つ
る
ぎ
町
も
サ

テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
誘
致
が
で
き
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
地
元
の
雇
用
が
生
ま
れ
、
つ
る
ぎ

町
に
な
か
っ
た
職
業
な
の
で
新
し
い
流
れ
が

で
き
た
こ
と
に
よ
る
町
の
活
性
化
に
も
繋

が
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
他
に
も
、
香
川
県
の

Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
四
国
支
社
で
開
催
さ
れ
た
Ｎ

Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
四
国
５
Ｇ
プ
レ
サ
ー
ビ
ス
発
表

会
に
西
部
県
民
局
の
代
表
と
し
て
参
加
さ
せ

て
い
た
だ
き
、
最
先
端
技
術
も
体
感
す
る
こ

と
も
で
き
ま
し
た
。

　
青
森
県
で
十
月
三
十
一
日
、
十
一
月
一
日

の
二
日
間
で
開
催
さ
れ
た
「
全
国
過
疎
問
題

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
２
０
１
９
in
あ
お
も
り
」
に

参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
初
め
に
感

じ
た
の
が
、
寒
い
イ
メ
ー
ジ
で
行
き
ま
し
た

が
意
外
に
寒
く
な
か
っ
た
こ
と
と
青
森
市
街

地
だ
け
ど
信
号
機
は
全
て
縦
方
向
（
雪
が
積

も
る
た
め
）
に
な
っ
て
い
た
の
で
違
和
感
が

あ
り
ま
し
た
。
一
日
目
は
、
過
疎
地
域
自
立

活
性
化
優
良
事
例
表
彰
式
、
基
調
講
演
、
パ

ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
、
交
流
会
が
あ
り

ま
し
た
。
特
に
、
交
流
会
で
は
民
芸
、
マ
グ

ロ
解
体
シ
ョ
ー
、
各
地
の
特
産
品
が
堪
能
で

き
良
か
っ
た
で
す
。
二
日
目
は
、
大
鰐
町
の

特
産
品
で
あ
る
大
鰐
温
泉
も
や
し
の
生
産
農

家
、
大
鰐
町
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
鰐com

e

、

観
光
り
ん
ご
園
等
を
現
地
視
察
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
特
に
大
鰐
温
泉
も
や
し
は
、

普
通
の
も
や
し
の
何
倍
も
値
段
が
高
い
で
す

け
ど
、
一
流
ホ
テ
ル
か
ら
も
仕
入
れ
た
い
と

問
い
合
わ
せ
が
あ
る
な
ど
人
気
が
非
常
に
高

い
た
め
に
な
か
な
か
購
入
で
き
な
い
み
た
い

で
す
。
実
際
に
昼
食
で
行
っ
た
大
鰐
町
地
域

交
流
セ
ン
タ
ー
鰐com

e

で
は
、
大
鰐
温
泉

も
や
し
だ
け
完
売
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
十
月
の
中
頃
に
、
徳
島
県
の
ド
イ
ツ
コ
ン

シ
ェ
ル
ジ
ュ
チ
ー
ム
の
人
達
と
一
緒
に
剣
山

へ
登
山
に
行
き
そ
の
夜
に
懇
親
会
を
し
、
ド

イ
ツ
で
の
日
本
製
品
の
評
価
や
ド
イ
ツ
で
は

ど
の
よ
う
な
商
品
が
売
れ
る
か
な
ど
の
意
見

を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
こ
と
と
国
際
交
流
も

体
験
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
十
一
月
は
、
外
資
系
企
業
の
サ
テ
ラ
イ
ト

オ
フ
ィ
ス
視
察
ツ
ア
ー
に
一
緒
に
随
行
さ
せ

て
い
た
だ
き
、
大
手
企
業
も
参
加
し
て
お
り
、

各
種
企
業
の
社
長
や
役
員
の
人
と
貴
重
な
会

話
す
る
機
会
を
与
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　
二
月
三
日
に
和
歌
山
県
の
サ
テ
ラ
イ
ト
オ

フ
ィ
ス
企
業
視
察
を
行
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

意
見
交
換
や
情
報
交
換
を
実
施
し
ま
し
た
。

次
の
日
は
大
阪
で
開
催
さ
れ
た
「
徳
島
ビ
ジ

ネ
ス
フ
ォ
ー
ラ
ム
in
大
阪
」
に
参
加
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
三
好
市
の
サ

テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
の
米
田
社
長
の
講
演
を

聞
か
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
二
月
六
～
七
日
は
、

東
京
で
開
催
さ
れ
た
「
第
八
十
九
回
東
京
イ

ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ギ
フ
ト
・
シ
ョ
ー
春

２
０
２
０
」
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
初

め
て
バ
イ
ヤ
ー
の
人
達
に
商
品
の
説
明
も
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
非
常
に
難
し

か
っ
た
で
す
。

　
最
後
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

拡
大
の
影
響
に
よ
り
、
二
月
十
二
～
十
五
日

に
し
阿
波
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
強
化
発
信
事
業

の
香
港
出
張
と
三
月
に
私
が
計
画
し
た
移
住

ツ
ア
ー
が
中
止
に
な
り
、
特
に
初
め
て
取
得

し
た
パ
ス
ポ
ー
ト
は
使
う
こ
と
が
な
か
っ
た

の
で
残
念
で
し
た
。

　

最
後
に

　
研
修
で
の
収
穫
は
、
自
分
の
町
だ
け
の
視

点
だ
っ
た
の
が
県
の
立
場
の
広
域
的
な
視
点

を
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
。
外
国
人
、

大
学
生
、
企
業
社
長
な
ど
多
種
多
様
な
人
と

会
話
で
き
た
こ
と
に
よ
り
い
ろ
い
ろ
な
価
値

観
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
。
一
番
は
、

自
分
の
目
で
現
場
を
見
た
り
、
体
験
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
こ
と
が
貴
重
な
経
験
に
な
り
ま

し
た
。
西
部
総
合
県
民
局
の
に
し
阿
波
振
興

担
当
で
の
一
年
間
で
経
験
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
こ
と
が
、
今
後
の
職
員
人
生
で
も
必
ず
役

に
立
つ
時
が
来
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
本
当

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

全国過疎問題シンポジウム2019 in あおもり
10月31日の会議のシンポジウムの会場風景

第89回東京インターナショナルギフト・ショー春2020
会場でのにし阿波の商品紹介風景
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○コワーキングスペース

　多様な働き方や、起業・創業を実現するための拠点

として、コワーキングスペースを設置しています。

○コミュニティスペース

　レストランを併設したコミュニティスペースです。

レストランでは松茂町産や徳島県産の野菜、新鮮な魚

介類を使用し、イタリアンのシェフが腕を振るった本

格的な料理を楽しむことができます。

※レストラン定休日　毎週月曜日

○キッチンスタジオ

　料理やお菓子づくりの教室を開催しています。貸出

可能で、野菜乾燥機などの設備を使用した六次産業化

商品の開発等もできます。

　また、大型の回転釜や炊飯器など災害時に炊き出し

が可能な設備を有しています。

○レンタカー

　松茂町に立地する徳島阿波おどり空港の利用者を

ターゲットに、町内のレンタカー事業者と提携し、軽

キャンパーレンタル事業を行っています。

【事務局から】

　マツシゲートは、松茂町と（一社）松茂まちづくり推

進機構が協力し、管理・運営を行っており、施設貸出

の他、イベントを開催し交流・関係人口の増加を図っ

ています。定期的に開催している「マツシゲートマ

ルシェ」では、町内外の出店者30 ～ 40店舗が出店し、

新鮮な野菜や魚、ハンドメイド雑貨、テイクアウトの

フードなど様々な商品が販売されています。また、ファ

ブスペース、コワーキングスペースを中心に子どもた

ちのキャリアパスの多様化や新たな産業創出のために、

STEAM（スティーム）教育を展開し、各種講座等を実

施しています。こうした取組による先端教育機会の創

出や教育ブランド化によって子育てファミリー層の移

住定住による人口増加を目指しています。

※STEAMとは、Science（科学）、Technology（技術）、

Engineering（工学）、Art（芸術）、Mathematics（数学）

の頭文字をつなげた造語です。これらの領域を横断的

に学ぶことで、多角的に物事を捉え、課題解決力を身

につける教育手法です。

※マツシゲートHP（https://matsushigate.or.jp）

　　　　　　　　　お問い合わせ

　　　　　　　　　　松茂町役場チャレンジ課

　　　　　　　　　　TEL 088−699−8711

　　　　　　　　　　（一社）松茂まちづくり推進機構

　　　　　　　　　　TEL 088−699−5030
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松茂町

　令和３年５月にオープンした「松茂町交流拠点施設

“M
マ ツ シ ゲ ー ト

atsushigate”」は、松茂町の魅力を広く発信し、交流・

関係人口を増やすことにより、町の経済活動を活発に

し、稼ぐ力を高めると共に、ビジネスを展開・起業す

る人を支援するなど、町をあらゆる面で活性化させる

「地方創生」の拠点として地方創生拠点整備交付金を

活用し、整備しました。

　また、今後想定される南海トラフを震源とした巨大

地震・津波からの災害復興拠点としても、その役割を

担います。

【施設の紹介】

○芝生広場

　約6,500㎡の天然芝の芝生広場です。

　平常時は、公園として開放していますので、誰もが

気軽に訪れ、柔らかな芝生の感触を楽しむことができ

ます。

　また、災害時には応急仮設住宅を建設する用地にも

なります。

○津波防護壁

　松茂町は、南海トラフを震源とする巨大地震による

津波で町全域が浸水すると予測されています。

　そこで、災害復興拠点の浸水対策事業として、緊急

防災・減災事業債を活用し、施設周囲に高さ約３ｍの

津波防護壁を整備しました。

 

○ファブスペース

　レーザーカッター、３Dプリンター、UVプリンター

など、種々の工作機械を設置した自分だけのオリジナ

ル作品を作成できる「ものづくりスペース」です。ス

タッフが、皆さんのアイデアを形にするお手伝いをい

たします。

松茂町交流拠点施設整備事業
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第
１　
は
じ
め
に

　
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三

年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。）
が
、

令
和
三
年
六
月
十
一
日
に
公
布
さ
れ
、
地
方
公
務
員
の

定
年
引
上
げ
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
各
地
方
公

共
団
体
に
お
い
て
は
、
令
和
五
年
度
よ
り
、
地
方
公
務

員
の
定
年
に
つ
い
て
国
家
公
務
員
と
同
様
に
引
き
上
げ

る
と
と
も
に
、
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
制
や
定
年

前
再
任
用
短
時
間
勤
務
制
を
導
入
す
る
こ
と
と
な
る
こ

と
か
ら
、
改
正
法
の
施
行
に
遺
漏
の
な
い
対
応
が
必
要

と
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
以
下
で
は
、
令
和
三
年
九
月
末
時
点
で
の
公
開
情
報

を
基
に
、
改
正
の
趣
旨
、
制
度
等
に
つ
い
て
概
要
を
解

説
す
る
。

第
２　
改
正
法
の
趣
旨

　
少
子
高
齢
化
が
進
み
、
生
産
年
齢
人
口
が
減
少
す
る

我
が
国
に
お
い
て
は
、
複
雑
高
度
化
す
る
行
政
課
題
へ

の
的
確
な
対
応
な
ど
の
観
点
か
ら
、
能
力
と
意
欲
の
あ

る
高
齢
期
の
職
員
を
最
大
限
活
用
し
つ
つ
、
次
の
世
代

に
そ
の
知
識
、
技
術
、
経
験
な
ど
を
継
承
し
て
い
く
こ

と
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
、
国
家
公
務
員
に

つ
い
て
は
、
定
年
が
段
階
的
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
と
と

も
に
、
組
織
全
体
と
し
て
の
活
力
の
維
持
や
高
齢
期
に

お
け
る
多
様
な
職
業
生
活
設
計
の
支
援
な
ど
を
図
る
た

め
、
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
よ
る
降
任
及
び
転

任
並
び
に
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
の
制
度
が
設
け

ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

地方公務員法改正に係る地方公務員法改正に係る
定年引上げ等について定年引上げ等について

市町村課主事（行政担当）　津　川　慎一郎

　
地
方
公
務
員
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
の
定
年
を

基
準
と
し
て
そ
の
定
年
を
条
例
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
（
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公

務
員
法
（
以
下
「
新
地
公
法
」
と
い
う
。）
第
二
十
八

条
の
六
第
二
項
）、
国
家
公
務
員
の
定
年
引
上
げ
を
受

け
、
改
正
法
は
、
定
年
の
引
上
げ
を
行
う
と
と
も
に
、

管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
制
や
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
制
の
導
入
な
ど
、
国
家
公
務
員
と
同
様
の
措
置

を
講
ず
る
法
律
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

第
３　
改
正
の
内
容

１
　
定
年
の
引
上
げ

　
前
述
の
よ
う
に
、
地
方
公
務
員
の
定
年
は
、
国
家
公

務
員
の
定
年
を
基
準
と
し
て
条
例
で
定
め
る
も
の
と
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
定
年
の
引
上
げ
に
つ
い
て
も
国

家
公
務
員
と
同
様
に
段
階
的
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と

と
な
る
（
新
地
公
法
第
二
十
八
条
の
六
第
二
項
及
び
附

則
第
二
十
一
項
）。

　
国
家
公
務
員
の
定
年
の
段
階
的
な
引
上
げ
は
図
１
の

表
の
と
お
り
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
特
別
の

合
理
的
理
由
が
な
い
限
り
、
各
地
方
公
共
団
体
は
こ
の

内
容
に
よ
り
条
例
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。

２
　
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
制
（
以
下
「
役
職
定

年
制
」
と
い
う
。）
の
導
入

　
定
年
の
引
上
げ
に
よ
っ
て
職
員
が
公
務
に
従
事
す
る

期
間
が
長
く
な
る
中
で
、
管
理
職
に
一
度
就
い
た
職
員

が
そ
の
ま
ま
在
職
し
続
け
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、

若
手
・
中
堅
職
員
の
昇
進
機
会
の
減
少
に
よ
り
、
組
織
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の
新
陳
代
謝
を
阻
害
し
、
公
務
の
能
率
的
な
運
営
に
支

障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

　
そ
の
た
め
、
新
地
公
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
で

は
、
国
家
公
務
員
と
同
様
に
、
定
年
を
六
十
五
歳
に
引

き
上
げ
る
中
で
、
若
手
・
中
堅
職
員
の
昇
進
機
会
を
確

保
し
、
組
織
全
体
と
し
て
の
活
力
を
維
持
す
る
た
め
、

管
理
職
に
就
く
職
員
を
原
則
六
十
歳
で

非
管
理
職
に
異
動
さ
せ
る
役
職
定
年
制

を
設
け
て
い
る
（
新
地
公
法
上
、
役
職

定
年
制
の
上
限
年
齢
は
条
例
で
定
め
る

も
の
と
さ
れ
て
い
る
一
方
、
上
限
年
齢

を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、「
国
及
び

他
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員
と
の
」
権

衡
を
失
し
な
い
よ
う
適
当
な
考
慮
を
す

る
よ
う
要
求
さ
れ
て
お
り
、
多
く
の
団

体
で
「
六
十
歳
」
が
上
限
年
齢
と
な
る

と
考
え
ら
れ
る
（
新
地
公
法
第
二
十
八

条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
））。

　
他
方
で
、
以
下
の
場
合
は
役
職
定
年

制
の
例
外
措
置
を
設
け
る
こ
と
が
で
き

る
と
さ
れ
る
。

①
役
職
定
年
制
の
適
用
除
外

　
国
の
制
度
と
の
均
衡
の
原
則
に
則
り
、

職
務
と
責
任
に
特
殊
性
が
あ
る
こ
と
又

は
欠
員
の
補
充
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に

よ
り
役
職
定
年
制
を
適
用
す
る
こ
と
が

著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
職
（
一

例
と
し
て
は
医
師
や
歯
科
医
師
等
）
が

あ
る
場
合
、
役
職
定
年
制
の
対
象
と
な

る
管
理
監
督
職
の
範
囲
か
ら
適
用
除
外

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
役
職
定
年
制
上
限
年
齢
の
例
外
の
設
定
（
六
十
歳
を

超
え
る
上
限
年
齢
の
設
定
）

　
国
の
制
度
と
の
均
衡
の
原
則
に
則
り
、
職
務
と
責
任

に
特
殊
性
が
あ
る
こ
と
又
は
欠
員
の
補
充
が
困
難
で
あ

る
こ
と
に
よ
り
役
職
定
年
制
の
上
限
年
齢
を
六
十
歳
と

す
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
管
理
監
督

職
が
あ
る
場
合
、
上
限
年
齢
を
六
十
一
歳
か
ら
六
十
四

歳
ま
で
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
国
に
お
い
て
は
事
務

次
官
等
の
管
理
監
督
職
を
六
十
二
歳
定
年
と
し
て
い

る
）。

③
役
職
定
年
制
上
限
年
齢
に
よ
る
降
任
等
の
特
例
（
特

例
任
用
（
新
地
公
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
及
び

第
三
項
））

　
①
②
が
職
の
性
質
に
対
し
特
別
の
定
め
を
す
る
も
の

で
あ
る
の
に
対
し
、
③
は
対
象
の
職
員
又
は
職
員
グ

ル
ー
プ
の
性
質
に
対
応
し
特
別
の
定
め
を
す
る
も
の
で

あ
る
。
以
下
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
他
の
職
に
異
動

す
る
こ
と
で
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
場

合
に
は
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
で
異
動
を
延
長
し
、
引

き
続
き
管
理
監
督
職
を
占
め
た
ま
ま
勤
務
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
ま
ず
、
対
象
と
な
っ
て
い
る
職
員
に
特
別
の
事
情
等

が
あ
る
場
合
に
は
、
も
と
も
と
就
い
て
い
た
管
理
監
督

職
に
引
き
続
き
留
任
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
最
長
で
三

年
ま
で
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
こ
こ
に
い

う
「
特
別
の
事
情
等
」
と
は
、
職
務
遂
行
上
の
特
別
の

事
情
が
あ
る
場
合
や
対
象
職
員
の
職
務
の
特
殊
性
に
よ

り
欠
員
補
充
が
困
難
な
場
合
（
新
地
公
法
第
二
十
八
条

の
五
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
）
を
い
う
。

図１
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ま
た
、
対
象
と
な
っ
て
い
る
職
員
が
特
定
管
理
監
督

職
群
（
職
務
の
内
容
が
相
互
に
類
似
す
る
複
数
の
管
理

監
督
職
で
、
職
員
の
年
齢
別
構
成
そ
の
他
の
こ
れ
ら
の

欠
員
を
容
易
に
補
充
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
特
別
の
事

情
が
あ
る
も
の
）
に
属
す
る
管
理
監
督
職
を
占
め
る
場

合
（
同
条
第
五
項
）
に
は
、
も
と
も
と
就
い
て
い
た
管

理
監
督
職
に
引
き
続
き
留
任
さ
せ
る
か
、
同
一
の
管
理

監
督
職
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
他
の
管
理
監
督
職
に
降
任

又
は
転
任
す
る
こ
と
が
で
き
、
定
年
退
職
日
ま
で
最
長

で
五
年
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
制
の
導
入

　
定
年
の
引
上
げ
実
施
後
に
お
い
て
は
、
六
十
歳
以
降

の
職
員
に
つ
い
て
、
健
康
上
、
人
生
設
計
上
の
理
由
等

に
よ
り
、
多
様
な
働
き
方
を
可
能
と
す
る
こ
と
へ
の

ニ
ー
ズ
が
高
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
応
す
る

た
め
、
新
地
公
法
第
二
十

二
条
の
四
で
は
、
職
員
の

希
望
に
基
づ
き
、
一
定
年

齢
（
国
の
職
員
に
つ
き
定

め
ら
れ
て
い
る
年
齢
（
六

十
歳
）
を
基
準
と
し
て
条

例
で
定
め
る
年
齢
）
に
達

し
た
日
以
後
に
退
職
し
た

職
員
に
つ
い
て
、
従
前
の

勤
務
実
績
等
に
基
づ
く
選

考
の
方
法
に
よ
り
短
時
間

勤
務
の
職
に
採
用
で
き
る

こ
と
と
し
た
。

　
本
制
度
に
基
づ
き
採
用

さ
れ
た
職
員
に
つ
い
て
は
、

現
行
の
短
時
間
勤
務
の
再

任
用
制
度
と
異
な
り
、
任

期
は
一
年
以
内
の
更
新
で

は
な
く
、
定
年
退
職
日
相

当
日
ま
で
と
な
っ
て
い
る

（
同
条
第
三
項
）。

　
な
お
、
本
制
度
は
、
定

年
引
上
げ
に
よ
り
六
十
五

歳
ま
で
フ
ル
タ
イ
ム
で
勤

務
す
る
こ
と
が
原
則
と
な

図２

図３
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る
中
で
、
定
年
退
職
者
等
を
採
用
す
る
現
行
の
再
任
用

制
度
と
は
異
な
り
、
職
員
が
短
時
間
勤
務
を
希
望
す
る

場
合
に
本
人
の
意
思
に
よ
り
一
旦
退
職
し
た
上
で
採
用

さ
れ
る
仕
組
み
で
あ
り
、
職
員
の
意
思
に
反
し
て
定
年

前
再
任
用
短
時
間
勤
務
の
職
に
採
用
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
（
同
条
第
四
項
）。

４
　
給
与

　
地
方
公
務
員
の
給
与
は
、
各
地
方
公
共
団
体
の
条
例

で
定
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ

て
は
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す

る
均
衡
の
原
則
に
基
づ
き
、
国
家
公
務
員
の
給
与
の
取

扱
い
を
考
慮
し
、
特
に
以
下
の
事
項
に
留
意
の
う
え
適

切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

（
１
）
給
料

　
国
家
公
務
員
に
お
い
て
は
、
当
分
の
間
、
職
員
の
俸

給
月
額
は
、
職
員
が
六
十
歳
に
達
し
た
日
後
に
お
け
る

最
初
の
四
月
一
日
（
以
下
「
特
定
日
」
と
い
う
。）
以
後
、

当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
俸
給
表
の
俸
給
月
額
の
う
ち
、

当
該
職
員
の
受
け
る
号
俸
に
応
じ
た
額
に
百
分
の
七
十

を
乗
じ
て
得
た
額
と
さ
れ
て
い
る
（
以
下
「
俸
給
月
額

七
割
措
置
」
と
い
う
。）。

　
ま
た
、
役
職
定
年
制
に
よ
り
降
任
等
を
さ
れ
た
職
員

で
あ
っ
て
、
引
き
続
き
同
一
の
俸
給
表
の
適
用
を
受
け

る
職
員
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
特
定
日
以
後
、
俸

給
月
額
七
割
措
置
を
適
用
し
た
上
で
、
降
任
等
さ
れ
る

前
の
俸
給
月
額
の
七
割
と
降
任
等
さ
れ
た
後
の
俸
給
月

額
の
七
割
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
俸
給
と
し
て
支

給
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
国
家
公
務
員
に
お
い
て
、
定
年
引
上

げ
前
の
定
年
年
齢
が
六
十
歳
を
超
え
六
十
四
歳
を
超
え

な
い
年
齢
と
さ
れ
て
い
る
職
員
に
相
当
す
る
職
員
に
つ

い
て
は
、
六
十
歳
を
超
え
て
も
、
特
定
日
の
前
日
ま
で

は
俸
給
月
額
の
十
割
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
。

　
ま
た
、

①
臨
時
的
職
員
そ
の
他
の
法
律
に
よ
り
任
期
を
定
め
て

任
用
さ
れ
る
職
員
及
び
常
勤
を
要
し
な
い
職
員

②
定
年
引
上
げ
前
の
定
年
年
齢
が
六
十
五
歳
と
さ
れ
て

い
る
職
員
に
相
当
す
る
職
員
と
し
て
人
事
院
の
規
則

で
定
め
る
職
員

③
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
の
う
ち
、「
職
務
の
遂

行
上
の
特
別
の
事
情
」
又
は
「
職
務
の
特
殊
性
に
よ

る
欠
員
補
充
の
困
難
性
」
に
よ
り
、
役
職
定
年
制
上

限
年
齢
を
超
え
て
、
引
き
続
き
同
職
を
占
め
る
職
員

等
に
つ
い
て
は
、
六
十
歳
超
の
職
員
で
あ
っ
て
も
前
述

①
～
③
に
該
当
す
る
職
員
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
俸

給
月
額
七
割
措
置
が
適
用
さ
れ
ず
、
俸
給
月
額
の
十
割

が
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

　
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
こ
れ
ら

の
国
家
公
務
員
の
取
扱
い
に
基
づ
き
、
条
例
を
定
め
る

必
要
が
あ
る
。

（
２
）
退
職
手
当

　
国
家
公
務
員
に
お
い
て
は
、
職
員
が
六
十
歳
に
達
し

た
日
以
後
、
そ
の
者
の
非
違
に
よ
る
こ
と
な
く
退
職
し

た
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
は
、
当
分
の
間
、

勤
続
期
間
を
同
じ
く
す
る
定
年
退
職
者
と
同
様
に
算
定

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
定
年
の
引
上
げ
に
伴
う
俸
給
月
額
の
改
定

は
、
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
第
五
条
の
二
に
規
定
す

る
俸
給
月
額
の
減
額
改
定
に
は
該
当
し
な
い
も
の
と
し

て
、
減
額
前
の
俸
給
月
額
が
退
職
日
の
俸
給
月
額
よ
り

も
多
い
場
合
に
適
用
さ
れ
る
退
職
手
当
の
基
本
額
の
計

算
方
法
の
特
例
（
い
わ
ゆ
る
「
ピ
ー
ク
時
特
例
」）
の

適
用
対
象
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

　
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、
給
料
と
同
じ
く
、
こ

れ
ら
の
国
家
公
務
員
の
取
扱
い
を
考
慮
し
、
条
例
に
お

い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

５
　
情
報
提
供
・
意
思
確
認
制
度
の
新
設
（
新
地
公
法

附
則
第
二
十
三
項
か
ら
第
二
十
五
項
ま
で
）

　
改
正
法
に
よ
り
、
定
年
の
引
上
げ
や
役
職
定
年
制
な

ど
、
六
十
歳
以
降
に
適
用
さ
れ
る
任
用
や
給
与
が
こ
れ

ま
で
と
異
な
る
も
の
と
な
る
こ
と
か
ら
、
任
命
権
者
は
、

当
分
の
間
、
次
年
度
に
六
十
歳
に
達
す
る
職
員
に
対
し
、

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
制
や
役
職
定
年
制
、
給
与

引
下
げ
の
措
置
等
、
六
十
歳
に
達
す
る
日
以
後
に
適
用

さ
れ
る
任
用
、
給
与
及
び
退
職
手
当
に
関
す
る
措
置
の

内
容
な
ど
に
つ
い
て
丁
寧
な
情
報
提
供
を
行
う
と
と
も

に
、
職
員
が
六
十
歳
に
達
す
る
日
の
翌
日
以
後
の
勤
務

の
意
思
を
確
認
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

６
　
暫
定
再
任
用
制
度
（
改
正
法
附
則
第
四
条
か
ら
第

七
条
ま
で
）

　
定
年
の
引
上
げ
に
よ
り
、
現
行
の
再
任
用
制
度
が
廃

止
さ
れ
る
が
、
定
年
の
段
階
的
な
引
上
げ
期
間
に
お
い
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て
は
、
年
金
受
給
開
始
年
齢
ま
で
の
継
続
的
な
勤
務
を

可
能
と
す
る
た
め
、
現
行
と
同
様
の
暫
定
的
な
再
任
用

制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

　
暫
定
再
任
用
制
度
の
対
象
と
な
る
職
員（
図
１
参
照
）

に
つ
い
て
は
、
現
行
制
度
に
お
け
る
再
任
用
制
度
と
同

様
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
（
フ
ル
タ
イ

ム
の
職
）
と
短
時
間
勤
務
の
職
（
パ
ー
ト

タ
イ
ム
の
職
）
の
い
ず
れ
に
も
採
用
可
能

で
あ
る
。

第
４　
各
地
方
公
共
団
体
で

　
　
　

必
要
な
対
応

　
定
年
引
上
げ
の
施
行
に
向
け
て
は
、
各

地
方
公
共
団
体
は
条
例
・
規
則
に
規
定
す

べ
き
内
容
を
確
定
す
る
た
め
、
制
度
に
関

す
る
以
下
の
よ
う
な
検
討
を
行
う
必
要
が

あ
る
。

・
六
十
五
歳
の
定
年
年
齢
を
適
用
す
る
こ

と
が
著
し
く
不
適
当
な
職
員
の
類
型
が

あ
る
か
ど
う
か
の
検
討

・
管
理
職
手
当
支
給
対
象
職
以
外
の
職
で

管
理
監
督
職
と
同
様
に
取
り
扱
う
べ
き

も
の
（「
準
ず
る
職
」（
新
地
公
法
第
二

十
八
条
の
二
第
一
項
本
文
）
）
の
検
討

・
六
十
歳
の
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢

を
適
用
す
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
な

職
が
あ
る
か
ど
う
か
の
検
討

・
特
例
任
用
に
関
す
る
条
例
の
規
定
の
検

討

・
昇
任
管
理
や
幹
部
人
事
管
理
の
あ
り
方
、
六
十
歳
超

職
員
の
配
置
等
を
踏
ま
え
、
特
定
管
理
監
督
職
群
と

す
べ
き
職
が
あ
る
か
ど
う
か
の
検
討

・
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
制
、
高
齢
者
部
分
休
業

制
度
に
関
す
る
検
討

・
給
与
・
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
規
定
の
検
討

　
そ
の
他
、
実
務
的
に
は
給
与
等
の
予
算
の
推
計
や
新

規
採
用
等
も
含
め
た
中
長
期
的
な
採
用
・
退
職
管
理
の

あ
り
方
の
検
討
、
シ
ス
テ
ム
の
改
修
等
、
必
要
な
準
備

事
項
は
多
岐
に
渡
る
。

第
５　
終
わ
り
に

　
改
正
法
の
施
行
期
日
は
令
和
五
年
四
月
一
日
と
さ
れ

て
い
る
も
の
の
、
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
に
お
い

て
は
、「
任
命
権
者
は
、
長
期
的
な
人
事
管
理
の
計
画

的
推
進
そ
の
他
必
要
な
準
備
を
行
う
も
の
と
し
、
地
方

公
共
団
体
の
長
は
、
任
命
権
者
の
行
う
準
備
に
関
し
必

要
な
連
絡
、
調
整
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
定
年
引
上
げ

に
向
け
て
は
多
く
の
検
討
事
項
や
準
備
事
項
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
各
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
計
画
的
な
準

備
が
求
め
ら
れ
る
。

【
資
料
出
典
】

総
務
省
Ｈ
Ｐ
（
地
方
公
務
員
制
度
等
→
高
齢
対
策
）　

（http
s://w

w
w

.so
u
m

u
.g

o
.jp

/m
a
in

_
so

siki/jichi_

gyousei/koum
uin_seido/koreitaisaku.htm

l

）

図４
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は
じ
め
に

　
今
般
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
ま
ん
延
す
る
中
、

第
二
百
四
回
国
会
に
お
い
て
特
定
患
者
等
の
郵
便
等
を

用
い
て
行
う
投
票
方
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
が
成
立

し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
で
宿
泊
・
自
宅
療

養
等
を
し
て
い
る
方
で
、
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る

方
（
以
下
「
特
定
患
者
等
」
と
い
う
。）
は
、
令
和
三

年
六
月
二
十
三
日
以
後
に
そ
の
期
日
を
公
示
又
は
告
示

さ
れ
る
選
挙
か
ら
特
定
患
者
等
の
郵
便
等
を
用
い
て
行

う
投
票
方
法
（
以
下
「
特
例
郵
便
等
投
票
」
と
い
う
。）

が
可
能
と
な
る
な
ど
、
選
挙
事
務
の
現
場
に
お
い
て
は
、

新
た
な
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
本
稿
で
は
、
市
町
村
選
挙
管
理
委
員
会
に
お
い
て
考

慮
す
べ
き
、
選
挙
の
管
理
執
行
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
対
応
に
つ
い
て
整
理
す
る
た
め
、

「
特
例
郵
便
等
投
票
の
留
意
点
」
の
一
部
確
認
、「
投
票

所
・
開
票
所
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
策
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
紹
介
及
び
「
コ
ロ
ナ
禍
に
お

い
て
の
選
挙
啓
発
」
の
三
点
に
つ
い
て
記
載
し
た
い
。

特
例
郵
便
等
投
票
の
留
意
点
に
つ
い
て

　
こ
こ
で
は
、
国
に
よ
る
通
知
等
が
示
す
特
例
郵
便
等

投
票
の
留
意
点
の
中
で
、
市
町
村
選
挙
管
理
委
員
会
の

管
理
執
行
事
務
に
お
い
て
留
意
す
べ
き
で
あ
る
「
投
票

を
円
滑
に
行
う
た
め
の
選
挙
人
へ
の
周
知
等
の
措
置
」

及
び「
選
挙
人
名
簿
等
と
の
対
照
を
行
う
場
合
の
確
認
」

の
二
点
に
つ
い
て
整
理
し
た
い
。

〇
投
票
を
円
滑
に
行
う
た
め
の
選
挙
人
へ
の
周
知
等
の

措
置

　
特
例
郵
便
等
投
票
を
行
う
た
め
に
は
（
図
１
）
の

と
お
り
特
定
患
者
等
で
あ
る
選
挙
人
と
市
町
村
選
挙

管
理
委
員
会
と
の
間
で
、
投
票
用
紙
及
び
投
票
用
封

筒
等
の
受
渡
し
を
す
る
必
要
が
あ
り
、
投
票
を
円
滑

に
行
う
た
め
に
は
、
投
票
方
法
等
に
つ
い
て
、
選
挙

人
へ
の
周
知
等
の
措
置
が
必
要
と
な
る
た
め
、
次
に

示
す
内
容
に
留
意
し
た
い
。

　
　

・
特
例
郵
便
等
投
票
の
投
票
用
紙
及
び
投
票
用
封
筒
の

請
求
は
、
文
書
に
よ
る
必
要
が
あ
り
、
市
町
村
選
挙
管

理
委
員
会
は
、
請
求
書
の
様
式
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等

に
掲
載
し
、
特
定
患
者
等
選
挙
人
が
自
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
及
び
印
刷
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

・
請
求
書
又
は
投
票
用
紙
の
郵
送
は
料
金
受
取
人
払
の

方
法
に
よ
り
行
う
た
め
、
市
町
村
選
挙
管
理
委
員
会

に
つ
い
て
承
認
を
受
け
た
表
示
を
し
た
封
筒
に
よ
り
、

表
面
の
「
請
求
書
在
中
・
投
票
在
中
」
に
○
の
記
号

を
記
載
す
る
な
ど
し
て
郵
送
す
る
よ
う
周
知
す
る

（
図
２
）
。
ま
た
、
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示

の
日
の
一
定
期
間
前
か
ら
選
挙
の
期
日
前
四
日
ま
で

の
間
、
受
取
人
払
郵
便
物
の
表
示
の
様
式
を
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
等
に
掲
載
し
、
特
定
患
者
等
選
挙
人
が
自
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
及
び
印
刷
し
、
私
製
の
封
筒
に
貼
付

等
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
投

票
用
紙
等
の
発
送
の
際
に
当
該
封
筒
を
同
封
す
る
。

な
お
、
料
金
受
取
人
払
の
方
法
に
よ
る
場
合
は
、
受

取
人
で
あ
る
市
町
村
選
挙
管
理
委
員
会
が
、
あ
ら
か

選挙の管理執行における選挙の管理執行における
新型コロナウイルス感染症への対応について新型コロナウイルス感染症への対応について

市町村課主事（行政担当・徳島県選挙管理委員会事務局書記併任）　森　　　慎　吾
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用
意
が
必
要
で
あ
る
。

・
請
求
は
、
選
挙
の
期
日
前
四
日
ま
で
に
、
そ
の
登
録

さ
れ
て
い
る
選
挙
人
名
簿
又
は
在
外
選
挙
人
名
簿
の

属
す
る
市
町
村
選
挙
管
理
委
員
会
に
対
し
て
行
わ
れ

る
。
請
求
書
や
投
票
用
紙
の
記
載
（
封
筒
や
ケ
ー
ス

へ
の
封
入
等
を
含
む
。
）
に
当
た
っ
て
は
、
作
業
前

に
必
ず
手
指
衛
生
を
行
う
と
と
も
に
、
マ
ス
ク
や
清

潔
な
使
い
捨
て
手
袋
を
着
用
す
る
よ
う
、
そ
の
徹
底

を
周
知
す
る
。

・
患
者
が
請
求
書
等
を
郵
送
す
る
場
合
は
、
同
居
人
や

知
人
等
又
は
宿
泊
施
設
の
職
員
等
（
患
者
で
な
い

者
）
に
投
か
ん
を
依
頼
す
る
こ
と
と
な
る
。
や
む
を

得
ず
同
居
人
、
知
人
等
に
投
か
ん
を
依
頼
で
き
な
い

旨
の
相
談
が
あ
っ
た
と
き
は
、
必
要
な
援
助
に
つ
い

て
個
々
の
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
検
討
す
る
必
要
が

あ
る
。

〇
選
挙
人
名
簿
等
と
の
対
照
を
行
う
場
合
の
確
認

　
投
票
用
紙
等
の
交
付
を
行
う
場
合
は
、
選
挙
人
名

簿
等
と
の
対
照
を
行
い
、
請
求
者
が
選
挙
人
名
簿
又

は
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か

を
確
認
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
特
例
郵
便
等
投
票
に

関
し
て
は
、
加
え
て
選
挙
人
が
特
定
患
者
等
で
あ
る

こ
と
等
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
投
票
用
紙
の
請
求
に
当
た
っ
て
は
、
外
出
自
粛
要

請
又
は
隔
離
・
停
留
の
措
置
に
係
る
書
面
を
提
示

（
同
封
）
す
る
必
要
が
あ
り
、徳
島
県
内
に
お
い
て
は
、

現
在
、
当
該
書
面
は
感
染
症
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
就
業
制
限
の
通
知
に
係
る
書
面
（
就
業

制
限
通
知
書
）
に
よ
っ
て
運
用
さ
れ
て
い
る
。
就
業

制
限
通
知
書
を
受
け
た
者
は
、
自
宅
療
養
者
、
宿
泊

療
養
者
又
は
入
院
患
者
の
い
ず
れ
か
と
な
る
こ
と
か

ら
、
選
挙
人
が
入
院
患
者
で
あ
る
と
疑
わ
れ
る
場
合

に
は
、
個
別
に
特
定
患
者
等
に
該
当
す
る
か
ど
う
か

確
認
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
当
該
書
面
は
差

し
迫
っ
た
必
要
が
あ
る
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
特
定

患
者
等
に
交
付
さ
れ
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
。

【
確
認
す
る
内
容
】

・
市
町
村
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
長
は
、
提
示
さ
れ

た
就
業
制
限
通
知
書
に
よ
り
、
次
の
二
点
を
確
認
す
る
。

　
⑴ 

請
求
者
が
、
特
定
患
者
等
で
あ
る
こ
と
。

　
⑵ 

請
求
の
時
に
お
い
て
外
出
自
粛
要
請
等
期
間
が

選
挙
期
間
に
か
か
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

・
⑴
の
確
認
に
お
い
て
は
、
就
業
制
限
通
知
書
の
提
示

が
あ
っ
た
場
合
、
請
求
書
に
記
載
さ
れ
た
送
付
先
の

住
所
が
病
院
で
あ
る
な
ど
、
入
院
患
者
か
ら
の
請
求

で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
と
き
は
、
市
町
村
選
挙
管
理

じ
め
受
取
人
払
取
扱
郵
便
局
に
対
し
て
承
認
の
請
求

を
行
い
、
そ
の
承
認
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
。

・
市
町
村
選
挙
管
理
委
員
会
へ
の
請
求
書
の
郵
送
は
、

請
求
書
等
を
封
入
し
た
封
筒
を
、
可
能
な
限
り
フ
ァ

ス
ナ
ー
付
き
の
透
明
の
ケ
ー
ス
等
に
封
入
す
る
必
要

が
あ
る
た
め
、
特
定
患
者
等
選
挙
人
に
対
し
、
当
該

ケ
ー
ス
等
を
用
意
す
る
よ
う
周
知
す
る
。
選
挙
人
へ

の
投
票
用
紙
等
発
送
の
際
に
は
、
返
信
用
封
筒
と
と

も
に
当
該
ケ
ー
ス
等
を
同
封
し
発
送
す
る
た
め
、
市

町
村
選
挙
管
理
委
員
会
と
し
て
も
当
該
ケ
ー
ス
等
の

図２　料金受取人払の表示例

図１　特例郵便等投票手続きの概要図
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委
員
会
か
ら
保
健
所
等
へ
情
報
提
供
の
求
め
を
行
い
、

当
該
請
求
者
が
特
定
患
者
等
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。

・
⑵
の
確
認
に
お
い
て
は
、
提
示
さ
れ
た
就
業
制
限
通

知
書
に
終
期
が
明
記
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
形
式

的
に
当
該
期
間
が
選
挙
期
間
に
か
か
る
と
見
込
ま
れ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
、
退
院
基
準
の
み
が
記

載
さ
れ
て
お
り
、
終
期
の
記
載
が
な
い
場
合
は
、
当

該
退
院
基
準
に
照
ら
し
て
外
出
自
粛
要
請
等
期
間
が

選
挙
期
間
に
か
か
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

【
書
面
に
よ
る
確
認
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
の
対
応
】

・
次
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
市
町
村
選
挙
管
理
委
員
会

の
委
員
長
は
、
都
道
府
県
知
事
又
は
検
疫
所
長
に
対

し
、
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、

請
求
者
が
特
定
患
者
等
で
あ
る
旨
及
び
請
求
の
時
に

外
出
自
粛
要
請
等
期
間
が
選
挙
期
間
に
か
か
る
と
見

込
ま
れ
る
旨
の
確
認
を
行
う
。

　
⑴ 

請
求
者
に
お
い
て
、
書
面
の
提
示
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
特
別
の
事
情
が
あ
り
、
か
つ
、
そ
の

旨
を
理
由
を
付
し
て
申
し
出
た
場
合

　
⑵ 

特
定
患
者
等
選
挙
人
が
提
示
し
た
書
面
の
み
で

は
特
定
患
者
等
で
あ
る
こ
と
等
の
確
認
が
で
き
な

い
場
合

　
整
理
し
た
二
点
の
内
容
を
踏
ま
え
て
、
手
続
き
内
容

に
つ
い
て
は
、
総
務
省
・
厚
生
労
働
省
の
チ
ラ
シ
等
や

総
務
省
特
例
郵
便
等
投
票
制
度
周
知
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等

（
図
３
）
を
活
用
し
、
投
票
所
入
場
券
へ
の
記
載
な
ど
、

図３　総務省・厚生労働省のチラシ等
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特
定
患
者
等
選
挙
人
の
み
な
ら
ず
、
住
民
に
広
く
周
知

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
同
時
に
、
実
際
に
事
務
が
発

生
し
た
場
合
は
、
関
係
機
関
と
連
携
し
な
が
ら
、
確
実

な
選
挙
事
務
の
遂
行
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

投
票
所
・
開
票
所
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
対
策
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て

　
濃
厚
接
触
者
を
含
む
一
般
の
選
挙
人
に
つ

い
て
は
、
特
例
郵
便
等
投
票
の
対
象
と
さ
れ

て
お
ら
ず
、
投
票
所
等
に
お
い
て
従
来
ど
お

り
投
票
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
投
票
所

や
開
票
所
に
お
い
て
、
各
地
域
の
現
状
に
応

じ
て
、
適
切
な
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、
他
都
道

府
県
の
先
行
事
例
を
参
考
に
、
投
票
所
・
開

票
所
等
を
運
営
す
る
に
当
た
っ
て
の
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
基
本
的
な

指
針
を
参
考
と
し
て
示
す
「
投
票
所
・
開
票

所
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
策
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
作
成
し
て
い
る
。

　
当
該
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、（
図
４
）
の
目

次
に
示
す
と
お
り
、
投
票
所
・
開
票
所
に
お

い
て
留
意
す
べ
き
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
対
策
を
示
し
、
市
町
村
選
挙
管
理
委
員

会
事
務
局
に
対
し
送
付
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
投
票
所
・
開
票
所
を
運
営
す
る
各
市

町
村
に
お
い
て
、
総
務
省
自
治
行
政
局
選
挙

部
か
ら
発
出
さ
れ
て
い
る
各
通
知
内
容
と
併

せ
て
現
場
の
点
検
を
行
い
、
選
挙
人
の
安
全

確
保
に
努
め
て
い
る
。

コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
の
選
挙
啓
発
に
つ
い
て

　
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
選
挙
啓
発
に
努
め
る
こ
と
が

公
職
選
挙
法
で
も
定
め
ら
れ
て
お
り
、
有
権
者
に
対
し

て
政
治
意
識
の
高
揚
を
図
る
と
と
も
に
、
選
挙
制
度
や

投
票
日
等
選
挙
に
関
す
る
必
要
な
事
項
を
周
知
さ
せ
る

た
め
、
選
挙
啓
発
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
、
人
が
集
ま
る
場
所
で
の
選
挙

啓
発
に
制
限
が
生
じ
て
い
る
中
、
街
頭
イ
ベ
ン
ト
を
避

け
る
と
と
も
に
、
若
年
層
の
投
票
率
向
上
効
果
も
期
待

で
き
る
と
し
て
Ｓ
Ｎ
Ｓ
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ

ン
グ
サ
ー
ビ
ス
）
等
の
活
用
に
よ
る
情
報
発
信
の
事
例

が
こ
れ
ま
で
以
上
に
注
目
さ
れ
て
い
る
。

　
令
和
三
年
一
月
二
十
二
日
付
け
総
務
省
自
治
行
政
局

選
挙
部
管
理
課
事
務
連
絡
「
選
挙
の
管
理
執
行
に
お
け

る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
対
応
に
伴
う
選

挙
人
へ
の
情
報
提
供
に
つ
い
て
」
等
に
よ
り
、
参
考
と

な
る
事
例
の
共
有
が
行
わ
れ
、
投
票
所
等
に
お
い
て
実

施
し
て
い
る
感
染
防
止
対
策
の
内
容
の
周
知
や
投
票
所

等
の
混
雑
状
況
の
発
信
な
ど
、
積
極
的
な
情
報
提
供
に

努
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
情
報
発
信
の
事
例
は
、
令
和
三
年
七
月
十
六

日
に
開
催
し
た「
令
和
三
年
度
選
挙
啓
発
事
務
研
究
会
」

に
お
い
て
、
市
町
村
選
挙
管
理
委
員
会
の
担
当
者
が
Ｗ

Ｅ
Ｂ
会
議
の
方
法
に
て
一
同
に
集
ま
り
情
報
共
有
し
た

と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
も
、
県
及
び
市
町
村
選
挙
管
理

委
員
会
と
の
間
で
積
極
的
に
共
有
し
、
有
効
に
活
用
し

て
い
く
べ
き
手
法
で
あ
る
。

　
徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク

記
事
を
定
期
的
に
投
稿
す
る
こ
と
に
よ
り
、
普
段
は
選

挙
啓
発
イ
ベ
ン
ト
の
周
知
や
選
挙
の
豆
知
識
を
紹
介
し
、

選
挙
時
に
は
期
日
前
投
票
の
呼
び
か
け
や
投
票
日
の
周

知
等
を
実
施
し
て
い
る
の
で
、
確
認
い
た
だ
き
た
い
。

（
図
５
）

図４　感染症対策ガイドライン（抜粋）
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お
わ
り
に

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
対
す
る
様
々
な
対

応
に
よ
り
、
投
票
機
会
や
選
挙
人
の
安
全
が
確
保
さ
れ

る
こ
と
は
大
変
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
一
方
で
、
正

確
な
選
挙
の
執
行
に
加
え
て
感
染
症
対
策
に
も
取
り
組

む
必
要
が
あ
る
た
め
、
事
務
全
般
に
新
た
な
負
荷
が
生

じ
て
い
る
の
も
確
か
で
あ
る
。
各
選
挙
を
ミ
ス
な
く
無

事
に
乗
り
切
る
た
め
、
今
後
も
引
き
続
き
、
自
治
体
ご

と
の
連
携
や
ノ
ウ
ハ
ウ
の
共
有
を
行
っ
て
い
く
必
要
が

あ
る
と
考
え
る
。

図５　徳島県選挙管理委員会 Facebook
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１
．
は
じ
め
に

　
令
和
二
年
十
二
月
二
十
一
日
に
、「
令
和
三
年
度
税

制
改
正
の
大
綱
」
に
関
す
る
閣
議
決
定
が
な
さ
れ
、
前

文
に
は
、「
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
に
向
け
た
経
済
構
造
の
転

換
・
好
循
環
の
実
現
を
図
る
た
め
、
企
業
の
デ
ジ
タ
ル

ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
及
び
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー

ト
ラ
ル
に
向
け
た
投
資
を
促
進
す
る
措
置
の
創
設
。
加

え
て
、
家
計
の
暮
ら
し
と
民
需
を
下
支
え
す
る
た
め
、

固
定
資
産
税
の
評
価
替
え
へ
の
対
応
、
住
宅
ロ
ー
ン
控

除
の
特
例
の
延
長
等
を
行
う
。」
と
あ
る
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に
よ
る
テ
レ

ワ
ー
ク
の
推
進
、
世
界
的
な
環
境
問
題
へ
の
関
心
の
高

ま
り
等
に
よ
っ
て
、
メ
デ
ィ
ア
で
は
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン

ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
及
び
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル

に
つ
い
て
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、

我
々
の
日
常
生
活
と
密
接
に
関
わ
る
固
定
資
産
税
に
つ

い
て
説
明
を
し
て
い
く
。

２
．
固
定
資
産
税
の
税
収
額
に
つ
い
て

（
１
）　
全
国
の
現
状

　
ま
ず
、
固
定
資
産
税
は
、
固
定
資
産
（
土
地
、
家
屋
、

償
却
資
産
）
の
保
有
と
各
市
町
村
が
提
供
す
る
福
祉
や

消
防
と
い
っ
た
各
種
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
と
の
間
に
存
在

す
る
受
益
関
係
に
着
目
し
、
保
有
資
産
の
価
値
に
応
じ

て
、
毎
年
課
税
さ
れ
る
税
目
で
あ
る
。

　
全
国
に
お
け
る
市
町
村
税
の
税
収
額
の
う
ち
固
定
資

産
税
の
構
成
率
は
、
四
〇
・
二
％
、
住
民
税
の
構
成
率

は
四
六
・
九
％
（
図
表
１
）
と
な
っ
て
い
る
。
市
町
村

に
と
っ
て
は
、
固
定
資
産
税
と
住
民
税
に
お
け
る
税
収

が
全
体
の
約
八
割
強
を
占
め
て
い
る
こ
と
か
ら
「
基
幹

固定資産税制度と徳島県の現状について固定資産税制度と徳島県の現状について

市町村課主事（税政担当）　角　瀬　颯　汰

税
目
」
と
い
う
位
置
付
け
に
な
っ
て
い
る
。

　
次
に
、
基
幹
税
目
で
あ
る
固
定
資
産
税
と
住
民
税
の

違
い
に
つ
い
て
軽
く
触
れ
て
い
く
。
固
定
資
産
税
は
納

税
者
の
所
得
等
に
左
右
さ
れ
な
い
物
税
で
あ
る
た
め
、

景
気
変
動
の
影
響
を
受
け
に
く
い
税
目
で
あ
る
。
一
方

で
住
民
税
に
つ
い
て
は
、
納
税
者
の
担
税
力
に
応
じ
て

負
担
を
求
め
る
た
め
、
景
気
変
動
の
影
響
を
受
け
る
部

分
が
大
き
く
な
る
。
ま
た
、
固
定
資
産
税
の
納
税
義
務

者
が
登
記
簿
又
は
課
税
台
帳
に
所
有
者
と
し
て
登
録
さ

れ
て
い
る
者
で
あ
る
の
に
対
し
、
住
民
税
の
納
税
義
務

者
は
基
本
的
に
市
町
村
に
住
所
を
お
い
て
い
る
人
と
な

る
。こ
の
こ
と
か
ら
、過
疎
化
が
進
む
地
方
団
体
に
と
っ

て
は
相
対
的
に
住
民
税
の
比
率
が
低
く
、
固
定
資
産
税

の
比
率
は
高
い
と
い
う
図
式
に
な
る
と
い
う
傾
向
が
表

れ
て
い
る
。

     

（
２
）　
徳
島
県
に
お
け
る
現
状

　
本
県
の
全
二
十
四
市
町
村
の
税
収
額
（
令
和
元
年
度

決
算
額
）
は
、
一
、
〇
一
三
億
円
と
な
っ
て
お
り
、
そ

の
う
ち
、
固
定
資
産
税
の
税
収
額
は
四
七
五
億
円
と

な
っ
て
い
る
。（
図
表
２
）
ま
た
、
構
成
比
は
、
四
六
・

九
％
と
な
り
、
全
国
ベ
ー
ス
で
の
構
成
比
よ
り
も
高
く
、

税
源
と
し
て
の
ウ
エ
イ
ト
が
よ
り
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

　
固
定
資
産
税
は
徳
島
県
の
よ
う
な
大
企
業
や
人
口
が

少
な
い
地
方
団
体
に
と
っ
て
、
よ
り
重
要
な
税
源
と

な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

３
．
固
定
資
産
税
に
係
る

　
　

令
和
三
年
度
税
制
改
正
の
内
容

（
１
）　
土
地
の
負
担
調
整
措
置
に
つ
い
て

○
　
宅
地
等
及
び
農
地
の
負
担
調
整
措
置
に
つ
い
て
は
、
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令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
の
間
、
据
置
年

度
に
お
い
て
価
格
の
下
落
修
正
を
行
う
措
置
並
び
に

商
業
地
等
に
係
る
条
例
減
額
制
度
及
び
税
負
担
急
増

土
地
に
係
る
条
例
減
額
制
度
を
含
め
、
現
行
の
負
担

調
整
措
置
の
仕
組
み
を
継
続
す
る
。

○
　
そ
の
上
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ

り
社
会
経
済
活
動
や
国
民
生
活
全
般
を
取
り
巻
く
環

境
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
納
税
者
の

負
担
感
に
配
慮
す
る
観
点
か
ら
、
令
和
三
年
度
に
限

り
、
負
担
調
整
措
置
等
に
よ
り
税
額
が
増
加
す
る
土

地
に
つ
い
て
、
前
年
度
の
税
額
に
据
え
置
く
特
別
な

措
置
を
講
ず
る
。

　
※
都
市
計
画
税
も
同
様

○
　
税
負
担
の
公
平
性
や
市
町
村
の
基
幹
税
で
あ
る
固

定
資
産
税
の
充
実
確
保
の
観
点
か
ら
、
固
定
資
産
税

の
負
担
調
整
措
置
の
あ
り
方
に
つ
い
て
引
き
続
き
検

討
を
行
う
。

（
２
）　
令
和
三
年
度
税
制
改
正
の
ポ
イ
ン
ト

　
令
和
三
年
度
は
三
年
に
一
度
の
固
定
資
産
税
の
評
価

替
え
の
年
に
当
た
る
が
、
評
価
替
え
に
よ
っ
て
税
額
が

増
加
す
る
土
地
に
つ
い
て
は
、
令
和
三
年
度
に
限
り
、

令
和
二
年
度
の
税
額
に
据
え
置
く
特
別
な
措
置
が
講
じ

ら
れ
た
。

　
今
回
の
措
置
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
を
受
け
た
事
業
者
や
家
計
に
対
し
て
、
過
度
の
負

担
増
を
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
に
配
慮
し
、
地
域
経
済
の

下
支
え
を
図
る
も
の
で
あ
る
が
、
市
町
村
へ
の
影
響
と
し

て
は
、
市
町
村
税
収
が
減
収
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

  （
３
）　
固
定
資
産
税
の
評
価
替
え
に
つ
い
て

　
固
定
資
産
税
は
、「
適
正
な
時
価
」
を
課
税
標
準
と

し
て
課
税
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
償
却
資
産
に
つ
い
て

は
、
毎
年
度
評
価
を
行
っ
て
価
格
を
決
定
す
る
が
、
土

地
と
家
屋
に
つ
い
て
は
三
年
毎
に
評
価
額
を
見
直
す
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。

　
本
来
は
、
土
地
と
家
屋
に
つ
い
て
も
毎
年
評
価
の
見

直
し
を
行
い
、「
適
正
な
時
価
」
に
も
と
づ
き
課
税
を

行
う
こ
と
が
、
納
税
者
の
税
負
担
の
公
平
性
を
保
つ
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
、
膨
大
な
量
の
土
地
・
家
屋
を
毎

年
見
直
し
す
る
こ
と
は
、
事
実
上
不
可
能
で
あ
る
こ
と

や
、
事
務
の
簡
素
化
や
コ
ス
ト
の
最
小
化
の
観
点
か
ら
、

現
在
の
制
度
が
と
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
第
二
年

度
（
評
価
替
え
の
翌
年
度
）
及
び
第
三
年
度
（
評
価
替

え
の
翌
々
年
度
）
に
つ
い
て
は
、
基
準
年
度
（
評
価
替

え
年
度
）
の
価
格
を
そ
の
ま
ま
据
え
置
く
こ
と
に
な
る
。

 （
４
）　
下
落
修
正
措
置
に
つ
い
て

○
概
要

　
固
定
資
産
税
（
土
地
）
の
課
税
標
準
額
に
つ
い
て

は
、
基
準
年
度
の
価
格
を
三
年
間
据
え
置
く
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
下
落
修
正
措
置
が
あ
り
、
令

和
三
年
度
評
価
替
え
の
場
合
は
、
据
置
年
度
で
あ
る

令
和
四
年
度
又
は
令
和
五
年
度
に
地
価
が
下
落
し
、

か
つ
、
市
町
村
長
が
固
定
資
産
税
の
課
税
上
著
し
く

均
衡
を
失
す
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
基
準
年
度
の

価
格
に
修
正
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
措
置

は
、
評
価
替
え
毎
に
税
制
改
正
で
継
続
が
な
さ
れ
て

お
り
、
令
和
三
年
度
税
制
改
正
に
も
盛
り
込
ま
れ
て

い
る
。（
地
方
税
法
附
則
第
十
七
条
の
二
）。

○
修
正
率
を
適
応
す
る
単
位
　
　
　
　

　
①
市
街
地
宅
地
評
価
法
適
用
地
域

　
　
　
用
途
地
区
（
住
宅
地
区
、
商
業
地
区
、
工
業
地

区
等
）

　
②
そ
の
他
の
宅
地
評
価
法
適
用
地
域

　
　
　
状
況
類
似
地
区
（
道
路
状
況
、
家
屋
の
疎
密
度

等
状
況
が
類
似
す
る
地
域
）

　
　
※
地
価
の
下
落
状
況
等
に
応
じ
、
用
途
地
区
等
を

さ
ら
に
細
分
化
す
る
こ
と
が
可
能
。

○
地
価
下
落
の
把
握
方
法

　
都
道
府
県
地
価
調
査
（
毎
年
七
月
一
日
時
点
）
及

び
不
動
産
鑑
定
士
等
の
鑑
定
評
価
等
を
活
用
し
、
下

落
状
況
を
把
握
す
る
。

（
５
）　
徳
島
県
内
の
地
価
動
向
に
つ
い
て

　
高
松
国
税
局
が
令
和
三
年
七
月
一
日
に
公
表
し
た

「
四
国
四
県
の
相
続
税
路
線
価
（
※
）」
に
よ
る
と
、
本

県
に
お
け
る
標
準
宅
地
二
、
四
二
三
地
点
の
評
価
変
動

率
は
前
年
に
比
べ
平
均
一
・
三
％
減
と
な
り
、
二
十
六

年
連
続
の
下
落
、
下
げ
幅
は
前
年
よ
り
一
・
〇
ポ
イ
ン

ト
拡
大
し
、
四
国
四
県
の
中
で
最
大
で
あ
っ
た
。

　
県
内
に
お
け
る
路
線
価
の
最
高
地
点
は
十
五
年
連
続

「
徳
島
駅
前
広
場
」
で
、
前
年
と
比
べ
四
・
八
％
減
の

二
九
五
、〇
〇
〇
円
で
あ
っ
た
。

　
な
お
、
四
国
四
県
に
お
け
る
最
高
地
点
は
七
年
連
続

愛
媛
県
の
「
大
街
道
商
店
街
」
で
、
前
年
と
同
じ
く
六

六
〇
、
〇
〇
〇
円
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
全
国
に
お
け
る

路
線
価
の
平
均
変
動
率
は
、
前
年
と
比
べ
〇
・
五
％
減

で
あ
り
、
六
年
ぶ
り
の
下
落
と
な
っ
た
。
こ
の
原
因
と

し
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
イ
ン
バ
ウ
ン

ド
の
激
減
や
、
テ
ナ
ン
ト
オ
フ
ィ
ス
需
要
の
縮
小
が
大

き
く
影
響
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
今
後
の
地
価
動
向
に
つ
い
て
は
、
日
々
、
ワ
ク
チ
ン

接
種
が
着
々
と
進
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
コ
ロ

ナ
禍
の
収
束
が
見
通
せ
な
い
な
か
で
、
テ
レ
ワ
ー
ク
な

ど
の
行
動
変
容
の
影
響
を
見
極
め
る
必
要
が
あ
る
。
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（
※
）相
続
税
路
線
価
と
は
、
全
国
の
主
要
道
路
に
面
し

た
一
平
方
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
の
土
地
の
評
価
額
で

あ
り
、
基
準
日
は
一
月
一
日
。
国
土
交
通
省
が
公

表
す
る
公
示
地
価
の
八
割
が
目
安
で
あ
り
、
相
続

税
や
贈
与
税
の
算
定
基
準
と
な
る
。

４
．
固
定
資
産
税
に
係
る
新
型
コ
ロ
ナ

　
　

ウ
イ
ル
ス
経
済
対
策
に
つ
い
て

（
１
）　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
経
済
対
策
の
概
要

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
社
会
経
済
に
与
え

る
影
響
が
甚
大
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
、
感
染
症
及
び
そ

の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
措
置
の
影
響
に
よ
り
厳
し
い

状
況
に
置
か
れ
て
い
る
納
税
者
に
対
し
、
緊
急
に
必
要

な
税
制
上
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
。

　（２
）　
中
小
事
業
者
等
の
家
屋
及
び

償
却
資
産
に
対
す
る
課
税
標
準

の
特
例

○
措
置
内
容

　
厳
し
い
経
営
環
境
に
あ
る
中
小

企
業
に
対
し
て
、
令
和
三
年
度
課

税
の
一
年
分
に
限
り
、
償
却
資
産

及
び
事
業
用
家
屋
に
係
る
固
定
資

産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
課
税
標

準
を
ゼ
ロ
ま
た
は
一
／
二
と
す
る
。

　
こ
の
措
置
に
よ
る
減
収
額
に
つ

い
て
は
、全
額
国
費
で
補
填
さ
れ
る
。

（
３
）　
生
産
性
革
命
の
実
現
に
向
け
た
固
定
資
産
税
の

特
例
措
置
の
拡
充
・
延
長

○
措
置
内
容

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受
け
な

が
ら
も
、
新
規
に
設
備
投
資
を
行
う
中
小
企
業
等
を

支
援
す
る
観
点
か
ら
、
適
用
対
象
に
一
定
の
事
業
用

家
屋
及
び
構
築
物
を
加
え
る
。
ま
た
、
適
用
期
限
を

令
和
四
年
度
ま
で
の
二
年
間
に
限
り
延
長
す
る
。

　
今
回
の
拡
充
・
延
長
に
よ
る
減
収
額
に
つ
い
て
は
、

全
額
国
費
で
補
填
さ
れ
る
。

（
４
）　
そ
の
他

　
固
定
資
産
税
以
外
の
税
目
に
お
い
て
も
様
々
な
措
置

が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
参
考
と
し
て
い
く
つ
か
記
載

を
す
る
。
詳
細
は
、
参
考
文
献
に
記
載
の
総
務
省
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
て
確
認
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
・
徴
収
の
猶
予
制
度
の
特
例

　
・
自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税
環
境
性
能
割
の
臨
時
的

軽
減
の
延
長

　
・
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適
用
要
件
の
弾
力
化
に
係
る

個
人
住
民
税
に
お
け
る
対
応
　

　
・
耐
震
改
修
し
た
住
宅
に
係
る
不
動
産
取
得
税
の
特

例
措
置
の
適
用
要
件
の
弾
力
化
　
等

５
．
お
わ
り
に

　
本
稿
の
作
成
を
と
お
し
て
、
県
内
市
町
村
に
と
っ
て

固
定
資
産
税
が
ど
れ
ほ
ど
重
要
な
位
置
づ
け
な
の
か
を

再
認
識
で
き
た
。
税
収
額
の
比
率
に
お
い
て
固
定
資
産

税
が
大
き
く
な
る
現
象
は
、
少
子
高
齢
化
や
若
者
の
首

都
圏
へ
の
転
出
に
よ
る
働
き
手
の
減
少
が
原
因
で
あ
る

と
い
え
る
た
め
、
徳
島
県
の
み
な
ら
ず
全
国
の
地
方
団

体
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
首

都
圏
へ
の
一
極
集
中
が
問
題
視
さ
れ
テ
レ
ワ
ー
ク
が
推

進
さ
れ
て
い
る
今
、
地
方
へ
の
移
住
促
進
政
策
を
よ
り

進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
今
後
、
役
場
に
戻
っ
た
後
も
そ
の
こ
と
を
念
頭
に

日
々
の
業
務
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
う
。

 

参
考
文
献

・
令
和
三
年
度
版
要
説
固
定
資
産
税
　
ぎ
ょ
う
せ
い
発

行
・
令
和
三
年
度
固
定
資
産
税
関
係
資
料
集
　（
一
財
）

資
産
評
価
シ
ス
テ
ム
研
究
セ
ン
タ
ー

・
総
務
省
Ｈ
Ｐ    https://w

w
w

.soum
u.go.jp/m

enu_

kyotsuu/im
portant/kinkyu0

2
_0

0
0
3
9
9
.htm

l

・
財
務
省
Ｈ
Ｐ 

　http
s://w

w
w

.m
o
f.g

o
.jp

/ta
x
_

p
o
licy/tax_

re
fo

rm
/o

utline
/fy2

0
2
1
/0

3
taiko

u_

m
okuji.htm

令和２年２月～10月までの任意の３ヶ
月間の売上高の対前年同期比減少率

減免率

30％以上50％未満 1 ／ 2

50％以上減少 全額

対象地域
全国1,646自治体　　　　　　　　
　※導入促進基本計画の同意を受けた

市町村

対象設備

機械装置・器具備品などの償却資産
　※旧モデル比で生産性が年平均１％

以上向上するもの
事業用家屋
　※取得価格の合計額が300万円以上

の先端設備等とともに導入された
もの

構築物
　※旧モデル比で生産性が年平均１％

以上向上するもの

特例措置
固定資産税（通常、評価額の1.4％）
を投資後３年間ゼロ～ 1 ／ 2に軽減
　※軽減率は各自治体が条例で定める
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は
じ
め
に

　
昭
和
三
十
年
代
以
降
、
日
本
経
済
の
高
度
成
長
の
過

程
で
、
農
山
漁
村
を
中
心
と
す
る
地
方
の
人
口
が
急
激

に
大
都
市
に
流
出
し
た
結
果
、
地
方
に
お
い
て
一
定
の

生
活
水
準
や
地
域
社
会
の
基
礎
的
条
件
の
維
持
が
困
難

に
な
る
な
ど
深
刻
な
問
題
が
生
じ
た
。

　
こ
う
し
た
人
口
減
少
に
起
因
す
る
地
域
社
会
の
諸
問

題
に
対
処
す
る
た
め
、
昭
和
四
十
五
年
に
過
疎
地
域
対

策
緊
急
措
置
法
が
制
定
さ
れ
て
以
降
、
昭
和
五
十
五
年

に
は
過
疎
地
域
振
興
特
別
措
置
法
、
平
成
二
年
に
は
過

疎
地
域
活
性
化
特
別
措
置
法
、
平
成
十
二
年
に
は
過
疎

地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
が
制
定
さ
れ
た
。

　
平
成
二
十
一
年
度
末
が
期
限
と
な
っ
て
い
た
過
疎
地

域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
は
、
平
成
二
十
二
年
に
法
期

限
が
六
年
間
延
長
さ
れ
、
平
成
二
十
四
年
六
月
に
は
、

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
影
響
を
考
慮
し
、
さ
ら
に
五
年

間
延
長
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
本
法
律
は
、
法
期
限
が

令
和
二
年
度
ま
で
と
な
っ
て
い
た
。

　
そ
し
て
、
令
和
三
年
度
か
ら
過
疎
地
域
に
つ
い
て
、

総
合
的
か
つ
計
画
的
な
対
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要

な
特
別
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
地
域

の
持
続
的
発
展
を
支
援
し
、
も
っ
て
人
材
の
確
保
及
び

育
成
、
雇
用
機
会
の
拡
充
、
住
民
福
祉
の
向
上
、
地
域

格
差
の
是
正
並
び
に
美
し
く
風
格
あ
る
国
土
の
形
成
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、「
過
疎
地
域
の
持
続

的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」（
以
下
、「
新

法
」
と
い
う
。）
が
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
時
限
立
法
と
し
て
制
定
さ
れ
、
引
き
続
き
過
疎
対
策

が
実
施
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
。

新たな過疎法と過疎債について新たな過疎法と過疎債について

市町村課主事（企画財政担当）　樫　原　隼　大

　
本
稿
で
は
、
過
疎
地
域
へ
の
代
表
的
な
支
援
措
置
の

一
つ
で
あ
る
過
疎
対
策
事
業
債
（
以
下
「
過
疎
債
」
と

い
う
。）
を
中
心
に
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

過
疎
地
域
に
つ
い
て

　「
過
疎
地
域
」
と
は
、
新
法
に
お
い
て
、「
人
口
の
著
し

い
減
少
に
伴
っ
て
地
域
社
会
に
お
け
る
活
力
が
低
下
し
、

生
産
機
能
及
び
生
活
環
境
の
整
備
等
が
他
の
地
域
に
比
較

し
て
低
位
に
あ
る
地
域
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
具
体
的

に
は
、
新
法
で
定
め
る
特
定
の
期
間
の
人
口
や
財
政
力
の

要
件
に
該
当
す
る
市
町
村
の
区
域
を
指
す
。（
別
途
、
市
町

村
の
廃
置
分
合
等
が
あ
っ
た
場
合
の
特
例
が
あ
る
。）

　
令
和
三
年
四
月
一
日
時
点
の
徳
島
県
内
の
過
疎
地
域

（
特
定
市
町
村
の
区
域
を
含
む
。）
は
二
十
四
市
町
村
中
、

十
三
市
町
村
で
あ
り
、
そ
の
内
訳
と
し
て
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

・
新
法
第
二
条
第
一
項
及
び
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
過
疎
地
域
を
そ
の
区
域
と
す
る
市
町
村

（
全
部
過
疎
）

　
美
馬
市
、
三
好
市
、
勝
浦
町
、
上
勝
町
、
佐
那
河
内

村
、
神
山
町
、
那
賀
町
、
牟
岐
町
、
美
波
町
、
海
陽
町
、

つ
る
ぎ
町

・
新
法
第
三
条
第
一
項
も
し
く
は
第
二
項
又
は
第
四
十

一
条
第
二
項
も
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
過
疎

地
域
と
み
な
さ
れ
る
区
域
（
一
部
過
疎
）

　
吉
野
川
市
の
区
域
の
う
ち
旧
美
郷
村
の
区
域

・
新
法
附
則
第
四
条
か
ら
第
八
条
に
よ
る
経
過
措
置
区

域
（
特
定
市
町
村
の
区
域
）

　
東
み
よ
し
町
の
区
域
の
う
ち
旧
三
好
町
の
区
域
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市
町
村
計
画
の
策
定

　
新
法
施
行
に
伴
い
、
県
で
は
、
同
法
第
七
条
に
基
づ

き
、
本
県
の
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
対
策
の
大
綱
と
な

る
「
徳
島
県
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
方
針
」（
以
下
「
県

方
針
」
と
い
う
。）
を
策
定
し
た
。

　
県
方
針
で
は
、
過
疎
地
域
の
現
状
や
課
題
を
示
す
と

と
も
に
、
実
施
す
べ
き
施
策
な
ど
を
定
め
て
い
る
。

　
過
疎
地
域
の
各
市
町
村
は
、
こ
の
県
方
針
に
基
づ
き

「
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
市
町
村
計
画
」（
以
下
「
市

町
村
計
画
」
と
い
う
。）
を
策
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

市
町
村
計
画
に
は
持
続
的
発
展
に
関
す
る
目
標
等
を
定

め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
い
て
、
過
疎
対
策
を
総
合
的

か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
こ
と
と
な
り
、
市
町
村
計
画

を
策
定
す
る
こ
と
で
、
過
疎
債
の
発
行
が
可
能
と
な
る
。

　
市
町
村
計
画
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

主
な
事
項
（
新
法
よ
り
一
部
抜
粋
）

一
　
地
域
の
持
続
的
発
展
の
基
本
的
方
針
に
関
す
る
事
項

二
　
地
域
の
持
続
的
発
展
に
関
す
る
目
標

三
　
計
画
期
間

四
　
地
域
の
持
続
的
発
展
の
た
め
に
実
施
す
べ
き
施
策

に
関
す
る
事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
移
住
及
び
定
住
並
び
に
地
域
間
交
流
の
促
進
並

び
に
人
材
の
育
成
に
関
す
る
事
項

ロ
　
農
林
水
産
業
、
商
工
業
、
情
報
通
信
産
業
そ
の
他

の
産
業
の
振
興
及
び
観
光
の
開
発
に
関
す
る
事
項

ハ
　
地
域
に
お
け
る
情
報
化
に
関
す
る
事
項

ニ
　
交
通
施
設
の
整
備
及
び
住
民
の
日
常
的
な
移
動

の
た
め
の
交
通
手
段
の
確
保
に
関
す
る
事
項

ホ
　
生
活
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
項

ヘ
　
子
育
て
環
境
の
確
保
並
び
に
高
齢
者
等
の
保
健

及
び
福
祉
の
向
上
及
び
増
進
に
関
す
る
事
項

ト
　
医
療
の
確
保
に
関
す
る
事
項

チ
　
教
育
の
振
興
に
関
す
る
事
項

リ
　
集
落
の
整
備
に
関
す
る
事
項

ヌ
　
地
域
文
化
の
振
興
等
に
関
す
る
事
項

ル
　
地
域
に
お
け
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用

の
推
進
に
関
す
る
事
項

過
疎
債
の
内
容

１
　
過
疎
債
の
概
要

　
本
来
地
方
債
は
、
地
方
財
政
法
第
五
条
に
定
め
る
経

費
に
対
し
て
財
源
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る

が
、
過
疎
債
に
つ
い
て
は
、
新
法
に
基
づ
く
地
方
債
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
地
方
財
政
法
第
五
条
に
定
め
る
経
費

に
該
当
し
な
い
経
費
に
つ
い
て
も
、
充
て
る
こ
と
が
で

き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

２
　
ハ
ー
ド
分
、
ソ
フ
ト
分
（
基
金
含
む
）

　
過
疎
債
の
大

き
な
特
徴
と
し

て
、
ハ
ー
ド
分

と
ソ
フ
ト
分
の

二
種
類
が
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
に
お

い
て
対
象
事
業

等
が
明
確
に
区

分
さ
れ
て
い
る
。

ハ
ー
ド
分
と
は
、

他
の
事
業
債
と

同
様
に
、
道
路

や
河
川
、
学
校

と
い
っ
た
公

用
・
公
共
施
設

を
対
象
と
し
て

い
る
の
に
対
し
、

ソ
フ
ト
分
で
は
、

次
の
よ
う
な
事

業
を
対
象
と
し

て
い
る
。

（「徳島県過疎地域持続的発展方針〈前期方針〉」より）

（「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に関する説明会（R3.4.26
～ 28）」資料より）
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３
　
充
当
率
・
交
付
税
措
置
率

　
過
疎
地
域
は
比
較
的
財
政
力
が
脆
弱
で
あ
り
、
地
域

の
持
続
的
発
展
に
向
け
た
事
業
を
実
施
す
る
必
要
が
あ

る
こ
と
か
ら
充
当
率
、
交
付
税
措
置
率
は
他
の
地
方
債

メ
ニ
ュ
ー
に
比
し
て
高
く
設
定
さ
れ
て
い
る
。

　
充
当
率
は
原
則
一
〇
〇
％
（
公
営
企
業
会
計
分
は
五

〇
％
、
集
落
再
編
整
備
事
業
は
七
五
％
）

　
元
利
償
還
金
の
七
〇
％
が
普
通
交
付
税
の
基
準
財
政

需
要
額
に
算
入
さ
れ
る
。

４
　
資
金
区
分

・
ハ
ー
ド
分

　
財
政
融
資
資
金
及
び
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
資

金
・
ソ
フ
ト
分
（
基
金
積
立
及
び
基
金
積
立
併
用
型
を
除

く
）

　
原
則
、
財
政
融
資
資
金
及
び
地
方
公
共
団
体
金
融

機
構
資
金

・
ソ
フ
ト
分
（
基
金
積
立
及
び
基
金
積
立
併
用
型
） 

　
　
原
則
、
民
間
等
資
金

新
法
に
お
け
る
過
疎
債
の
見
直
し

ポ
イ
ン
ト
等

１
　
令
和
三
年
度
地
方
債
計
画
額 

　

　
五
、
〇
〇
〇
億
円
（
令
和
二
年
度
か
ら
三
○
○
億
円

増
加
）

２
　
対
象
事
業
の
見
直
し

【
ハ
ー
ド
分
】

・
簡
易
水
道
施
設
で
あ
っ
た
施
設
（
平
成
十
九
年
度
以

降
の
簡
易
水
道
事
業
統
合
に
よ
り
、
簡
易
水
道
施
設

で
な
く
な
っ
た
も
の
）

・
地
方
公
共
団
体
及
び
公
共

的
団
体
等
以
外
の
者
が
開

設
す
る
「
へ
き
地
医
療
拠

点
病
院
」
及
び
「
へ
き
地

医
療
診
療
所
」
に
対
す
る

補
助

【
ソ
フ
ト
分
】

　
ソ
フ
ト
分
の
対
象
経
費
は
、

「
将
来
に
わ
た
り
過
疎
地
域

の
持
続
的
発
展
に
資
す
る
事

業
」
で
あ
り
、
今
回
対
象
経

費
に
当
た
ら
な
い
経
費
の
項

目
と
し
て
、「
地
域
の
持
続

的
発
展
に
資
す
る
こ
と
な
く

効
果
が
一
過
性
で
あ
る
事
業

に
要
す
る
経
費
」
を
明
記
し

た
。お

わ
り
に

　
過
疎
地
域
の
振
興
を
図
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
約
五
十

年
間
に
わ
た
り
、
生
活
基
盤
整
備
の
ハ
ー
ド
事
業
並
び

に
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
ソ
フ
ト
事
業
を
実
施
し
て
き

た
。

　
こ
の
結
果
、
公
共
施
設
の
整
備
の
面
や
住
民
の
暮
ら

し
を
守
る
対
策
な
ど
で
一
定
の
成
果
が
あ
が
っ
て
い
る

が
、
依
然
と
し
て
都
市
部
と
の
格
差
が
存
在
し
て
い
る
。

　
そ
の
一
方
で
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
価
値
観
の
多
様

化
が
進
む
中
、
田
舎
暮
ら
し
に
あ
こ
が
れ
、
ス
ロ
ー
ラ

イ
フ
を
求
め
る
志
向
の
高
ま
り
が
み
ら
れ
る
と
と
も
に
、

コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
、
過
疎
地
域
は
密
集
の
リ
ス
ク
を

避
け
な
が
ら
ス
マ
ー
ト
ラ
イ
フ
を
実
践
で
き
る
場
と
し

て
、
そ
の
「
魅
力
や
価
値
」
が
再
認
識
さ
れ
て
お
り
、

都
市
部
を
離
れ
て
地
方
へ
の
移
住
に
関
心
を
も
つ
若
者

も
増
え
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
、
多
様
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
実
現
す

る
機
会
を
提
供
し
て
い
る
場
で
あ
る
過
疎
地
域
に
お
い

て
持
続
的
発
展
を
達
成
す
る
に
は
、
生
活
基
盤
整
備
は

も
と
よ
り
、
本
県
の
魅
力
で
あ
る
「
豊
か
な
自
然
」
を

は
じ
め
と
す
る
「
地
域
資
源
」
や
５
Ｇ
を
は
じ
め
と
す

る
未
来
技
術
な
ど
を
活
用
し
な
が
ら
、
地
域
の
実
情
に

応
じ
た
身
近
な
生
活
交
通
や
医
療
・
福
祉
の
確
保
、
集

落
の
維
持
・
活
性
化
及
び
地
域
人
材
の
確
保
な
ど
、
生

活
に
よ
り
密
着
し
た
対
策
を
、
県
や
市
町
村
、
地
域
住

民
、
民
間
企
業
等
が
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
む
必
要
が

あ
る
。
各
市
町
村
に
お
い
て
は
、
安
心
し
て
住
み
続
け

る
こ
と
が
で
き
る
地
域
づ
く
り
の
た
め
、
過
疎
債
を
は

じ
め
と
し
た
支
援
措
置
を
有
効
に
活
用
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
う
。

【
参
考
文
献
】

・
総
務
省
Ｈ
Ｐ

・
徳
島
県
Ｈ
Ｐ

（「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に関する説明会（R3.4.26 ～ 28）」資料より）
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は
じ
め
に

　
平
成
二
十
四
年
度
か
ら
、
協
議
制
度
の
基
本
は
維
持

し
つ
つ
、
地
域
の
自
主
性
・
自
立
性
を
高
め
る
た
め
、

地
方
債
協
議
制
度
を
一
部
見
直
し
、
財
政
状
況
に
つ
い

て
一
定
の
基
準
を
満
た
す
地
方
公
共
団
体
（
以
下
「
協

議
不
要
対
象
団
体
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て
は
、
原
則

と
し
て
、
民
間
資
金
債
の
起
債
に
係
る
大
臣
又
は
都
道

府
県
知
事
と
の
協
議
を
不
要
と
し
、
事
前
に

届
け
出
る
こ
と
で
起
債
が
で
き
る
事
前
届
出

制
が
導
入
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
平
成
二
十
八

年
度
か
ら
は
、
届
出
基
準
が
一
部
緩
和
さ
れ

る
と
と
も
に
、
公
的
資
金
債
の
一
部
（
特
別

転
貸
債
・
国
の
予
算
等
貸
付
金
債
）
に
事
前

届
出
制
が
導
入
さ
れ
た
。

　
本
稿
で
は
、
現
行
の
地
方
債
届
出
制
度
の

内
容
を
説
明
す
る
ほ
か
、
徳
島
県
に
お
け
る

制
度
の
活
用
状
況
に
つ
い
て
触
れ
て
い
く
。

　
な
お
、
本
稿
の
内
容
は
執
筆
時
点
（
令
和

三
年
九
月
末
日
）
の
、
主
に
「
市
町
村
分
」

に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
御
留
意
い
た

だ
き
た
い
。

地
方
債
の
起
債
手
続
き

　
地
方
公
共
団
体
が
地
方
債
を
発
行
す
る
と

き
は
、
原
則
と
し
て
、
都
道
府
県
及
び
指
定

都
市
に
あ
っ
て
は
総
務
大
臣
、
市
町
村
に

あ
っ
て
は
都
道
府
県
知
事
と
協
議
を
行
う
こ
と
が
必
要

と
さ
れ
て
い
る
。【
資
料
１
】

　
総
務
大
臣
ま
た
は
都
道
府
県
知
事
の
同
意
が
あ
る
場

合
に
は
、
元
利
償
還
金
が
地
方
財
政
計
画
の
歳
出
に
算

入
さ
れ
る
と
と
も
に
、
公
的
資
金
の
充
当
が
可
能
と
さ

れ
て
お
り
、
仮
に
同
意
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
地

方
公
共
団
体
は
議
会
に
報
告
す
れ
ば
地
方
債
を
発
行
で

き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

地方債届出制度について地方債届出制度について

市町村課主事（企画財政担当）　西　岡　　　諒

【資料１】（財務省、「地方債制度の概要：財務省」、https://www.mof.go.jp/

　　　　　policy/filp/summary/filp_local/tihousaiseidonogaiyou.htm）
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三
五
〇
％
未
満
で
あ
る
こ
と

　
た
だ
し
、
協
議
不
要
対
象
団
体
で
あ
っ
て
も
、
資
金

の
不
足
額
が
あ
る
公
営
企
業
に
係
る
届
出
制
度
対
象
事

業
債
を
発
行
す
る
場
合
は
、
協
議
を
行
う
こ
と
が
必
要

と
さ
れ
て
い
る
。

届
出
手
続

  

届
出
手
続
に
お
い
て
は
、
地
方
債
に
関
す
る
省
令
に

定
め
る
様
式
第
二
号
及
び
第
四
号
に
よ
り
、
都
道
府
県

及
び
指
定
都
市
に
あ
っ
て
は
総
務
大
臣
に
、
市
町
村
に

あ
っ
て
は
都
道
府
県
知
事
に
届
出
が
行
わ
れ
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
。

　
届
出
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
は
、
市
町
村
分
の
地

方
債
に
係
る
届
出
地
方
債
一
覧
表
に
、
当
該
地
方
債
が

「
協
議
を
受
け
た
な
ら
ば
同
意
を
す
る
こ
と
と
な
る
」

と
認
め
ら
れ
る
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
意
見
を
付

し
、
総
務
大
臣
に
報
告
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

　
な
お
、
都
道
府
県
知
事
等
は
、
都
道
府
県
及
び
指
定

都
市
の
一
般
補
助
施
設
整
備
等
事
業
債
の
う
ち
特
別
転

貸
債
分
に
係
る
届
出
に
当
た
っ
て
は
、
同
時
に
財
務
事

務
所
（
財
務
局
）
に
対
し
て
起
債
届
出
書
の
写
し
を
送

付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
都
道
府
県
知
事
は
、
市
町
村
の
一
般
補
助
施

設
整
備
等
事
業
債
の
う
ち
特
別
転
貸
債
分
に
係
る
総
務

大
臣
へ
の
報
告
に
当
た
っ
て
は
、
同
時
に
財
務
事
務
所

（
財
務
局
）
に
対
し
て
届
出
地
方
債
一
覧
表
の
写
し
を

送
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

　
た
だ
し
、
地
方
財
政
の
健
全
性
等
の
観
点
か
ら
、
財

政
状
況
が
悪
化
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
が
地
方
債
を

起
債
す
る
と
き
は
、
総
務
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
の

許
可
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
総
務
大
臣
は
同
意
又
は
許
可
を
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
と
協
議
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
。

地
方
債
届
出
制
度　
　
　
　

  

協
議
不
要
対
象
団
体
が
届
出
制
度
対
象
事
業
債
を
発

行
す
る
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
協
議
を
不
要
と
し
、

事
前
届
出
で
足
り
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
届
出
が
さ

れ
た
地
方
債
の
う
ち
、「
協
議
を
受
け
た
な
ら
ば
同
意

を
す
る
こ
と
と
な
る
」
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
、
そ
の

元
利
償
還
金
が
地
方
財
政
計
画
に
算
入
さ
れ
る
と
と
も

に
、
そ
の
予
定
額
が
地
方
債
計
画
に
計
上
さ
れ
る
。

　
な
お
、
前
述
の
と
お
り
、
平
成
二
十
八
年
度
か
ら
、

公
的
資
金
を
充
当
す
る
地
方
債
の
う
ち
特
別
転
貸
債
及

び
国
の
予
算
等
貸
付
金
債
に
つ
い
て
、
新
た
に
届
出
制

度
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
協
議
不
要
対
象
団
体
の
要
件
は
次
の
と
お
り

と
な
っ
て
い
る
。

①
　
実
質
公
債
費
比
率
が
一
八
％
未
満
で
あ
る
こ
と

②
　
実
質
赤
字
額
が
〇
で
あ
る
こ
と

③
　
連
結
実
質
赤
字
比
率
が
〇
で
あ
る
こ
と

④
　
将
来
負
担
比
率
が
都
道
府
県
及
び
政
令
指
定
都
市

に
あ
っ
て
は
四
〇
〇
％
未
満
、
市
町
村
に
あ
っ
て
は

届
出
制
度
の
メ
リ
ッ
ト

　
届
出
制
度
に
お
け
る
実
務
面
で
の
メ
リ
ッ
ト
は
大
き

く
二
点
あ
る
。

①
　
地
方
債
発
行
の
自
由
度
の
拡
大

　
協
議
不
要
対
象
団
体
は
、
適
正
な
手
続
き
で
届
出
を

提
出
す
れ
ば
、
最
短
で
一
ヵ
月
程
度
で
借
入
可
能
と
な

り
、
国
等
と
の
協
議
・
同
意
を
待
つ
こ
と
な
く
直
ち
に

地
方
債
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
長
期

金
利
が
低
い
と
き
を
狙
っ
て
借
入
を
実
行
す
る
等
、
金

利
状
況
を
含
め
た
市
場
動
向
に
応
じ
て
機
動
的
な
資
金

調
達
が
可
能
と
な
る
。

　
ま
た
、
金
利
変
動
リ
ス
ク
を
軽
減
す
る
た
め
、
年
度

を
通
じ
て
毎
月
の
地
方
債
の
発
行
量
の
平
準
化
が
行
い

や
す
く
な
る
。

②
　
事
務
手
続
き
の
負
担
軽
減

　
現
行
制
度
の
下
で
は
、
国
や
都
道
府
県
と
の
間
で
、

起
債
計
画
書
や
起
債
協
議
等
一
覧
表
の
提
出
、
資
金
区

分
調
整
、
起
債
協
議
等
の
手
続
き
を
段
階
的
に
行
っ
て

い
る
が
、
協
議
不
要
対
象
団
体
に
な
る
と
事
前
届
出
の

み
で
足
り
る
こ
と
か
ら
、
事
務
手
続
き
の
負
担
軽
減
が

期
待
で
き
る
。

　

県
内
の
届
出
制
度
活
用
状
況

　
本
県
二
十
四
市
町
村
が
協
議
不
要
対
象
団
体
の
要
件

を
満
た
す
か
ど
う
か
、
令
和
二
年
度
市
町
村
決
算
（
令

和
三
年
八
月
末
現
在
の
集
計
状
況
の
速
報
）
で
確
認
す
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る
と
、
す
べ
て
の
団
体
に
お
い
て
要
件
を
満
た
す
こ
と

が
わ
か
っ
た
。【
資
料
２
】

　
な
お
、
令
和
二
年
度
に
お
い
て
徳
島
県
内
で
届
出
を

行
っ
た
団
体
は
一
団
体
（
三
事
業
）
だ
っ
た
。

お
わ
り
に　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
公
的
資
金
や
民
間
資
金
の
借
入
が
混
在
す
る
中
で
は
、

こ
れ
ま
で
の
協
議
事
務
に
届
出
事
務
が
入
り
交
じ
り
、

か
え
っ
て
事
務
が
煩
雑
化
す
る
等
の
懸
念
も
あ
る
。

　
ま
た
、
対
象
事
業
費
の
執
行
前
に
届
出
制
度
を
活
用

し
て
借
入
す
る
場
合
に
は
、
年
度
内
に
事
業
費
の
執
行

が
確
実
な
も
の
の
み
借
入
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
届

出
か
ら
借
入
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
つ
い
て
も
注
意
が
必
要

と
な
る
。

　
し
か
し
、
協
議
よ
り
も
届
出
の
ほ
う
が
事
務
の
簡
略

化
に
加
え
、
よ
り
機
動
的
な
資
金
調
達
が
可
能
と
な
る

こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
各
団
体
に
お
い
て
は
、

届
出
制
度
を
う
ま
く
活
用
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
考
え

る
。

【資料２】（総務省、「令和２年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率の概要（速報）」、

　　　　　https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei07_02000308.html

　　　　　※徳島県関係分を抜粋
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は
じ
め
に

　
地
方
公
共
団
体
が
経
営
す
る
企
業
（
以
下
、「
公
営

企
業
」
と
い
う
。）
を
取
り
巻
く
経
営
環
境
は
、
急
速

な
人
口
減
少
等
に
伴
う
サ
ー
ビ
ス
需
要
及
び
料
金
収
入

の
減
少
や
、
施
設
等
の
老
朽
化
に
伴
う
更
新
需
要
の
増

大
等
に
よ
り
、
厳
し
さ
を
増
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

状
況
を
踏
ま
え
、
経
営
基
盤
強
化
と
財
政
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
の
向
上
の
た
め
、
総
務
省
は
公
営
企
業
会
計
の
適
用

を
各
地
方
公
共
団
体
に
要
請
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
く
に
下
水
道
事
業
及
び
簡
易
水
道
事
業
は
「
重
点
事

業
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
令
和
五
年
度
ま
で
に
公
営
企

業
会
計
へ
移
行
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
重
点

事
業
以
外
の
事
業
に
つ
い
て
も
、
令
和
五
年
度
ま
で
に

で
き
る
限
り
移
行
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

　
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
要
請
を
踏
ま
え
、
公
営
企
業

会
計
の
特
徴
や
そ
の
意
義
等
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

公
営
企
業
会
計
の
特
徴
に
つ
い
て

　
公
営
企
業
の
会
計
方
式
は
企
業
会
計
方
式
に
よ
っ
て

お
り
、
一
般
会
計
等
で
採
用
さ
れ
て
い
る
官
庁
会
計
に

は
見
ら
れ
な
い
多
く
の
特
徴
が
あ
る
。
ま
ず
は
官
庁
会

計
と
の
主
な
違
い
に
つ
い
て
整
理
す
る
。

（
１
）　
発
生
主
義
　
官
庁
会
計
で
は
現
金
の
収
入
及
び

支
出
の
事
実
に
基
づ
き
経
理
記
帳
さ
れ
る
「
現
金

主
義
会
計
」
を
と
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
公
営
企

業
会
計
で
は
現
金
の
収
支
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、

資
産
の
移
動
や
収
益
・
費
用
の
発
生
事
実
に
基
づ

公営企業会計の適用について公営企業会計の適用について

市町村課主事（企画財政担当）　岡　本　千　秋

き
、
そ
の
都
度
記
録
す
る
「
発
生
主
義
会
計
」
を

と
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
物
品
を
購
入
し
た
場
合
、

官
庁
会
計
で
は
現
金
を
支
払
っ
た
時
点
に
お
い
て

支
出
と
し
て
会
計
記
録
さ
れ
る
が
、
公
営
企
業
会

計
で
は
現
金
の
支
払
い
が
な
く
て
も
、
そ
の
債
務

が
発
生
し
た
時
点
、
つ
ま
り
物
品
の
納
品
の
検
収

を
お
こ
な
っ
た
時
点
で
費
用
と
し
て
記
帳
さ
れ
る
。

発
生
主
義
に
よ
り
会
計
処
理
を
す
る
こ
と
で
、
当

該
年
度
の
取
引
は
全
て
記
録
で
き
た
こ
と
に
な
る

た
め
、
官
庁
会
計
の
よ
う
に
出
納
整
理
期
間
は
設

け
な
い
。

（
２
）　
複
式
簿
記
　
通
常
の
経
済
活
動
で
は
経
済
価
値

が
相
互
に
交
換
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
成
立
し
て
お

り
、「
あ
る
経
済
価
値
の
増
加
は
他
の
経
済
価
値

の
減
少
を
も
た
ら
す
」
と
い
う
二
面
性
を
も
っ
て

い
る
。
例
え
ば
、
現
金
一
〇
万
円
で
物
品
を
購
入

し
た
場
合
、
所
有
す
る
現
金
が
一
〇
万
円
減
少
す

る
代
わ
り
に
、
物
品
と
い
う
資
産
が
増
加
す
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
二
つ
の
側
面
を
両
方
捉
え
、
全

て
の
経
済
価
値
の
変
動
を
記
録
す
る
の
が
「
複
式

簿
記
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
官
庁
会
計
で
は
、

現
金
等
の
変
動
の
一
面
の
み
を
記
録
す
る
「
単
式

簿
記
」
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）　
期
間
損
益
算
・
費
用
配
分
　
官
庁
会
計
で
は
現

金
主
義
を
と
る
結
果
、
当
該
年
度
の
現
金
支
出
は

全
て
当
該
年
度
の
費
用
と
な
る
一
方
で
、
公
営
企

業
会
計
で
は
現
金
の
支
出
が
あ
っ
て
も
そ
の
全
て

が
当
該
年
度
の
費
用
と
は
な
ら
な
い
。
そ
の
年
度

の
収
益
の
獲
得
に
役
立
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
部
分
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だ
け
が
そ
の
年
度
の
費
用
と
し
て
認
め
ら
れ
、
翌

年
度
以
降
の
収
益
に
見
合
う
部
分
は
資
産
と
し
て

繰
り
延
べ
、
翌
年
度
以
降
に
順
次
費
用
化
し
て
い

く
。

（
４
）　
資
産
、
負
債
及
び
資
本
の
観
念
　
官
庁
会
計
で

は
、
資
産
、
負
債
、
資
本
と
い
う
観
念
が
な
い
。

財
産
、
物
品
、
現
金
と
い
う
資
産
の
類
似
観
念
や
、

消
極
財
産
と
い
う
負
債
の
類
似
観
念
は
あ
る
も
の

の
、
こ
れ
ら
は
全
く
別
個
に
会
計
処
理
さ
れ
て
い

る
。
一
方
で
、
公
営
企
業
会
計
で
は
「
資
産

－

負

債
＝
資
本
」
と
い
う
算
式
が
常
に
成
り
立
っ
て
お

り
、
お
互
い
が
関
連
を
も
っ
て
会
計
処
理
さ
れ
て

い
る
。

（
５
）　
財
務
諸
表
の
作
成
　
公
営
企
業
会
計
で
は
、
一

会
計
期
間
に
お
け
る
経
営
成
績
（
利
益
や
損
失
の

額
、費
用
と
収
益
の
状
況
）を
表
す「
損
益
計
算
書
」

や
、
あ
る
期
日
に
お
け
る
財
政
状
態
（
資
産
、
負

債
、
資
本
の
額
）
を
表
す
「
貸
借
対
照
表
」、
一

事
業
年
度
の
資
金
収
支
の
状
況
を
業
務
活
動
、
投

資
活
動
、財
務
活
動
ご
と
に
表
す
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・

フ
ロ
ー
計
算
書
」
と
い
っ
た
財
務
諸
表
を
作
成
す

る
必
要
が
あ
る
。

（
６
）　
弾
力
的
な
予
算
　
一
般
会
計
等
で
は
、
予
算
に

計
上
さ
れ
な
い
経
費
の
支
出
を
行
う
こ
と
や
予
算

に
計
上
さ
れ
た
額
を
超
え
て
支
出
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
（
自
治
法
第
二
百
十
条
）、
公
営
企
業

会
計
の
場
合
、
企
業
経
営
を
経
済
情
勢
に
応
じ
て

能
率
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
業
務
量
の

増
加
に
伴
い
収
益
が
増
加
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

当
該
業
務
に
直
接
必
要
な
経
費
に
限
り
、
予
算
超

過
の
支
出
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
官
庁
会
計
で

行
っ
て
い
る
公
営
企
業
も
、
職
員
の
給
料
を
除
い

て
予
算
の
弾
力
条
項
の
定
め
が

あ
る
が
（
自
治
法
第
二
百
十
八

条
第
四
項
、
自
治
令
第
百
四
十

九
条
）、
地
方
公
営
企
業
法
を

適
用
し
た
場
合
は
、
経
費
の
制

限
は
な
い
た
め
、
よ
り
能
率
的

な
経
営
が
可
能
に
な
る
。

公
営
企
業
会
計
適
用
の

意
義

　
冒
頭
で
述
べ
た
と
お
り
、
近
年
の

人
口
減
少
等
に
伴
う
サ
ー
ビ
ス
需
要

や
料
金
収
入
の
減
少
、
高
度
経
済

成
長
期
に
集
中
的
に
整
備
さ
れ
た
施

設
・
設
備
の
老
朽
化
に
伴
う
更
新
投

資
の
増
大
な
ど
、
公
営
企
業
を
取
り

巻
く
経
営
環
境
は
厳
し
さ
を
増
し
つ

つ
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お

い
て
も
住
民
生
活
に
必
要
な
サ
ー
ビ

ス
を
安
定
的
に
提
供
す
る
た
め
に
、

中
長
期
的
な
視
点
に
立
っ
た
経
営
基

盤
の
強
化
や
財
務
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の

向
上
と
い
っ
た
経
営
改
革
の
必
要
性

が
高
ま
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
取
り
組
み
に
は
、
資
産

お
よ
び
コ
ス
ト
を
含
む
全
体
の
経
営
状
況
を
比
較
可
能

な
形
で
把
握
し
た
上
で
、
将
来
に
向
け
て
の
経
営
の
見

通
し
を
立
て
て
い
く
こ
と
が
有
効
で
あ
り
、
公
営
企
業（総務省自治財政局作成）
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会
計
を
適
用
し
、
そ
れ
に
基
づ
く
経
営
分
析
を
通
じ
て

適
切
な
判
断
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　
公
営
企
業
会
計
で
は
、
発
生
主
義
を
導
入
し
、
民
間

企
業
と
同
様
の
精
度
の
高
い
財
務
諸
表
を
作
成
す
る
こ

と
で
、
経
営
状
況
や
資
産
等
を
よ
り
正
確
に
把
握
す
る

こ
と
が
可
能
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
持
続
可
能
な
ス

ト
ッ
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
推
進
や
、
適
切
な
原
価
計
算

に
基
づ
く
料
金
水
準
の
設
定
が
可
能
に
な
る
だ
け
で
は

な
く
、
他
の
類
似
の
公
営
企
業
や
民
間
企
業
と
の
比
較

が
可
能
と
な
り
、
経
営
成
績
や
財
政
状
態
を
よ
り
正
確

に
評
価
・
判
断
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
比
較
だ
け
で
は

な
く
、
広
域
化
や
民
間
活
用
と
い
っ
た
抜
本
的
な
改
革

の
推
進
に
あ
た
っ
て
も
、
公
営
企
業
会
計
に
基
づ
く
財

務
情
報
を
関
係
者
間
で
共
有
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
官
庁
会
計
と
は
異
な
り
予
算
を
超
え
る
弾
力

的
な
支
出
が
可
能
に
な
る
こ
と
で
、
住
民
ニ
ー
ズ
へ
の

迅
速
な
対
応
や
経
営
の
効
率
化
、
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と

い
っ
た
効
果
や
、
わ
か
り
や
す
い
会
計
の
採
用
に
よ
り
、

開
示
情
報
の
充
実
が
な
さ
れ
る
こ
と
で
、
住
民
や
議
会

の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
向
上
も
期
待
で
き
る
。
加
え
て
、
企

業
会
計
的
な
財
務
処
理
の
知
識
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
も
っ
た

有
為
な
人
材
が
育
成
さ
れ
、
損
益
を
正
確
に
認
識
し
資

産
と
負
債
の
最
適
化
を
意
識
す
る
こ
と
で
、
最
小
の
経

費
で
最
大
の
効
果
を
発
揮
す
る
、
経
営
マ
イ
ン
ド
を

持
っ
た
人
材
が
養
成
さ
れ
る
と
い
っ
た
効
果
も
見
込
ま

れ
て
い
る
。

公
営
企
業
会
計
の
適
用
の
更
な
る

推
進
に
つ
い
て

　
総
務
省
は
「
公
営
企
業
会
計
の
適
用
の
推
進
に
つ
い

て
」（
平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
七
日
付
け
総
務
大
臣

通
知
）
に
よ
り
、
平
成
二
十
七
年
度
か
ら
平
成
三
十
一

年
度
ま
で
の
五
年
間
を
「
集
中
取
組
期
間
」
と
位
置
づ

け
る
と
と
も
に
、
下
水
道
事
業
及
び
簡
易
水
道
事
業

を
「
重
点
事
業
」
と
し
、
集
中
取
組
期
間
内
に
公
営
企

業
会
計
へ
移
行
す
る
こ
と
を
要
請
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

人
口
三
万
人
以
上
の
団
体
の
重
点
事
業
に
つ
い
て
は
、

取
組
に
大
幅
な
進
捗
が
見
ら
れ
、
本
県
に
お
い
て
も
対

象
事
業
の
全
て
が
公
営
企
業
会
計
へ
の
移
行
を
完
了
さ

せ
た
。
一
方
で
、
人
口
三
万
人
未
満
の
団
体
に
つ
い
て

は
取
組
に
差
異
が
見
ら
れ
、
一
層
の
取
組
が
求
め
ら
れ

る
状
況
で
あ
っ
た
。

  
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
総
務
省
は
「
公
営
企

業
会
計
の
適
用
の
更
な
る
推
進
に
つ
い
て
」（
平
成
三

十
一
年
一
月
二
十
五
日
付
け
総
務
大
臣
通
知
）
に
よ

り
、
公
営
企
業
会
計
適
用
拡
大
に
向
け
た
新
た
な
ロ
ー

ド
マ
ッ
プ
を
示
し
た
。「
集
中
取
組
期
間
」に
引
き
続
き
、

令
和
元
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
を
「
拡
大
集
中
取

組
期
間
」
と
位
置
づ
け
、
次
の
と
お
り
公
営
企
業
会
計

の
適
用
に
取
り
組
む
よ
う
各
地
方
公
共
団
体
に
要
請
し

て
い
る
。

・
人
口
三
万
人
以
上
の
団
体
に
つ
い
て
は
、
下
水
道
事

業
の
う
ち
公
共
下
水
道
及
び
流
域
下
水
道
並
び
に
簡

易
水
道
事
業
に
つ
い
て
、
集
中
取
組
期
間
内
に
移
行

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
集
落
排
水
及
び
合
併
浄

化
槽
に
つ
い
て
も
、
遅
く
と
も
拡
大
集
中
取
組
期
間

内
に
移
行
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

・
人
口
三
万
人
未
満
の
団
体
に
つ
い
て
は
、
重
点
事
業

に
つ
い
て
遅
く
と
も
拡
大
集
中
取
組
期
間
内
に
移
行

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

・
重
点
事
業
以
外
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
公
営
企
業
と

し
て
継
続
的
に
経
営
を
行
っ
て
い
く
以
上
は
原
則
と

し
て
公
営
企
業
会
計
の
適
用
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
拡
大
集
中
取
組
期
間
内
に
で
き
る
限
り
移
行
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
特
に
、
資
産
規
模
が
大
き

く
、
多
額
の
更
新
投
資
を
要
す
る
事
業
に
つ
い
て
は
、

積
極
的
に
移
行
を
検
討
す
る
こ
と
。

　
以
上
が
総
務
省
か
ら
の
要
請
で
あ
る
が
、
地
方
公
共

団
体
の
事
務
負
担
や
経
費
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
、

総
務
省
は
「
地
方
公
営
企
業
法
適
用
に
関
す
る
マ
ニ
ュ

ア
ル
」
の
改
訂
や
先
進
事
例
の
紹
介
、
所
要
経
費
に
対

す
る
地
方
財
政
措
置
の
拡
充
と
い
っ
た
支
援
を
実
施
し

て
い
る
。
令
和
三
年
度
か
ら
は
、
総
務
省
と
地
方
公
共

団
体
金
融
機
構
の
共
同
事
業
と
し
て
、
公
営
企
業
会
計

の
適
用
に
係
る
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
派
遣
す
る
「
経
営
・

財
務
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
強
化
事
業
」
が
新
し
く
創
設
さ
れ

た
。
な
お
、
本
県
に
お
い
て
も
毎
年
、
公
認
会
計
士
の

方
を
講
師
に
お
招
き
し
公
営
企
業
会
計
適
用
に
関
す
る

研
修
を
実
施
し
て
お
り
、
積
極
的
に
活
用
し
て
い
た
だ

き
た
い
。

 

お
わ
り
に

　
公
営
企
業
の
将
来
に
わ
た
る
安
定
的
な
経
営
の
継
続
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の
た
め
、
経
営
や
資
産
の
状
況
の
「
見
え
る
化
」
に
よ

る
経
営
基
盤
の
強
化
が
必
要
で
あ
る
。
公
営
企
業
会
計

の
適
用
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
情
報
を
適
切
に
活
用
し
、

そ
の
情
報
に
基
づ
い
た
経
営
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
、

経
営
基
盤
強
化
の
一
助
と
な
り
得
る
と
考
え
て
い
る
。

　
各
団
体
に
お
い
て
は
、
公
営
企
業
会
計
適
用
の
必
要

性
を
十
分
に
認
識
し
た
う
え
で
、
早
期
に
適
用
を
推
進

し
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。    

参
考
資
料

地
方
公
営
企
業
法
の
適
用
に
関
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル

（
平
成
三
十
一
年
三
月
改
訂
版
）（
総
務
省
自
治
財
政

局
）

（総務省自治財政局作成）

（総務省自治財政局作成）
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は
じ
め
に

　
学
校
教
育
や
福
祉
・
衛
生
、
警
察
・
消
防
、
道
路
や

河
川
等
の
社
会
基
盤
の
整
備
を
始
め
と
し
た
国
民
生
活

に
密
接
に
関
連
す
る
行
政
は
、
そ
の
多
く
が
地
方
公
共

団
体
の
手
で
実
施
さ
れ
て
お
り
、
地
方
財
政
は
国
の
財

政
と
並
ぶ
車
の
両
輪
と
し
て
、
極
め
て
重
要
な
地
位
を

占
め
て
い
る
。

　
地
方
公
共
団
体
は
、
今
後
、
人
口
減
少
や
少
子
高
齢

化
な
ど
の
影
響
に
よ
る
財
政
負
担
を
伴
う
様
々
な
行
政

課
題
に
直
面
す
る
と
予
想
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
対

す
る
備
え
の
一
つ
と
し
て
、「
基
金
の
積
立
」
が
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、「
基
金
」
の
概
要
や
、
現
状
に
つ
い
て

触
れ
て
い
き
た
い
。

　

基
金
の
分
類
と
特
徴

　
将
来
の
財
政
需
要
に
備
え
、
財
源
を
あ
ら
か
じ
め
確

保
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
健
全
な
財
政
運
営
に
資
す
る

た
め
、
地
方
公
共
団
体
が
積
み
立
て
て
い
る
の
が
基
金

で
あ
る
。

　
地
方
公
共
団
体
の
基
金
に
つ
い
て
は
、一
般
的
に「
積

立
基
金
」
と
「
運
用
基
金
」
の
二
種
類
に
大
別
さ
れ
る
。

　「
運
用
基
金
」
は
、
公
共
用
地
の
取
得
・
造
成
な
ど
、

特
定
の
事
業
等
を
運
営
す
る
た
め
に
一
定
額
の
原
資
金

を
回
転
運
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
積

立
基
金
」
は
、
財
政
の
維
持
や
特
定
の
目
的
の
た
め
に

必
要
資
金
を
積
み
立
て
る
も
の
で
、
積
立
に
お
け
る
裁

量
は
運
用
基
金
よ
り
大
き
い
。
規
模
の
面
で
も
、
積
立

基
金
の
方
が
運
用
基
金
よ
り
も
大
き
い
。

地方公共団体における地方公共団体における
基金の現状について基金の現状について

市町村課主事（企画財政担当）　木　内　一　惠

　「
積
立
基
金
」
は
、「
財
政
調
整
基
金
」、「
減
債
基
金
」

及
び
「
そ
の
他
特
定
目
的
基
金
（
以
下
、「
特
定
目
的

基
金
」
と
い
う
。）」
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
、
地
方
自
治

法
上
、
公
有
財
産
、
物
品
な
ど
と
と
も
に
「
財
産
」
の

ひ
と
つ
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
。

　「
財
政
調
整
基
金
」
は
、
年
度
間
の
財
源
不
均
衡
の

調
整
を
行
う
た
め
に
地
方
公
共
団
体
が
積
み
立
て
て
い

る
も
の
で
あ
り
、
税
収
を
含
め
て
歳
入
が
著
し
く
増
加

し
た
年
度
に
お
い
て
、
安
易
に
一
般
歳
出
の
規
模
を
膨

ら
ま
せ
ず
、
将
来
に
備
え
て
積
立
を
行
う
。
ま
た
、
必

要
な
歳
出
の
確
保
が
困
難
な
場
合
に
、
積
立
金
を
取
崩

す
こ
と
に
よ
り
、
財
源
を
確
保
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ

る
。

　「
減
債
基
金
」
は
、
将
来
の
地
方
債
の
償
還
費
に
充

て
る
た
め
に
地
方
公
共
団
体
が
積
み
立
て
る
も
の
で
あ

る
。

　「
特
定
目
的
基
金
」
は
、
財
政
調
整
基
金
、
減
債
基

金
を
除
い
た
積
立
基
金
の
総
称
で
あ
り
、
条
例
で
定
め

ら
れ
た
目
的
に
沿
っ
て
積
立
を
行
う
。
基
金
の
目
的
は

多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
市
町
村
で
は
「
公
共
施
設
整

備
（
庁
舎
以
外
）」「
ま
ち
づ
く
り
推
進
」「
教
育
振
興
」

な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
基
金
の
名
称
や
積
立
規
模
は
、

施
策
の
内
容
や
必
要
な
財
源
の
規
模
に
応
じ
て
様
々
で

あ
る
。

　
本
稿
で
は

｢

積
立
基
金
」
を
対
象
と
す
る
。

地
方
自
治
法
・
地
方
財
政
法
に
お
け
る

基
金
の
位
置
づ
け

　
基
金
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
一
条
に
お
い
て
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次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

第
二
百
四
十
一
条
　
普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
条
例
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
定
の
目
的
の
た
め
に
財
産

を
維
持
し
、
資
金
を
積
み
立
て
、
又
は
定
額
の
資
金
を

運
用
す
る
た
め
の
基
金
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
　
基
金
は
、
こ
れ
を
前
項
の
条
例
で
定
め
る
特
定
の

目
的
に
応
じ
、
及
び
確
実
か
つ
効
率
的
に
運
用
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
の
目
的
の
た
め
に
財

産
を
取
得
し
、
又
は
資
金
を
積
み
立
て
る
た
め
の
基

金
を
設
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
目
的
の
た
め

で
な
け
れ
ば
こ
れ
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

四
　
基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
及
び
基
金
の
管
理

に
要
す
る
経
費
は
、
そ
れ
ぞ
れ
毎
会
計
年
度
の
歳
入

歳
出
予
算
に
計
上
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
の
目
的
の
た
め
に
定

額
の
資
金
を
運
用
す
る
た
め
の
基
金
を
設
け
た
場
合

に
お
い
て
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
毎
会

計
年
度
、
そ
の
運
用
の
状
況
を
示
す
書
類
を
作
成
し
、

こ
れ
を
監
査
委
員
の
審
査
に
付
し
、
そ
の
意
見
を
付

け
て
、
第
二
百
三
十
三
条
第
五
項
の
書
類
と
併
せ
て

議
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
決
定
は
、
監
査
委
員

の
合
議
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

七
　
基
金
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
基
金
に
属
す
る
財
産

の
種
類
に
応
じ
、
収
入
若
し
く
は
支
出
の
手
続
、
歳

計
現
金
の
出
納
若
し
く
は
保
管
、
公
有
財
産
若
し
く

は
物
品
の
管
理
若
し
く
は
処
分
又
は
債
権
の
管
理
の

例
に
よ
る
。

八
　
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

基
金
の
管
理
及
び
処
分
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
条

例
で
こ
れ
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
ま
た
、
同
法
第
二
百
三
十
三
条
の
二
に

よ
り
、
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
に
お

い
て
決
算
剰
余
金
が
生
じ
る
場
合
※

に
は
、

原
則
と
し
て
翌
年
度
の
予
算
に
編
入
す
る

こ
と
と
さ
れ
た
。

　
こ
れ
ら
の
よ
う
に
、
地
方
公
共
団
体
の
基

金
は
、条
例
で
定
め
て
設
置
し
、目
的
に
沿
っ

て
積
立
を
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

※
決
算
剰
余
金
が
生
じ
る
場
合
と
は
、
決
算

で
歳
入
が
予
算
を
上
回
っ
て
収
入
さ
れ
た

か
、
あ
る
い
は
歳
出
が
予
算
を
下
回
っ
て

支
出
さ
れ
た
と
き
に
、
収
入
額
が
支
出
額

を
上
回
っ
た
分
が
剰
余
金
と
し
て
計
算
さ

れ
る
。
ま
た
、
地
方
財
政
法
第
七
条
の
規

定
に
よ
っ
て
、
剰
余
金
の
処
分
は
二
分
の

一
以
上
積
み
立
て
る
か
地
方
債
の
繰
上
償

還
の
財
源
に
充
て
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
る
。

全
国
の
積
立
基
金
の
状
況

　
総
務
省
が
平
成
二
十
九
年
十
一
月
に
公
表

し
た
「
地
方
公
共
団
体
の
基
金
の
積
立
状
況

等
に
関
す
る
調
査
結
果
の
ポ
イ
ン
ト
及
び
分

析
」
で
は
、
十
年
間
の
基
金
の
増
加
理
由
等

を
分
析
し
て
い
る
。
平
成
十
八
年
度
末
に
一

三
・
六
兆
円
で
あ
っ
た
地
方
公
共
団
体
の
基
金
残
高
は
、

平
成
二
十
八
年
度
末
に
は
七
・
九
兆
円
増
の
二
一
・
五

兆
円
に
膨
張
し
て
い
る
。【
資
料
１
】

【資料１】区分別の基金残高
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増
加
の
主
な
要
因
は
、

国
の
施
策
や
市
町
村
合

併
と
い
っ
た
「
制
度
的

な
要
因
」、
景
気
の
動

向
に
よ
る
法
人
関
係
税

等
の
変
動
、
人
口
減
少

に
よ
る
税
収
減
、
公
共

施
設
等
の
老
朽
化
対
策

等
、
災
害
、
社
会
保
障

関
係
経
費
の
増
大
と

い
っ
た
「
将
来
の
歳
入

減
少
・
歳
出
増
加
へ
の

備
え
」
な
ど
が
あ
り
、

増
加
の
要
因
を
基
金
の

種
類
別
に
整
理
し
た
も

の
が
、【
資
料
２
】
で

あ
る
。

　
ま
た
、
基
金
積
立
の

方
策
と
し
て
、
多
く
の

地
方
公
共
団
体
が
、「
行

革
、
経
費
節
減
等
に
よ

り
捻
出
し
た
額
」
や
入

札
差
金
な
ど
事
業
執
行

で
発
生
し
た
「
歳
出
の

不
要
額
」
を
主
と
し
て

財
源
を
確
保
し
て
い
る
。

　

県
内
市
町
村
に
お
け
る
積
立
基
金
の
状
況

（
令
和
二
年
度
末
時
点
・
速
報
値
）

　
過
去
十
年
間
の
県
内
市
町
村
の

積
立
基
金
の
推
移
状
況
は
【
資
料

３
、
４
】
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
十
年
前
と
比
較
し
て
も
、
大
幅

に
増
加
し
て
い
る
。
基
金
別
で
み

て
み
る
と
、
財
政
調
整
基
金
は
＋

八
、
九
四
五
百
万
円
、
減
債
基
金

は
＋
六
、
六
二
七
百
万
円
、
特
定

目
的
基
金
は
＋
一
一
、
八
七
〇
百

万
円
の
合
計
二
七
、
四
四
三
百
万

円
増
加
し
て
い
る
。
増
加
要
因

は
、
総
務
省
の
分
析
と
同
様
に
、

社
会
保
障
関
係
経
費
の
増
加
や
公

共
施
設
の
老
朽
化
対
策
、
災
害
等

の
突
発
的
な
財
政
需
要
へ
の
備
え

等
が
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
令
和
二
年
度
末
の
積
立

金
現
在
高
は
【
資
料
５
、
６
】
の

と
お
り
で
あ
る
。
現
在
高
合
計
は
、

一
六
五
、五
六
七
百
万
円
で
あ
り
、

前
年
度
末
に
比
べ
て
九
二
百
万
円
、

〇
・
一
％
の
増
加
と
な
っ
て
い
る
。

基
金
の
種
類
別
で
み
て
み
る
と
、

財
政
調
整
基
金
は
、
六
六
、
〇
〇

五
百
万
円
で
、
前
年
度
末
か
ら

二
、二
一
八
百
万
円
、
三
・
三
％

の
減
少
と
な
っ
て
い
る
。
減
債

その他の

将来への備え

２．０兆円

平成１８年度末
水準

財政調整基金

減債基金

特定目的基金

制度的要因（合併）

０．４兆円

その他の将来への備え
２．４兆円

＋３．５兆円

都道府県 ＋０．８兆円 市町村県＋２．６兆円

＋０．４兆円

都道府県 ＋０．１兆円
市町村県 ＋０．３兆円

＋４．１兆円

都道府県 ＋２．２兆円 市町村 ＋１．９兆円

その他地方債の償還への備え

制度的要因（合併）０．４兆円

不交付団体

０．１兆円

その他の
将来への備え

０．６兆円

制度的要因
（合併）

０．９兆円

制度的要因
（国の施策）

０．５兆円

△０．１兆円

公共施設等の整備

０．６兆円

防災・災害

０．１兆円

税収変動
０．５兆円

人口減少による税収減

０．３兆円

公共施設等の老朽化対策等

０．４兆円

災害

０．５兆円

社会保障関係経費の増大

０．４兆円

その他

０．３兆円

公共施設等の整備
１．０兆円

防災・災害
０．２兆円

少子高齢化対策等
０．３兆円

その他
０．４兆円

その他の
将来へ
の備え

０．６兆円

税収変動
０．３兆円

災害
０．１兆円

社会保障
関係経費
の増大
０．１兆円

その他
０．１兆円

（交付団体）

（交付団体）

（交付団体）

（不交付団体）

（不交付団体）

制度的要因（合併）
０．０兆円

制度的要因（合併）
０．０兆円

制度的要因
（国の施策）

０．１兆円

【資料２】基金の種類別の分析

（単位：百万円）
平成23 24 25 26 27 28 29 30 令和元 令和２

財政調整基金 57,060 62,756 67,767 72,903 78,863 78,331 75,062 71,225 68,223 66,005 
減債基金 28,296 31,045 33,801 36,122 38,481 39,459 39,156 37,283 35,694 34,923 

特定目的基金 52,768 57,182 60,932 58,121 58,143 56,953 59,951 61,204 61,557 64,638 
合計 138,124 150,984 162,500 167,146 175,487 174,743 174,169 169,712 165,475 165,567 

【資料３】徳島県内の基金の推移
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基
金
は
、
三
四
、
九
二
三
百
万
円
で
あ
り
、
前
年
度
末

か
ら
七
七
一
百
万
円
、
二
・
二
％
の
減
少
と
な
っ
て
い

る
。
特
定
目
的
基
金
は
、
六
四
、六
三
八
百
万
円
で
あ
り
、

前
年
度
末
か
ら
三
、
〇
八
一
百
万
円
、
五
・
〇
％
の
増

と
な
っ
て
い
る
。

　
特
定
目
的
基
金
の
増
加
理
由
と
し
て
は
、
新
た
な
基

金
の
増
設
等
で
積
み
立
て
し
た
団
体
が
複
数
あ
っ
た
こ

と
が
要
因
と
考
え
ら
れ
る
。

　
基
金
残
高
の
増
減
の
状
況
は
、
市
町
村
に
よ
っ
て

様
々
で
あ
り
、
各
市
町
村
の
自
主
的
な
判
断
に
基
づ
く
、

健
全
な
財
政
運
営
の
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　
地
方
公
共
団
体
で
は
、
長
期
的
視

野
を
持
っ
て
財
政
運
営
を
行
う
中
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
実
情
も
踏
ま
え

な
が
ら
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

影
響
や
、
今
後
の
人
口
減
少
に
よ
る

税
収
減
、
公
共
施
設
等
の
老
朽
化
対

策
の
推
進
や
災
害
対
応
な
ど
様
々
な

将
来
へ
の
備
え
と
し
て
、
行
政
改
革

や
経
費
削
減
の
歳
出
抑
制
努
力
を
行

い
な
が
ら
、
基
金
の
積
立
・
取
崩
し

を
行
い
、
そ
の
趣
旨
に
沿
っ
た
活
用

が
な
さ
れ
て
い
る
。

〈
参
考
文
献
〉

総
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（単位：百万円）

【資料６】市町村別　積立金残高（令和２年度末）

（単位：百万円）
財政調整

基金 減債基金 特定目的
基金 合計

徳 島 市 4,668 913 2,629 8,211 
鳴 門 市 1,363 708 2,409 4,480 
小松島市 460 537 207 1,204 
阿 南 市 8,364 3,618 6,291 18,273 
吉野川市 2,885 3,143 4,072 10,100 
阿 波 市 3,006 2,613 8,006 13,625 
美 馬 市 3,827 813 3,063 7,704 
三 好 市 8,381 8,718 6,314 23,412 
勝 浦 町 1,912 380 747 3,039 
上 勝 町 2,560 1,260 1,303 5,123 
佐那河内村 1,406 1,016 1,169 3,591 
石 井 町 1,970 524 1,106 3,600 
神 山 町 3,066 932 4,722 8,721 
那 賀 町 3,706 2,360 3,605 9,671 
牟 岐 町 1,051 202 31 1,284 
美 波 町 1,570 825 1,463 3,858 
海 陽 町 3,702 1,853 3,313 8,868 
松 茂 町 2,248 110 1,981 4,340 
北 島 町 2,874 239 1,481 4,594 
藍 住 町 1,621 353 2,837 4,811 
板 野 町 428 452 1,921 2,800 
上 板 町 1,004 327 602 1,934 
つるぎ町 753 1,593 2,129 4,474 
東みよし町 3,180 1,435 3,237 7,851 

合　計 66,005 34,923 64,638 165,567 

【資料５】市町村別　積立金残高額
　　　　　（令和２年度末）
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１　

地
方
財
政
の
役
割
と
決
算
区
分

　
都
道
府
県
や
市
町
村
は
、
様
々
な
行
政
分
野
の
担
い

手
で
あ
り
、
国
民
生
活
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
地
方
公
共
団
体
の
う
ち
、
特

に
徳
島
県
内
市
町
村
の
普
通
会
計
決
算
に
つ
い
て
触
れ

て
い
く
。

　
地
方
公
共
団
体
の
会
計
は
、
一
般
会
計
と
特
別
会
計

に
区
分
整
理
さ
れ
て
い
る
が
、
各
団
体
の
会
計
区
分
は

一
様
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
地
方
公
共
団
体
相
互
間
の

比
較
を
可
能
と
す
る
観
点
か
ら
、
決
算
統
計
で
は
普
通

会
計
と
い
う
統
一
の
概
念
を
用
い
て
整
理
を
行
い
、
そ

の
他
の
会
計
は
公
営
事
業
会
計
と
し
て
区
分
を
す
る
。

令和元年度市町村普通会計令和元年度市町村普通会計
決算統計等について決算統計等について

市町村課主事（企画財政担当）　岩　城　正　昂

２　

令
和
元
年
度
決
算
の
概
況

　
令
和
元
年
度
の
決
算
規
模

は歳
入
決
算
額

 

三
八
三
、〇
一
四
百
万
円

（
対
前
年
度
比
＋
四
、三
八
六

百
万
円
　
＋
一
・
二
％
）

歳
出
決
算
額

 

三
七
〇
、九
七
一
百
万
円

（
対
前
年
度
比
＋
六
、二
五
一

百
万
円
　
＋
一
・
七
％
）

と
な
っ
て
い
る
。

３　

歳　

入

　
令
和
元
年
度
の
歳
入
決
算

額
は
、
三
八
三
、
〇
一
四
百

万
円
で
、
国
庫
支
出
金
や
地

方
特
例
交
付
金
等
の
増
加
等

に
よ
り
、
前
年
度
に
比
べ
て

四
、
三
八
六
百
万
円
、
一
・
二
％
の
増
と
な
っ
て
い
る
。

４　

歳　

出

　
令
和
元
年
度
の
歳
出
決
算
額
は
、
三
七
〇
、
九
七
一

百
万
円
で
、
前
年
度
に
比
べ
て
六
、二
五
一
百
万
円
、

一
・
七
％
の
増
と
な
っ
て
い
る
。

（
１
）　
目
的
別
歳
出

　
民
生
費
は
一
三
五
、〇
〇
六
百
万
円
で
、
幼
児
教
育
・

図１　地方公共団体の会計

（令和３年度地方財政白書ビジュアル版より）

表１　決算規模の状況
（単位：百万円、％）

区　分
平成29年度 平成30年度 令和元年度

決 算 額 増減率 決 算 額 増減率 決 算 額 増減率

歳入総額 380,043 0.9 378,628 △ 0.4 383,014 1.2

歳出総額 367,619 1.5 364,720 △ 0.8 370,971 1.7
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保
育
の
無
償
化
に
伴
う
児
童
福
祉
費
の
増
加
等
に
よ
り

前
年
度
に
比
べ
て
五
、
三
八
五
百
万
円
、
四
・
二
％
の

増
と
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
商
工
費
は
六
、
五
一
八
百
万

円
で
、
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
業
の
実
施
等
に
よ
り

前
年
度
に
比
べ
て
六
一
〇
百
万
円
、
一
〇
・
三
％
の
増

と
な
っ
て
い
る
。

（
２
）　
性
質
別
歳
出

　
義
務
的
経
費
の
う
ち
、
扶
助
費
は
七
三
、
六
九
五
百

万
円
で
、
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
に
伴
う
児
童

福
祉
費
の
増
加
等
に
よ

り
前
年
度
に
比
べ
て
一
、

六
一
四
百
万
円
、
二
・

二
％
の
増
と
な
っ
て
い

る
。
ま
た
、
そ
の
他
の

経
費
の
う
ち
、
補
助
費

等
は
、
三
二
、
一
〇
二

百
万
円
で
、
プ
レ
ミ
ア

ム
付
商
品
券
事
業
の
実

施
等
に
よ
り
前
年
度
に

比
べ
て
三
、
二
六
八
百

万
円
、
一
一
・
三
％
の

増
と
な
っ
て
い
る
。

表２　歳入の状況
（単位：百万円、％）

区　　　分
令和元年度 平成30年度 比　　較

決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 増 減 額 増減率

地方税 ① 101,288 26.4 101,739 26.9 △ 451 △ 0.4

地方譲与税 ② 3,539 0.9 3,245 0.9 294 9.1

地方特例交付金等 ③ 1,839 0.5 359 0.1 1,480 412.3

地方交付税 ④ 92,334 24.1 91,519 24.2 815 0.9

地方消費税交付金等各種交付金 ⑤ 14,697 3.8 16,155 4.2 △ 1,458 △ 9.0

国庫支出金 51,694 13.5 49,038 12.9 2,656 5.4

県支出金 28,310 7.4 26,188 6.9 2,122 8.1

繰入金 16,775 4.4 17,368 4.6 △ 593 △ 3.4

地方債 39,380 10.3 40,150 10.6 △ 770 △ 1.9

　うち臨時財政対策債 ⑥ 9,407 2.5 11,248 3.0 △ 1,841 △ 16.4

その他 33,158 8.7 32,867 8.7 291 0.9

歳入合計 383,014 378,628 4,386 1.2

うち一般財源　①＋②＋③＋④＋⑤ 213,697 55.8 213,017 56.3 680 0.3

　　　（参考）　①＋②＋③＋④＋⑥ 208,407 54.4 208,110 55.0 297 0.1

※端数処理の関係上、計が合わないことがある。

表３　目的別歳出の状況
（単位：百万円、％）

区　　　分
令和元年度 平成30年度 比　　較

決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 増 減 額 増減率

総務費 49,599 13.4 49,564 13.6 35 0.1

民生費 135,006 36.3 129,621 35.5 5,385 4.2

衛生費 36,115 9.7 35,599 9.8 516 1.4

労働費 134 0.1 167 0.1 △ 33 △ 19.8

農林水産業費 11,893 3.2 11,754 3.2 139 1.2

商工費 6,518 1.8 5,908 1.6 610 10.3

土木費 33,842 9.1 32,848 9.0 994 3.0

消防費 13,325 3.6 14,247 3.9 △ 922 △ 6.5

教育費 39,263 10.6 39,165 10.7 98 0.3

災害復旧費 2,785 0.8 2,976 0.8 △ 191 △ 6.4

公債費 38,982 10.5 39,337 10.8 △ 355 △ 0.9

その他 3,509 0.9 3,534 1.0 △ 25 △ 0.7

歳出合計 370,971 364,720 6,251 1.7

※端数処理の関係上、計が合わないことがある
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５　

経
常
収
支
比
率

　
財
政
構
造
の
弾
力
性
を
表
す
経
常
収
支
比
率
は
、
九

三
・
二
％
で
前
年
度
に
比
べ
て
〇
・
七
ポ
イ
ン
ト
上
昇

し
て
い
る
。
主
な
原
因
は
、
社
会
保
障
関
係
費
に
係
る

扶
助
費
等
が
増
加
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

６　

実
質
公
債
費
比
率

　
実
質
公
債
費
比
率
は
、
借
入
金
（
地
方
債
）
の
返
済

額
及
び
こ
れ
に
準
じ
る
額
の
大
き
さ
を
指
標
化
し
、
資

金
繰
り
の
程
度
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
地
方
債
の
元
利

償
還
金
の
減
少
等
に
よ
り
、
県
加
重
平
均
で
七
・
二
％

と
な
り
三
年
ぶ
り
に
減
少
し
た
。

表 4　性質別歳出の状況
（単位：百万円、％）

区　　　分
令和元年度 平成30年度 比　　較

決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 増 減 額 増減率

義務的経費 174,193 46.9 173,762 47.6 431 0.2

内
　
　
　
訳

人件費 61,516 16.6 62,349 17.1 △ 833 △ 1.3

うち議員・委員等報酬など 5,597 1.5 5,398 1.5 199 3.7

うち職員給 40,954 11.0 41,138 11.3 △ 184 △ 0.4

うち退職金 5,106 1.4 5,847 1.6 △ 741 △ 12.7

扶助費 73,695 19.8 72,081 19.8 1,614 2.2

公債費 38,982 10.5 39,332 10.8 △ 350 △ 0.9

投資的経費 54,449 14.7 53,831 14.8 618 1.1

内
　
訳

普通建設事業費 51,664 13.9 50,855 13.9 809 1.6

うち補助事業費 19,246 5.2 20,506 5.6 △ 1,260 △ 6.1

うち単独事業費 31,464 8.5 29,477 8.1 1,987 6.7

災害復旧事業費 2,785 0.8 2,976 0.8 △ 191 △ 6.4

その他の経費 142,329 38.4 137,127 37.6 5,202 3.8

内
　
　
　
　
訳

物件費 51,753 14.0 49,170 13.5 2,583 5.3

補助費等 32,102 8.7 28,834 7.9 3,268 11.3

うち一部事務組合負担金 11,526 3.1 11,063 3.0 463 4.2

積立金 10,836 2.9 11,338 3.1 △ 502 △ 4.4

繰出金 40,864 11.0 41,141 11.3 △ 277 △ 0.7

うち国保会計繰出金 7,670 2.1 7,790 2.1 △ 120 △ 1.5

うち介護会計繰出金 13,207 3.6 12,532 3.4 675 5.4

うち後期高齢者医療会計繰出金 13,872 3.7 13,566 3.7 306 2.3

その他 6,774 1.8 6,644 1.8 130 2.0

歳出合計 370,971 364,720 6,251 1.7

※端数処理の関係上、計が合わないことがある。

図２　経常収支比率の推移
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７　

地
方
債
現
在
高

　
地
方
債
現
在
高
は
、
三
八
六
、
七
七
二
百
万
円
で
、

前
年
度
末
に
比
べ
て
二
、
四
九
九
百
万
円
、
〇
・
七
％

の
増
加
と
な
っ
て
お
り
、
三
年
連
続
で
の
増
加
と
な
っ

て
い
る
。

８　

基
金
の
年
度
末
現
在
高

　
基
金
の
年
度
末
現
在
高
は
一
六
五
、
四
七
五
百
万
円

で
、
前
年
度
末
に
比
べ
て
四
、
二
三
七
百
万
円
、
二
・

五
％
の
減
少
と
な
っ
て
い
る
。

９　

ま
と
め

　
本
稿
執
筆
時
に
て
確
報
値
の
出
て
い
る
な
か
で
最
新

の
令
和
元
年
度
徳
島
県
市
町
村
の
普
通
会
計
決
算
に
つ

い
て
、
各
項
目
を
確
認
し
て
き
た
。
決
算
規
模
・
歳
入
・

歳
出
に
つ
い
て
は
、
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
や
プ

レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
業
等
の
特
徴
的
な
事
業
に
よ
る

影
響
が
大
き
く
見
ら
れ
た
。
ま
た
、
経
常
収
支
比
率
に

つ
い
て
は
、
県
平
均
値
（
加
重
平
均
）
が
昨
年
度
に
引

き
続
き
上
昇
し
て
お
り
、
社
会
保
障
関
係
費
の
増
加
等

に
よ
り
財
政
構
造
の
硬
直
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
が
う

か
が
え
る
。
実
質
公
債
費
比
率
や
地
方
債
現
在
高
、
基

金
の
年
度
末
現
在
高
に
つ
い
て
は
、
各
市
町
村
の
個
々

の
事
業
の
執
行
状
況
が
全
体
の
数
値
と
し
て
現
れ
る
結

果
と
な
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
普
通
会
計
決
算
に
つ
い
て
は
、
主
な
数
値

が
、
財
政
状
況
資
料
集
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、

各
市
町
村
及
び
徳
島
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
公
表
さ

れ
て
い
る
。
各
市
町
村
に
お
い
て
は
、
他
団
体
と
の
比

較
や
各
項
目
の
分
析
に
よ
り
、
新
年
度
の
予
算
編
成
の

参
考
と
し
て
い
た
だ
く
等
、
こ
れ
ら
の
決
算
情
報
を
是

非
ご
活
用
い
た
だ
き
た
い
。

図３　実質公債費比率の推移

その他
一般単独事業債
過疎債・辺地債
臨時財政対策債

図４　地方債現在高の推移

図５　基金の年度末現在高の推移
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は
じ
め
に

　
地
方
創
生
関
係
交
付
金
に
携
わ
る
場
合
、
制
度
の
成

り
立
ち
や
目
的
を
知
っ
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
交
付
金
制
度
の
趣
旨
に
添
っ
た
計
画
を
立

て
な
け
れ
ば
、
採
択
さ
れ
な
い
し
、
ま
た
、
運
用
で
悩

ん
だ
と
き
に
、
そ
の
制
度
の
成
り
立
ち
を
ひ
も
解
く
こ

と
で
、
答
え
を
導
き
出
せ
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
入
門
編
と
い
う
こ
と
で
、
概
要
を
つ
か
む
こ
と
を
目

的
と
し
、
興
味
を
持
っ
た
事
柄
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ

の
交
付
金
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た

い
。
本
稿
が
、
地
方
創
生
交
付
金
に
関
わ
る
部
署
に
初

め
て
配
属
さ
れ
た
方
に
役
立
つ
よ
う
な
も
の
に
な
れ
ば

幸
い
で
あ
る
。

地
方
創
生
関
係
交
付
金
の
基
礎
用
語

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
法

目
的少

子
高
齢
化
の
進
展
に
的
確
に
対
応

人
口
の
減
少
に
歯
止
め
を
か
け
る

東
京
圏
へ
の
人
口
の
過
度
な
集
中
を
是
正

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
住
み
よ
い
環
境
を
確
保

将
来
に
わ
た
っ
て
活
力
あ
る
日
本
（
に
っ
ぽ
ん
）
社

会
を
維
持

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
に
関
す
る
施
策
を
総
合

的
か
つ
計
画
的
に
実
施

人
口
ビ
ジ
ョ
ン

地方創生関係交付金はじめの一歩地方創生関係交付金はじめの一歩

とくしまぐらし応援課主事（地方創生担当）　勝　岡　慶　太

　
創
生
法
第
八
条
第
三
項
を
根
拠
に
、
人
口
の
現
状
を

分
析
及
び
検
証
し
、
今
後
の
見
通
し
を
示
す
も
の
。

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
（
総
合
戦
略
）

　
国
・
都
道
府
県
・
市
町
村
の
戦
略
の
三
種
類
が
あ
る
。

都
道
府
県
は
国
の
戦
略
を
勘
案
し
、
市
町
村
は
国
及
び

都
道
府
県
の
戦
略
を
勘
案
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
徳
島
県
の
戦
略
で
最
も
新
し
い
の
が
、「
vs
東
京
『
と

く
し
ま
回
帰
』
総
合
戦
略
～
未
知
の
世
界
へ
の
挑
戦
～

（
二
〇
二
一
改
定
版
）」
で
、
県
内
の
全
市
町
村
が
独
自

の
総
合
戦
略
を
策
定
済
み
で
あ
る
。

地
域
再
生
法

目
的

　
地
方
公
共
団
体
が
作
成
す
る
地
域
再
生
計
画
の
認
定

及
び
認
定
さ
れ
た
計
画
に
基
づ
く
支
援
措
置
を
通
し
て
、

地
方
公
共
団
体
が
行
う
自
主
的
で
自
立
的
な
、
地
域
の

活
力
の
再
生
に
関
す
る
取
組
を
支
援
。

　
地
域
再
生
法
が
地
域
再
生
計
画
や
地
方
創
生
推
進
交

付
金
、
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
な
ど
の
根
拠
に
な
っ
て

い
る
。

地
方
創
生
推
進
交
付
金

目
的

　
地
方
創
生
の
新
展
開
を
図
る
こ
と
。

支
援
対
象

　
地
方
版
総
合
戦
略
に
示
さ
れ
て
い
る
、
自
主
的
・
主
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体
的
で
先
導
的
な
事
業
。

地
方
創
生
拠
点
整
備
交
付
金

目
的

　
地
方
版
総
合
戦
略
に
定
め
ら
れ
た
自
主
的
・
主
体
的

で
先
導
的
な
事
業
を
記
載
し
て
作
成
し
た
地
域
再
生
計

画
に
基
づ
く
施
設
等
整
備
計
画
を
支
援
す
る
こ
と
。

支
援
対
象

　
地
域
の
所
得
や
消
費
の
拡
大
を
促
す
と
と
も
に
「
ま

ち
」
の
活
性
化
に
つ
な
が
る
先
導
的
な
施
設
整
備
等
。

　
Ｋ
Ｐ
Ｉ
を
伴
う
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
組
み
込
み
、

従
来
の
「
縦
割
り
」
事
業
を
超
え
た
取
組
。

地
方
創
生
関
係
交
付
金

　
以
上
の
地
方
創
生
推
進
交
付
金
と
地
方
創
生
拠
点
整

備
交
付
金
の
二
つ
が
、
創
生
法
に
基
づ
く
「
地
方
創
生

関
係
交
付
金
」
に
分
類
さ
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
令
和
二
年
度
に
創
設
さ
れ
た
、
地
方
創
生

テ
レ
ワ
ー
ク
交
付
金
と
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
応
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
も
あ
る
。
名
前
は
似
て
い

る
が
、
制
度
的
に
異
な
る
の
で
地
方
創
生
関
係
交
付
金

に
は
分
類
さ
れ
て
い
な
い
。

地
方
創
生
テ
レ
ワ
ー
ク
交
付
金

目
的

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
を
契
機
に
国

民
の
意
識
・
行
動
の
変
容
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

地
方
で
の
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
の
開
設
や
テ
レ
ワ
ー

ク
を
活
用
し
た
移
住
・
滞
在
の
取
組
等
を
支
援
す
る
こ

と
に
よ
り
、
地
方
へ
の
新
し
い
人
の
流
れ
を
創
出
し
、

東
京
圏
へ
の
一
極
集
中
是
正
、
地
方
分
散
型
の
活
力
あ

る
地
域
社
会
の
実
現
を
図
る
こ
と
。

支
援
対
象

　
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
等
の
施
設
整
備
・
運
営
や
、

民
間
の
施
設
開
設
・
運
営
へ
の
支
援
等
、
地
方
創
生
に

資
す
る
テ
レ
ワ
ー
ク
の
推
進
に
よ
り
地
方
へ
の
新
た
な

ひ
と
の
流
れ
を
創
出
す
る
地
方
公
共
団
体
の
取
組
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
地
方
創
生

臨
時
交
付
金

目
的

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
を
防
止
す
る
と

と
も
に
、
感
染
拡
大
の
影
響
を
受
け
て
い
る
地
域
経
済

や
住
民
生
活
を
支
援
し
地
方
創
生
を
図
る
た
め
、
地
方

公
共
団
体
が
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
き
め
細
か
に
必
要

な
事
業
を
実
施
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　
次
の
図
と
表
を
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

自
主
的
・
主
体
的
で
先
導
的
な
事
業

先
駆
タ
イ
プ

官
民
協
同
、
地
域
間
連
携
、
政

策
間
連
携
等
の
先
駆
的
要
素
が

含
ま
れ
る
事
業
。

横
展
開
タ
イ
プ

先
駆
的
・
優
良
事
例
の
横
展
開

を
図
る
事
業
。

Society5
.0

タ
イ
プ

地
方
創
生
の
観
点
か
ら
取
り
組

む
、
未
来
技
術
を
活
用
し
た
新

た
な
社
会
シ
ス
テ
ム
づ
く
り
の

全
国
的
な
モ
デ
ル
と
な
る
事
業
。

財源 第１次補正予算 第２次補正予算 予　備　費 第３次補正予算 予　備　費

交付対
象事業

次を目的とした事
業

感染拡大の防止
雇用の維持と事業
の継続
経済活動の回復
強靭な経済構造の
構築

同左 休業要請等に応
じた事業者に対
する給付金

第１次及び第２
次と同じ。ただ
し、次を目的と
した事業も対象
に追加。

ポストコロナに
向けた経済構造
の転換・好循環
の実現

通常分と同じ

ただし、事業
者支援分を創
設。

予算額 １兆円 ２兆円 ３兆3792億円 １兆5000億円 5000億円

用途の
区分け

通常分　１兆円 通常分
１兆9500億円
協力要請推進枠
500億円

協力要請推進枠
３兆3792億円

通常分
１兆3000億円
即時対応特定経
費交付金
2000億円

事業者支援分
5000億円
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通
常
分

　
交
付
金
の
目
的
に
沿
っ
て
い
れ
ば
幅
広
い
事
業
に
活

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
わ
か
り
や
す
い
例
だ
と
、
公

立
病
院
の
コ
ロ
ナ
対
策
用
設
備
の
購
入
や
、
個
人
へ
の

地
域
商
品
券
の
交
付
が
あ
る
。

事
業
者
支
援
分

　
通
常
分
の
特
別
枠
的
な
存
在
で
、
事
業
者
の
支
援
事

業
と
、
地
方
公
共
団
体
が
行
う
コ
ロ
ナ
対
策
事
業
に
限

定
さ
れ
て
い
る
。
一
定
の
金
額
が
必
ず
事
業
者
支
援
に

回
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
枠
組
み
が
設
定
さ
れ
て
い

る
。
例
え
ば
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
を
受
け
て
い
る
事
業

者
へ
の
給
付
金
な
ど
が
あ
る
。

協
力
要
請
推
進
枠

　
緊
急
事
態
宣
言
や
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
等
に
よ

る
休
業
要
請
や
時
短
要
請
に
応
じ
た
事
業
者
を
対
象
と

し
て
支
給
さ
れ
る
協
力
金
の
原
資
に
な
っ
て
い
る
。

即
時
対
応
特
定
経
費
交
付
金

　
休
業
要
請
等
の
協
力
金
を
支
給
す
る
都
道
府
県
の
負

担
を
軽
減
す
る
た
め
の
交
付
金
で
あ
る
。

支
援
対
象
（
通
常
分
）

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
対
応
と
し
て
必

要
な
、
次
の
事
項
を
目
的
と
し
た
事
業
で
あ
れ
ば
、
原

則
と
し
て
使
途
に
制
限
は
な
く
、
都
道
府
県
及
び
市
町

村
が
行
う
幅
広
い
事
業
に
対
し
て
配
分
さ
れ
る
。
例
え

ば
、
マ
ス
ク
の
購
入
事
業
や
地
域
振
興
券
の
配
布
事
業

な
ど
が
あ
る
。

　
Ⅰ.
　
感
染
拡
大
の
防
止

　
Ⅱ.
　
雇
用
の
維
持
と
事
業
の
継
続

　
Ⅲ.

　
経
済
活
動
の
回
復

　
Ⅳ.

　
強
靭
な
経
済
構
造
の
構
築

支
援
対
象
（
事
業
者
支
援
分
）

　
緊
急
事
態
宣
言
の
発
出
に
よ
り
、
人
流
が
減
少
し
、

経
済
活
動
へ
の
影
響
が
全
国
的
に
生
じ
る
こ
と
を
踏
ま

え
、
そ
の
影
響
を
受
け
る
事
業
者
を
支
援
す
る
都
道
府

県
及
び
市
町
村
の
事
業
に
対
し
て
配
分
さ
れ
る
。
事
業

者
支
援
分
の
交
付
限
度
額
を
超
え
て
事
業
を
実
施
す
る

場
合
、
通
常
分
を
あ
て
る
こ
と
も
で
き
る
。

支
援
対
象
（
協
力
要
請
推
進
枠
）

　
感
染
拡
大
に
対
し
、
国
に
よ
る
一
定
の
関
与
の
下
に
、

都
道
府
県
が
、
効
果
的
に
、
飲
食
店
に
対
す
る
休
業
要

請
・
時
短
要
請
を
行
い
、
協
力
金
の
支
払
い
を
行
う
場

合
に
、
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
を
追
加
配
分
す
る
も
の
。

　
休
業
要
請
を
実
施
し
て
か
ら
実
際
に
お
金
が
振
り
込

ま
れ
る
ま
で
に
時
間
が
か
か
っ
て
い
た
の
で
、
全
国
知

事
会
等
が
早
期
支
給
を
求
め
る
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が

あ
っ
た
こ
と
も
記
憶
に
あ
る
か
と
思
う
。

通常分

４兆7500億円

協力要請推進枠

３兆4292億円

事業者支援分

5000億円 即時対応特定経費交付金

2000億円

交付金の名称 補助率 交付対象 所管

地方創生関係
交付金

地方創生推進
交付金

２分の１

都道府県、
市町村

内閣府
地方創生拠点
整備交付金

２分の１

地方創生テレワーク交付金
２分の１または

４分の３

新型コロナウ
イルス感染症
対応地方創生
臨時交付金

通常分
100% 所管は内閣府

だが、総務省
等に移し替え
て執行

事業者支援分

協力要請推進枠 80%
都道府県

（市町村）
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地
方
創
生
関
係
交
付
金
で
何
が
で
き
る
か

平
成
二
十
八
年
以
降
の
交
付
金
事
業

新
聞
に
載
る
ニ
ュ
ー
ス
の
多
く
に
活
用
さ
れ
て
い
る

　
地
方
創
生
関
係
交
付
金
の
採
択
を
受
け
た
事
業
を
一

覧
に
し
た
の
で
、
確
認
し
て
ほ
し
い
。

　
最
近
の
徳
島
の
ニ
ュ
ー
ス
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の

ば
か
り
で
あ
る
。
地
方
創
生
関
係
交
付
金
が
、
徳
島
の

地
方
創
生
の
動
き
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ

ろ
う
。
今
後
、
新
聞
や
ニ
ュ
ー
ス
を
見
る
と
き
に
そ
ん

な
視
点
を
持
っ
て
も
ら
う
と
、
交
付
金
に
携
わ
る
の
が

楽
し
く
な
っ
て
く
る
と
思
う
。

地方創生関係交付金事業一覧表【推進】

年回 事　　　　　業　　　　　名 実施団体

平
成
28
年

第
１
回

もうかる農林水産業の実現に向けた「とくしまブランド」戦略 徳島県・小松島市

「大人の社会塾」を中心とした人材育成による地域活性化事業【拡大・深化版】 上板町

自治体広域連携による「ローカルベンチャー」推進事業 上勝町

四国のゲートウェイを起点とした「おどる宝島★とくしま観光・文化プログラム」発信戦略 徳島県・鳴門市

とくしま回帰促進！県民総活躍推進戦略 徳島県・神山町・美波町

ASAトライアングル（南あわじ・鳴門・東かがわ）を結ぶ、サイクリングツーリズム推
進事業

鳴門市

「なると第九」及び板東俘虜収容所の歴史を活用したローカルブランディングの推進事業 鳴門市

農産物スーパー産地化推進事業 阿南市

ラフティング競技大会開催を核とした地域活性化促進事業 三好市

「みかんが香り笑顔あふれるげんきなまちかつうら」安全安心まちづくり事業 勝浦町

ゼロ・ウェイストプラントを活用したサスティナブルセンターの自立型運営新組織創
造事業

上勝町

徳島県の「村」を未来に繋ぐ！移住・継業支援拠点整備事業 佐那河内村

内発型地域振興に向けた町内異業種連携拡大事業 美波町

安心安全な住まいづくり事業 海陽町

第
２
回

とくしま新未来産業のブランド創出とグローバル展開戦略 徳島県・徳島市・藍住町

女性・若者活躍促進事業 徳島市

賑わいコンパクトシティ形成事業 徳島市

「農林業×伝統工芸×観光」連携推進事業 美馬市

地方創生人材育成による「うだつの町並み」空き家・空き店舗再生事業 美馬市

おひなさまのまち ほどほどに田舎に移住定住 勝浦町

「住みたいまち石井」創生プロジェクト 石井町

農村舞台を中心とした那賀町の新しい観光推進事業 那賀町

平
成
29
年

第
１
回

とくしまプロフェッショナル人材戦略拠点事業 徳島県

「こまっしまに住みたい人」応援事業 小松島市

移住・定住の好循環創造事業 吉野川市

RESASの活用による人材育成とUターン就職促進事業 美馬市

三好市生涯活躍のまちづくり事業 三好市

彩山（いろどりやま）を活用した産業振興事業 上勝町

中心市街地等魅力向上事業 美波町
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年回 事　　　　　業　　　　　名 実　施　団　体

平
成
29
年

第
２
回

とくしま「スポーツ・レガシー」創造戦略 徳島県

那賀町ドローン利活用推進事業 那賀町

「牟岐の魅力発信」活力再生事業 牟岐町

平
成
30
年

第
１
回

徳島東部地域におけるDMO推進 県内15市町連携

とくしま「アグリ・フォレスト・マリンサイエンスゾーン」推進戦略 徳島県

地域における人材確保力の強化推進事業 小松島市

美馬市版DMC設立による「儲かる」観光づくり事業（美馬市）
（注）DMO（DMC）：Destination Marketing and Management Organization（Company）

美馬市

四国のゲートウェイを起点とした「おどる宝島★とくしま観光・文化プログラム」
発信戦略

県・８市町連携

とくしま回帰促進！県民総活躍推進戦略 徳島県・神山町・美波町

那賀町ドローン利活用推進事業 那賀町

内発型地域振興に向けた町内異業種連携拡大事業 美波町

第
２
回

海陽の夜明けプロジェクト～まぜのおかをまちづくりの拠点に～ 海陽町

平
成
31
年

第
１
回

健康経営・リカレントを核とした「人生100年時代」への挑戦プロジェクト 徳島県・那賀町

労働力人口の確保プロジェクト 徳島市

「藍」をテーマに移住・交流人口を増やす生涯活躍のまち美馬プロジェクト 美馬市

Ｊリーグクラブ等との連携による美馬市版SIB（ソーシャルインパクトボンド）を中心
とした健康のまちづくりプロジェクト

美馬市

「オールまつしげ！」によるまちの賑わい創出事業 松茂町

徳島わくわく移住支援事業 県・24市町村連携

第
２
回

未来技術活用「徳島モデル」創出事業 徳島県

令
和
２
年

第
１
回

「ひと」と「地域」をつなぐ！「徳島ファン」創出・拡大事業 徳島県

「SDGs徳島モデル循環とくしま・持続社会の実装戦略 徳島県

未来技術活用「徳島モデル」創出事業 徳島県

とくしまプロフェッショナル人材戦略拠点事業 徳島県

「徳島木のおもちゃ美術館（仮称）」を核とした「徳島ならでは」の県産材需要拡大戦略 徳島県

人が集い新たな価値が生まれるにぎわいとくしま推進事業 徳島市

三好市全世代活躍コミュニティ創出プロジェクト事業 三好市

三好市アウトドアスポーツのまちづくり事業 三好市

地域商社立ち上げによる一次産業（林業・農業）の販路拡大・人材育成事業 那賀町

「牟岐町ふるさと町民」創出プロジェクト 牟岐町

インバウンドで町“にぎやかそ” 美波町

令
和
３
年

第
１
回

「恋人の聖地」広域市町村連携によるデジタル・シティプロモーション事業 阿南市

社会・経済状況の変化に適応する「とくしま農林水産業」生産力強化戦略 県・４市町連携

イーストとくしまDMOニューツーリズム推進による新たな事業創出による地域活性化
の実現

15市町連携

世界最大級『鳴門の渦潮』を中心とした広域観光ブランディング事業 鳴門市

テレワークを活用した「地域の稼ぐ力」向上計画 小松島市

移住支援情報システム構築によるイイ那賀暮らし推進事業 那賀町

松茂町交流拠点施設を核とした徳島教育アップデート事業 松茂町

とくしま「スポーツ・レガシー」創造戦略 県・５市町連携

健康経営・リカレントを核とした「人生100年時代」への挑戦プロジェクト 徳島県・那賀町

地方創生関係交付金事業一覧表【推進】
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ま
と
め

　
地
方
創
生
関
係
交
付
金
に
携
わ
る
と
き
に

大
切
な
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
交
付
金
が
ど
の

よ
う
な
目
的
で
国
か
ら
交
付
さ
れ
る
も
の
な

の
か
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
上

記
徳
島
県
内
の
事
業
の
う
ち
、
ど
れ
か
ひ
と

つ
興
味
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
調
べ
て
み
て
も
ら
い
た
い
。
事
業

の
概
要
が
公
表
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

ど
の
事
業
も
検
討
に
検
討
を
重
ね
て
考
え
ら

れ
て
い
る
の
で
、
今
後
の
参
考
に
な
る
だ
ろ

う
。

　
今
後
、
徳
島
県
内
で
地
方
創
生
関
係
交
付

金
の
採
択
事
業
が
増
え
、
地
域
の
活
性
化
が

進
む
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

地方創生関係交付金事業一覧表【拠点】

年回 事　　　　　業　　　　　名 実　施　団　体

平
成
29
年

第
１
回

とくしまカヌー・レガシー創出事業 徳島県・那賀町

アグリサイエンスゾーン拠点整備事業 徳島県

肉用鶏・肉用牛生産を核とした地方創生のための拠点施設整備事業 徳島県

林業の成長産業化の実現に向けた未来創造拠点整備事業 徳島県

文化の森総合公園LED・デジタルアートミュージアム整備事業 徳島県

産学官連携による漁業振興拠点整備事業 徳島県

海藻養殖を核とした地方創生のための拠点施設整備事業 徳島県

大鳴門橋架橋記念館LED・デジタルアートミュージアム整備事業 徳島県

とくしま高機能素材活用支援施設整備事業 徳島県

「四国のゲートウェイ(関所)化」推進事業(駅前鳴門発信拠点施設) 鳴門市

あなんスマート・ワーク創造拠点オフィス整備計画 阿南市

「穴吹川～剣山」滞在型インバウンド推進事業 美馬市

まちかどインキュベーションセンター (仮称)整備計画 三好市

移住者向けお試し住宅整備計画 三好市

食業工房さなごうち整備計画 ～暮らしとしごとの交差点～ 佐那河内村

那賀町ドローン拠点施設整備事業 那賀町

多世代交流・多機能ワンストップ拠点施設整備事業 美波町

道の駅日和佐機能向上事業計画 美波町

木岐聖ヶ丘農林漁業体験施設増築事業計画 美波町

熱中小学校拠点整備プロジェクト 上板町

第
２
回

うだつの町並み滞在型魅力発信事業 美馬市

八面神社農村舞台整備事業 那賀町

海陽町移住体験施設整備事業 海陽町

板野町子育て支援拠点整備事業 板野町
平
成
30
年

第
１
回

林業分野における生産性革命の実現に向けたフォレストサイエンスゾーン強化事業 徳島県

平
成
31
年

第
１
回

里山の「宝」を再発見！にぎわい拠点整備事業 徳島県

郡里地域コミュニティー拠点施設整備事業 美馬市

藍染め普及支援事業拠点「(仮称)勝瑞藍工房」の整備 藍住町

「(仮称)道の駅いたのにおける地域振興施設整備事業」 板野町
令
和
２
年

第
１
回

松茂町新交流拠点施設整備事業 松茂町

(仮称)勝瑞藍工房本館整備事業 藍住町

令
和
３
年

第
１
回

道の駅「くるくる なると」における交流拠点施設整備事業 鳴門市

地方への人材循環促進住宅等整備事業 三好市

「awa臨港プロジェクト」(おきのすインドアパーク)防災拠点施設等整備事業 徳島県

うだつの町並み古民家改修による観光経済活性化事業 美馬市
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は
じ
め
に

　
今
般
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に
つ
い

て
、
社
会
に
与
え
た
影
響
は
大
き
く
、
大
都
市
部
へ
の

人
口
集
中
に
伴
う
リ
ス
ク
が
顕
在
化
し
、
都
市
部
を
中

心
に
「
テ
レ
ワ
ー
ク
の
普
及
」、「
兼
業
・
副
業
」、「
フ

リ
ー
ラ
ン
ス
」
な
ど
の
多
様
な
働
き
方
の
意
識
が
高
ま

る
と
と
も
に
、
若
者
世
代
を
中
心
に
「
地
方
回
帰
の
機

運
」
が
上
昇
し
て
い
る
。

　
特
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
で
首
都
圏
四
都

県
な
ど
に
緊
急
事
態
宣
言
が
発
令
さ
れ
た
影
響
で
、
東

京
都
に
お
い
て
は
、
令
和
二
年
七
月
か
ら
令
和
三
年
二

月
ま
で
八
か
月
連
続
で
転
出
超
過
が
続
い
た
と
こ
ろ
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
本
県
で
は
、「
人
口
減
少

の
克
服
」
と
「
東
京
一
極
集
中
の
是
正
」
に
よ
る
「
地

方
創
生
」
に
向
け
、「
令
和
六
年
度
の
県
外
か
ら
の
移

住
者
数
一
、
九
〇
〇
人
」
を
目
標
に
様
々
な
施
策
に
取

り
組
ん
で
い
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
目
標
を
達
成
す
る

べ
く
、
令
和
三
年
度
に
と
く
し
ま
ぐ
ら
し
応
援
課
移
住

交
流
担
当
が
実
施
し
て
い
る
「
徳
島
な
ら
で
は
」
の
事

業
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

移
住
者
と
は

　
移
住
者
に
つ
い
て
、
現
在
、
全
国
的
に
統
一
さ
れ
た

定
義
は
な
い
。
本
県
に
お
け
る
「
移
住
者
数
の
実
績
」

に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
は
各
市
町
村
の

「
移
住
交
流
支
援
セ
ン
タ
ー
」
や
「
移
住
担
当
窓
口
」
が
、

「
移
住
相
談
な
ど
に
よ
り
把
握
し
た
移
住
者
数
」
を
県

で
集
約
し
、
発
表
し
て
き
た
。

徳島県における徳島県における
移住交流推進事業について移住交流推進事業について

とくしまぐらし応援課主事（移住交流担当）　栄　　　礼　司

　
し
か
し
、
地
方
創
生
の
重
要
性
が
増
し
、
よ
り
効
果

的
な
移
住
支
援
施
策
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
で

き
る
だ
け
正
確
に
移
住
者
数
を
把
握
す
る
必
要
性
が
高

ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
平
成
二
十
七
年
度
か
ら
は
各
市
町

村
の
住
民
票
交
付
窓
口
で
「
転
入
状
況
ア
ン
ケ
ー
ト
」

に
回
答
し
て
い
た
だ
く
形
で
、
移
住
者
の
実
態
把
握
に

努
め
て
い
る
。

徳
島
県
の
移
住
者
数
に
つ
い
て

　
徳
島
県
に
お
け
る
令
和
二
年
度
の
県
外
か
ら
の
移
住

者
数
は
一
、
六
七
七
人
と
な
っ
て
お
り
令
和
元
年
度
の

一
、
八
四
四
人
と
比
べ
て
▲
九
、
一
％
の
減
と
な
っ
た
。

減
少
理
由
と
し
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
よ
る
県
境
を
跨
ぐ
移
動
制
限
の
影
響
や
、
地
方
暮
ら

し
に
興
味
が
あ
る
も
の
の
、
コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
生
活
の

見
通
し
が
不
安
で
、
移
住
と
い
う
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
の

大
き
な
変
更
に
、
躊
躇
す
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

令
和
三
年
度
の
移
住
交
流
関
連
事
業

に
つ
い
て

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
り
テ
レ
ワ
ー
ク

が
普
及
し
「
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
な
ど
の
多
様
な
働
き

方
・
暮
ら
し
方
へ
の
ニ
ー
ズ
が
高
ま
っ
て
い
る
。
本
県

で
も
移
住
交
流
人
口
や
徳
島
フ
ァ
ン
を
さ
ら
に
拡
大
し
、

「
と
く
し
ま
回
帰
」
を
加
速
す
る
た
め
、今
年
度
も
様
々

な
事
業
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
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（
１
）　〝
ア
ワ
〟
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン

に
つ
い
て

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る

価
値
観
の
変
容
に
よ
り
、
働
く
場

所
を
選
ば
な
い
「
リ
モ
ー
ト
ワ
ー

ク
」
の
導
入
が
進
ん
で
お
り
「
仕

事
（
ワ
ー
ク
）」
と
「
休
暇
（
バ
ケ
ー

シ
ョ
ン
）」
を
組
み
合
わ
せ
た
生

活
ス
タ
イ
ル「
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
」

へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。

　
本
県
は
「
Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
普
及
率
」

が
「
十
年
連
続
日
本
一
」
で
あ
り
、

「
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
」
に
必
須
の

基
盤
で
あ
る
「
全
国
屈
指
の
光
ブ

ロ
ー
ド
バ
ン
ド
環
境
」
が
整
備
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
徳
島
と
都

市
部
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
つ
な
い

で
仕
事
を
行
う
「
サ
テ
ラ
イ
ト
オ

フ
ィ
ス
」
発
祥
の
地
と
し
て
全
国

ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
誘
致
を
実
現
し

て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

推
進
に
つ
い
て
も
、
こ
の
「
通
信

イ
ン
フ
ラ
」
を
最
大
限
活
用
し
、

コ
ロ
ナ
禍
以
前
よ
り
、県
西
部「
に

し
阿
波
エ
リ
ア
」
を
は
じ
め
と
し

て
、
海
外
企
業
の
リ
モ
ー
ト
ワ
ー

ク
を
受
け
入
れ
、
地
元
企
業
と
の

販
路
開
拓
や
新
商
品
開
発
に
向
け

た
マ
ッ
チ
ン
グ
機
会
の
創
出
な
ど
を
行
い
、
民
間
レ
ベ

ル
で
も
自
立
的
な
交
流
が
継
続
・
拡
大
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
充
実
し
た
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
環
境
に
加
え
、

サ
ー
フ
ィ
ン
や
サ
イ
ク
リ
ン
グ
な
ど
の
「
自
然
」、
阿

波
踊
り
や
阿
波
藍
な
ど
の
「
文
化
」
な
ど
、
本
県
の
強

み
で
あ
る
「
地
域
資
源
」
と
組
み
合
わ
せ
た
徳
島
な
ら

で
は
の
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
「
ア
ワ
（
阿
波
）
ー
ケ
ー

シ
ョ
ン
」
と
名
付
け
推
進
し
て
い
る
。

　
令
和
三
年
度
は
ア
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
実
装
・
実
践

を
展
開
す
べ
く
「
ア
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
マ
ッ
プ
」
を
活

用
し
た
魅
力
発
信
や
県
外
事
業
者
等
の
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ

ン
誘
致
を
図
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
配
置
し
、
オ
ー

ダ
ー
メ
イ
ド
型
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
や
、
地
域
の
課
題

解
決
や
地
域
活
性
化
に
向
け
、
地
域
の
事
業
者
や
団
体

と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
を
促
進
し
て
い
る
。
さ
ら
に
南
部
や

西
部
に
お
い
て
も
ア
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
体
験
会
な
ど
を

計
画
し
て
お
り
、
ア
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
全
県
実
装
に

向
け
て
、
取
組
み
を
進
め
て
い
る
。

（
２
）　
サ
ブ
ス
ク
で
「
住
ま
い
」
と
「
移
動
」
ま
る
ご

と
サ
ポ
ー
ト
事
業
に
つ
い
て

　
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
働
き
方
が
変
革
し
、
場
所
を
選
ば

な
い
働
き
方
が
浸
透
し
て
き
た
と
は
い
え
、「
移
住
後

も
こ
れ
ま
で
の
生
活
拠
点
を
あ
る
程
度
、
往
来
さ
れ
る

方
」
や
「
都
市
部
在
住
で
マ
イ
カ
ー
を
所
有
し
て
お
ら

ず
、
日
常
生
活
で
の
移
動
に
不
安
を
抱
え
て
い
る
方
」

な
ど
が
い
る
。
こ
の
た
め
、
移
住
希
望
者
が
抱
え
る
課

題
解
決
に
直
結
す
る
支
援
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
移
住

希
望
者
の
経
済
的
不
安
を
払
拭
す
る
と
と
も
に
、
本
県
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へ
の
末
永
い
定
住
に
つ
な
げ
る
た
め
、「
賃
貸
住
宅
」

と
「
移
動
手
段
」
と
し
て
、
タ
ク
シ
ー
か
ら
航
空
機
ま

で
の
乗
り
放
題
な
ど
を
組
み
合
わ
せ
「
定
額
利
用
」
で

き
る
、
い
わ
ゆ
る
「
サ
ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
方
式
」
に

よ
る
「
サ
ブ
ス
ク
料
金
移
動
手
段
付
き
の
賃
貸
物
件
」

を
県
内
各
地
に
整
備
し
、
移
住
初
期
の
不
安
を
一
挙
に

解
消
す
る
「
徳
島
独
自
の
応
援
メ
ニ
ュ
ー
」
に
取
り
組

ん
で
い
る
。

　
具
体
的
に
は
「
住
ま
い
」
と
「
移
動
」
の
両
面
か
ら

移
住
希
望
者
支
援
に
取
り
組
む「
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
」

を
配
置
し
、
入
居
す
る
移
住
者
へ
バ
ス
、
タ
ク
シ
ー
、

レ
ン
タ
カ
ー
、
航
空
な
ど
の
移
動
手
段
を
賃
貸
物
件
の

オ
プ
シ
ョ
ン
と
し
て
月
額
定
額
利
用
で
き
る
「
サ
ブ
ス

ク
料
金
移
動
手
段
」
を
設
定
し
、「
サ
ブ
ス
ク
料
金
移

動
手
段
」
の
提
供
を
行
う
と
と
も
に
、
入
居
後
の
フ
ォ

ロ
ー
を
行
う
。

　
ま
た
、子
育
て
世
帯
の
移
住
者
に
は
、特
別
オ
プ
シ
ョ

ン
と
し
て
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
」

の
利
用
補
助
な
ど
を
行
い
、
快
適
な
「
と
く
し
ま
ぐ
ら

し
」
を
享
受
い
た
だ
け
る
環
境
づ
く
り
を
進
め
る
。

（
３
）　「
み
ん
な
で
リ
ス
タ
ー
ト
！
徳
島
移
住
促
進
事

業
」
に
つ
い
て

　
コ
ロ
ナ
禍
に
伴
う
価
値
観
の
変
容
を
受
け
、
若
者
や

子
育
て
世
代
の
地
方
移
住
へ
の
関
心
が
高
ま
り
を
見
せ

て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
、
徳
島
県
で
学
び
、
働
き
、

暮
ら
す
こ
と
を
希
望
す
る
学
生
に
、
多
様
な
進
路
選
択

の
機
会
を
提
供
す
る
た
め
、
転
入
学
・
再
入
学
等
に
伴

う
経
費
や
移
転
等
に
必
要
な
費
用
を
支
援
す
る
こ
と

で
「
と
く
し
ま
回
帰
」
を
推
進
す
る
た
め
、
令
和
二
年

度
に
県
外
の
大
学
等
を

中
途
退
学
し
て
、
県
内

の
大
学
に
転
入
学
、
も

し
く
は
就
業
す
る
学
生

を
対
象
に
「
リ
ス
タ
ー

ト
！
新
し
い
と
く
し
ま

暮
ら
し
支
援
金
」
を
創

設
し
た
。
さ
ら
に
令
和

三
年
度
に
お
い
て
は
、

対
象
者
の
拡
充
を
図
る

た
め
、
県
外
の
高
専
・

専
門
学
校
等
を
卒
業
し

た
学
生
も
対
象
に
加
え

る
こ
と
と
し
た
。

　
さ
ら
に
、
本
県
へ
移

住
し
て
自
然
豊
か
な
環

境
で
の
子
育
て
を
希
望

す
る
世
帯
に
対
し
て
、

転
入
等
に
必
要
な
費
用

を
支
援
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
後
二
年
以
上
在
住

す
る
世
帯
に
対
し
て

は
、
更
な
る
定
住
を
促

進
す
る
応
援
金
を
支
給

す
る
こ
と
で
、
経
済
的

な
負
担
の
軽
減
を
図
る

た
め
、「
子
育
て
世
帯
」

へ
の
支
援
枠
も
追
加
し

た
。
具
体
的
に
は
、
対

象
者
を
県
外
か
ら
の
移
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住
者
か
つ
、
未
就
学
児
を
持
つ
「
子
育
て
世
帯
」
と
し
、

移
住
当
初
一
世
帯
あ
た
り
十
万
円
を
支
給
。
二
年
経
過

後
は
定
住
支
援
と
し
て
さ
ら
に
十
万
円
を
支
給
す
る
。

　
若
者
と
子
育
て
世
代
を
応
援
す
る
こ
の
支
援
金
で

「
徳
島
な
ら
で
は
」の「
リ
ス
タ
ー
ト
」を
推
進
し
て
い
る
。

（
４
）　「
県
内
学
生
と
く
し
ま
ぐ
ら
し
応
援
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」
に
つ
い
て

　
長
引
く
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
影
響
を

受
け
、
県
内
学
生
に
お
い
て
は
、「
外
出
や
移
動
の
自

粛
」、「
ア
ル
バ
イ
ト
先
の
営
業
時
間
短
縮
や
休
業
に
よ

る
収
入
減
」
に
よ
り
、
日
々
の
生
活
に
大
き
な
支
障
が

生
じ
、ま
た
、県
内
事
業
者
は
「
需
要
の
縮
小
」
や
「
販

路
の
喪
失
」
な
ど
様
々
な
影
響
を
受
け
た
。
そ
こ
で
、

県
内
学
生
へ
の
緊
急
的
な
生
活
支
援
の
た
め
、
米
を
は

じ
め
と
す
る
県
産
食
料
品
を
購
入
し
、
定
期
的
に
学
生

へ
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
県
産
食
料
品
を
通
じ
、
徳

島
の
魅
力
を
感
じ
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
県
内
学
生

の
「
と
く
し
ま
ぐ
ら
し
」
を
応
援
し
、本
県
と
の
「
絆
」

や
「
愛
着
」
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
に
実
施
さ
れ
た

も
の
が
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。

　
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
令
和
三
年
六
月
か
ら
八
月
ま

で
の
三
か
月
間
、
月
二
回
の
ペ
ー
ス
で
一
人
暮
ら
し
の

学
生
の
方
々
へ
県
産
食
料
品
を
提
供
し
、
八
月
三
十
日

の
第
六
回
目
の
配
布
を
も
っ
て
事
業
は
終
了
し
た
。

　
一
方
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
は
依
然
長
引

い
て
お
り
、学
生
も
「
ま
だ
ア
ル
バ
イ
ト
に
入
れ
な
い
」

な
ど
、
未
だ
日
々
の
生
活
に
支
障
が
生
じ
て
い
る
こ
と
、

ま
た
、
学
校
関
係
者
か
ら
も
「
学
生
を
取
り
巻
く
環
境

は
厳
し
い
」、「
食
料
品
の
配
布
を
ぜ
ひ
継
続
し
て
ほ
し

い
」
と
の
声
を
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
引
き
続

き
食
料
品
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
県
内
の
学
生
と
事

業
者
の
マ
ッ
チ
ン
グ
の
場
を
創
出
す
る
「
県
内
学
生
と

く
し
ま
ぐ
ら
し
応
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
トN
EX

T

　ST
A
G
E

」

を
九
月
補
正
予
算
に
計
上
し
た
。
今
回
の
支
援
を
き
っ

か
け
に
構
築
し
た
学
校
や
学
生
と
の
つ
な
が
り
を
し
っ

か
り
活
か
し
、
県
内
の
学
生
と
事
業
者
の
マ
ッ
チ
ン
グ

の
場
を
創
出
す
る
こ
と
で
、
学
生
と
本
県
と
の
「
絆
」

や
「
愛
着
」
を
深
め
、
若
者
の
「
と
く
し
ま
回
帰
」
の

機
運
を
加
速
さ
せ
て
い
く
。

お
わ
り
に

　
今
回
紹
介
し
た
も
の
は
と
く
し
ま
ぐ
ら
し
応
援
課
　

移
住
交
流
担
当
が
取
り
組
ん
で
い
る
事
業
の
一
部
で
あ

り
、
こ
れ
ら
以
外
に
も
様
々
な
事
業
に
取
り
組
ん
で
い

る
。
我
々
と
く
し
ま
ぐ
ら
し
応
援
課
移
住
交
流
担
当
の

業
務
や
活
動
内
容
に
つ
い
て
は
移
住
交
流
サ
イ
ト
「
住

ん
で
み
ん
で
徳
島
で
！
」
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
フ
ェ
イ

ス
ブ
ッ
ク
な
ど
で
発
信
中
な
の
で
、
是
非
ご
覧
い
た
だ

き
た
い
。
そ
し
て
今
後
も
県
や
市
町
村
、
関
係
団
体
と

連
携
し
、
移
住
者
数
や
徳
島
フ
ァ
ン
を
増
加
さ
せ
る
た

め
の
効
果
的
な
施
策
を
打
ち
出
す
こ
と
で
「
と
く
し
ま

回
帰
」
の
流
れ
を
推
進
し
て
参
り
た
い
。
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は
じ
め
に

　
現
在
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
少
子
高
齢
化
に
よ
る

人
口
減
少
と
局
地
的
大
雨
を
は
じ
め
と
す
る
災
害
の
激

甚
化
と
い
う
二
つ
の
国
難
に
直
面
し
て
い
る
と
と
も
に
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
対
応
も
求
め
ら
れ

る
な
ど
、
地
方
公
共
団
体
を
取
り
巻
く
環
境
も
大
き
く

変
化
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
環
境
の
変
化
に
対
応
し

て
い
く
手
段
と
し
て
、
デ
ジ
タ
ル
の
浸
透
が
人
々
の
生

活
を
あ
ら
ゆ
る
面
で
よ
り
良
い
方
向
に
変
化
さ
せ
る
Ｄ

Ｘ
（
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
）
推
進

を
は
か
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

　
政
府
全
体
の
取
組
と
し
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

の
普
及
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
活
用
の
促
進
を
強
力
に

推
進
し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
を
基
盤
と
し
た
安
全
・

安
心
で
利
便
性
の
高
い
デ
ジ
タ
ル
社
会
と
公
平
で
効
率

的
な
行
政
の
構
築
を
目
指
し
て
き
て
お
り
、
更
な
る
取

組
を
進
め
る
た
め
、
令
和
三
年
九
月
一
日
に
デ
ジ
タ
ル

社
会
形
成
の
司
令
塔
と
な
る
「
デ
ジ
タ
ル
庁
」
が
発
足

し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
な
お
、本
稿
の
内
容
は
執
筆
時
点
（
令
和
三
年
十
月
）

の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
ご
留
意
い
た
だ
き
た
い
。

デ
ジ
タ
ル
庁
に
つ
い
て

　
デ
ジ
タ
ル
庁
は
、「
誰
一
人
取
り
残
さ
な
い
、
人
に

優
し
い
デ
ジ
タ
ル
化
」
を
図
る
た
め
に
、
令
和
三
年
九

月
一
日
に
発
足
し
た
。
デ
ジ
タ
ル
庁
が
進
め
る
政
策
に

つ
い
て
は
、
１.

　
デ
ジ
タ
ル
社
会
に
必
要
な
共
通
機
能

自治体DX推進と自治体DX推進と
マイナンバー制度についてマイナンバー制度について

デジタルとくしま推進課主事（DX 推進担当）　宮　本　聖　人

の
整
備
・
普
及
、
２.

　
国
民
目
線
の
Ｕ
Ｉ
・
Ｕ
Ｘ
の
改

善
と
国
民
向
け
サ
ー
ビ
ス
の
実
現
、
３.

　
国
等
の
情
報

シ
ス
テ
ム
の
統
括
・
監
理
、
な
ど
と
な
っ
て
お
り
、
こ

れ
ら
の
政
策
を
と
お
し
て
、
誰
一
人
取
り
残
さ
な
い
デ

ジ
タ
ル
社
会
の
実
現
を
目
指
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

自
治
体
Ｄ
Ｘ
推
進
に
つ
い
て

　
令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日
、
政
府
に
お
い
て
「
デ

ジ
タ
ル
社
会
の
実
現
に
向
け
た
改
革
の
基
本
方
針
」
が

閣
議
決
定
さ
れ
、
目
指
す
べ
き
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
ビ

ジ
ョ
ン
と
し
て
「
デ
ジ
タ
ル
の
活
用
に
よ
り
、
一
人
ひ

と
り
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
サ
ー
ビ
ス
を
選
ぶ
こ
と
が
で

き
、
多
様
な
幸
せ
が
実
現
で
き
る
社
会
」
を
掲
げ
、「
誰

一
人
取
り
残
さ
な
い
、
人
に
優
し
い
デ
ジ
タ
ル
化
」
を

進
め
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

　
こ
の
ビ
ジ
ョ
ン
の
実
現
の
た
め
に
は
、
住
民
に
身
近

な
行
政
を
担
う
自
治
体
、
と
り
わ
け
市
町
村
の
役
割
は

極
め
て
重
要
と
な
る
。
自
治
体
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、

自
ら
が
担
う
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
デ
ジ
タ
ル
技

術
や
デ
ー
タ
を
活
用
し
て
、
住
民
の
利
便
性
を
向
上
さ

せ
る
と
と
も
に
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
や
Ａ
Ｉ
等
の
活
用
に

よ
り
業
務
効
率
化
を
図
り
、
人
的
資
源
を
行
政
サ
ー
ビ

ス
の
更
な
る
向
上
に
繋
げ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　
同
日
、
総
務
省
は
、「
自
治
体
デ
ジ
タ
ル
・
ト
ラ
ン

ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
（
Ｄ
Ｘ
）
推
進
計
画
」
を
策
定

し
、
自
治
体
が
重
点
的
に
取
り
組
む
べ
き
事
項
・
内
容

を
具
体
化
す
る
と
と
も
に
、
総
務
省
及
び
関
係
省
庁
に

よ
る
支
援
策
等
を
と
り
ま
と
め
、
国
が
主
導
的
に
役
割
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を
果
た
し
つ
つ
、
自
治
体
全
体
と
し
て
、
足
並
み
を
揃

え
て
自
治
体
Ｄ
Ｘ
の
推
進
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
と

し
て
い
る
。

　
自
治
体
Ｄ
Ｘ
推
進
計
画
に
定
め
ら
れ
た
重
点
取
組
事

項
と
し
て
、
次
の
六
項
目
が
挙
げ
ら
れ
る
。

① 

自
治
体
の
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
・
共
通
化

② 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
普
及
促
進

③ 

自
治
体
の
行
政
手
続
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化

④ 

自
治
体
の
Ａ
Ｉ
・
Ｒ
Ｐ
Ａ
の
利
用
推
進

⑤ 

テ
レ
ワ
ー
ク
の
推
進

⑥ 

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
徹
底

　
本
稿
で
は
、「
②
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
普
及
促

進
」
及
び
「
③
自
治
体
の
行
政
手
続
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
」

に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て

【
制
度
の
概
要
】

　
平
成
二
十
七
年
十
月
以
降
、
住
民
票
を
有
す
る
方
に

十
二
桁
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
が
付
番
さ
れ

て
お
り
、
社
会
保
障
・
税
・
災
害
対
策
の
分
野
に
お
い

て
、
複
数
の
機
関
が
保
有
す
る
個
人
の
情
報
が
同
一
人

の
情
報
で
あ
る
こ
と
を
確
実
か
つ
迅
速
に
確
認
す
る
こ

と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
目
的
と
し
て
、
次
の
三
項
目

が
挙
げ
ら
れ
る
。

①
国
民
の
利
便
性
の
向
上

　
こ
れ
ま
で
は
、
自
治
体
に
お
け
る
様
々
な
手
続
き

で
、
課
税
証
明
書
等
の
添
付
書
類
の
提
出
が
必
要
で

あ
っ
た
が
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
利
用
し
た
情
報
連
携

が
行
え
る
た
め
、
書
類
の
添
付
を
省
略
で
き
る
よ
う

に
な
り
、
手
続
き
の
簡
素
化
及
び
国
民
の
負
担
軽
減

が
図
ら
れ
る
。

②
行
政
の
効
率
化

　
国
や
地
方
公
共
団
体
間
で
の
情
報
連
携
に
よ
り
、

情
報
の
照
会
、
転
記
等
に
要
す
る
時
間
や
労
力
が
削

減
さ
れ
、
手
続
き
の
効
率
化
が
図
ら
れ
る
。

③
公
平
・
公
正
な
社
会
の
実
現

　
国
民
の
所
得
状
況
や
他
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
受
給

状
況
等
が
把
握
し
や
す
く
な
り
、
税
や
社
会
保
障
の

負
担
を
免
れ
る
こ
と
や
不
正
受
給
の
防
止
、
き
め
細

か
な
支
援
が
可
能
に
な
る
。

【
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
つ
い
て
】

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
、
自
治
体
で
の
様
々
な
手

続
き
や
税
の
申
告
な
ど
に
お
い
て
、
個
人
番
号
を
記
載

し
た
際
の
個
人
番
号
の
証
明
や
本
人
確
認
書
類
と
し
て

利
用
で
き
る
ほ
か
、
電
子
証
明
書
を
使
っ
て
様
々
な

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

　
電
子
証
明
書
に
は
、「
署
名
用
電
子
証
明
書
」
と
「
利

用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
」
が
あ
り
、
署
名
用
電
子
証

明
書
は
、
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
等
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
で
電

子
文
書
を
作
成
・
送
信
す
る
際
に
利
用
し
、
利
用
者
証

明
用
電
子
証
明
書
は
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
へ
の
ロ
グ
イ

ン
や
コ
ン
ビ
ニ
交
付
等
で
利
用
で
き
る
。

公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て

　
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
は
、
行
政
手
続
の
オ
ン
ラ

イ
ン
申
請
・
届
出
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
へ
の
ロ

グ
イ
ン
等
に
用
い
ら
れ
る
本
人
確
認
の
手
段
で
あ
り
、

先
に
記
載
し
た
電
子
証
明
書
を
利
用
し
た
サ
ー
ビ
ス
と

な
っ
て
い
る
。

　
本
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
に
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
手

続
き
が
で
き
る
こ
と
、
公
的
個
人
認
証
の
電
子
証
明
書

が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
次
に
、
パ
ソ

コ
ン
に
利
用
者
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
ソ
フ
ト
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
、
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
を
用
意
す
る
ほ
か
、

電
子
証
明
書
を
読
み
取
れ
る
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
利
用

す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
、
電
子
証
明
書
が
記
録

さ
れ
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
用
意
す
る
。
電
子
証

明
書
の
発
行
手
続
き
に
は
、
暗
証
番
号
の
設
定
が
必
要

と
な
り
、
署
名
用
電
子
証
明
書
は
六
桁
か
ら
十
六
桁
の

英
数
字
、
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
は
四
桁
の
数
字

を
設
定
す
る
。
電
子
証
明
書
は
、
発
行
日
か
ら
五
回
目

の
誕
生
日
ま
で
有
効
で
あ
る
。
た
だ
し
、
署
名
用
電
子

証
明
書
に
つ
い
て
は
、
住
所
・
氏
名
・
性
別
が
変
更
さ

れ
た
場
合
に
は
無
効
と
な
り
、
さ
ら
に
、
電
子
証
明
書

の
格
納
媒
体
で
あ
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
有
効
期

間
が
満
了
と
な
っ
た
時
点
で
、
電
子
証
明
書
の
有
効
期

間
も
満
了
す
る
。
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マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
及
び

ぴ
っ
た
り
サ
ー
ビ
ス
に

つ
い
て

　
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
と
は
、
ぴ
っ

た
り
サ
ー
ビ
ス
に
よ
る
電
子
申
請

を
行
う
こ
と
や
自
身
の
所
得
等
を

確
認
す
る
こ
と
、
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
や

ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
な
ど
に
つ
な
ぐ

こ
と
で
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
ス

ム
ー
ズ
に
ロ
グ
イ
ン
し
て
利
用
で

き
る
こ
と
、
行
政
機
関
が
情
報
連

携
に
よ
り
照
会
を
行
っ
た
記
録
の

確
認
の
ほ
か
、
令
和
三
年
十
月
か

ら
本
格
運
用
が
開
始
さ
れ
る
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
健
康
保
険
証

利
用
申
込
み
等
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
政
府
運
営
の
オ
ン
ラ
イ
ン

サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
。

　
本
稿
に
お
い
て
は
、
ぴ
っ
た
り

サ
ー
ビ
ス
及
び
令
和
三
年
度
か
ら

開
始
さ
れ
た
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
申

請
管
理
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。

　
ぴ
っ
た
り
サ
ー
ビ
ス
は
、
子
育

て
や
介
護
を
は
じ
め
と
す
る
行
政

手
続
の
検
索
や
電
子
申
請
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
自

治
体
Ｄ
Ｘ
推
進
計
画
で
は
、
本

サ
ー
ビ
ス
を
活
用
し
て
行
政
手
続

の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
を
進
め
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

特
に
国
民
の
利
便
性
の
向
上
に
資
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
化

対
象
手
続
と
し
て
、
子
育
て
関
係
、
介
護
関
係
、
被
災

者
支
援
関
係
及
び
自
動
車
保
有
関
係
の
三
十
一
手
続

き
（
図
１
）
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
以
外
の
各

種
行
政
手
続
に
つ
い
て
も
積
極
的
に
オ
ン
ラ
イ
ン
化
を

進
め
て
い
く
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
国
の
支
援
策
と
し

て
は
、「
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
申
請
管
理
」
の
運
用
を
開

始
し
て
、
す
べ
て
の
地
方
公
共
団
体
は
Ｌ
Ｇ
Ｗ
Ａ
Ｎ-

Ａ
Ｓ
Ｐ
と
個
別
の
契
約
を
す
る
こ
と
な
く
、
ぴ
っ
た
り

サ
ー
ビ
ス
で
申
請
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
Ｌ
Ｇ
Ｗ
Ａ
Ｎ
環
境

に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
こ
と
や
、

標
準
様
式
を
作
成
す
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
マ

イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
申
請
管
理
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、
運

用
部
局
で
あ
る
デ
ジ
タ
ル
庁
に
申
請
が
必
要
と
な
る
。

 

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
取
得
促
進
に

つ
い
て

　
自
治
体
Ｄ
Ｘ
推
進
計
画
の
行
政
手
続
の
オ
ン
ラ
イ
ン

化
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、

徳
島
県
に
お
け
る
カ
ー
ド
交
付
率
は
三
七
・
八
％(

令

和
三
年
九
月
三
十
日
現
在)

と
な
っ
て
い
る
。
国
や
自

治
体
に
お
い
て
取
得
促
進
に
向
け
た
様
々
な
取
組
が
行

わ
れ
て
い
る
。

【
国
の
取
得
促
進
に
関
す
る
取
組
】

①
令
和
二
年
十
二
月
か
ら
令
和
三
年
三
月
に
か
け
て
、

カ
ー
ド
の
未
取
得
者
に
対
し
、
カ
ー
ド
の
申
請
に
必

要
な
交
付
申
請
書
（
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
付
き
）
を
送
付
。

図１　出典：自治体 DX 推進計画概要
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②
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
※
）
を
使
っ
て
予
約
・
申

込
を
行
い
、 

選
択
し
た
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
サ
ー

ビ
ス
で
チ
ャ
ー
ジ
ま
た
は
買
物
を
す
る
と
、
そ
の

サ
ー
ビ
ス
で
、
利
用
金
額
の
二
五
％
分
の
ポ
イ
ン
ト

（
上
限
五
、〇
〇
〇
円
分
）
が
も
ら
え
る
「
マ
イ
ナ
ポ

イ
ン
ト
事
業
」
を
実
施
。

　
※
令
和
三
年
四
月
末
ま
で
に
カ
ー
ド
の
交
付
申
請
を

行
っ
た
人
が
対
象

③
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
活
用
し
た
各
種
カ
ー
ド
等

の
デ
ジ
タ
ル
化
等
に
つ
い
て
、「
デ
ジ
タ
ル
・
ガ
バ

メ
ン
ト
実
行
計
画
（
令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日
閣

議
決
定
。
国
・
地
方
デ
ジ
タ
ル
化
指
針
及
び
工
程
表

を
含
む
。）
等
に
基
づ
い
て
推
進
。

④
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
利
便
性
向
上
の
た
め
、
次

の
法
改
正
を
行
っ
た
。

　
１.

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
電
子
証
明
書
の
発

行
・
更
新
等
を
、
住
所
地
市
区
町
村
が
指
定
し
た

郵
便
局
に
お
い
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
す
る
（
郵
便
局
事
務
取
扱
法
改
正
）。

　
２.

　
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
、
署
名
検

証
者
等
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
、
本
人
の
同
意

が
あ
る
と
き
は
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム

機
構
か
ら
基
本
四
情
報
（
氏
名
、
生
年
月
日
、
性

別
、
住
所
）
等
の
提
供
を
行
う
こ
と
と
す
る
（
公

的
個
人
認
証
法
改
正
）。

　
３.

　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
へ
の
電
子
証
明
書
の
搭
載
を

可
能
と
す
る
（
公
的
個
人
認
証
法
改
正
）。

　
４.

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
所
持
者
の
転
出
届
に
関

す
る
情
報
を
、
転
入
先
に
住
基
ネ
ッ
ト
回
線
を
通

じ
て
あ
ら
か
じ
め
通
知
す
る
た
め
の
規
定
を
整
備

す
る
こ
と
と
す
る
（
住
民
基
本
台
帳
法
改
正
）。

⑤
普
及
促
進
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

【
徳
島
県
に
お
け
る
取
組
】

　
令
和
二
年
度
は
、
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
予
約
・
申
込

を
行
い
、
対
象
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
サ
ー
ビ
ス
を

徳
島
県
内
の
対
象
店
舗
で
利
用
す
る
と
最
大
三
、
〇
〇

〇
円
が
付
与
さ
れ
る
「
徳
島
県
版
プ
レ
ミ
ア
ム
ポ
イ

ン
ト
事
業
」
を
実
施
し
た
。
令
和
三
年
度
は
、「
ま
な

び
ー
あ
徳
島
」
の
講
座
を
受
講
し
て
「
ま
な
び
ー
あ
す

だ
ち
く
ん
」
の
単
位
認
定
シ
ー
ル
を
一
〇
〇
枚
集
め
る

こ
と
や
、
と
く
し
ま
健
康
ポ
イ
ン
ト
ア
プ
リ
「
テ
ク
と

く
」
で
一
五
、〇
〇
〇
ポ
イ
ン
ト
以
上
貯
め
る
こ
と
で
、

五
〇
〇
円
分
の
自
治
体
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
が
取
得
で
き

る
「
徳
島
県
自
治
体
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
事
業
」
を
実
施

し
て
い
る
。
ま
た
、
県
内
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
や

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
、
道
の
駅
等
に
お
い
て
、
カ
ー

ド
の
申
請
手
続
き
を
支
援
す
る
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
出
張
申
請
サ
ポ
ー
ト
」
を
実
施
し
た
。

お
わ
り
に

　
冒
頭
で
も
触
れ
た
と
お
り
、
地
方
公
共
団
体
を
取
り

巻
く
環
境
は
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
状
況
下
に
お
い
て
迅
速
か
つ
効
率
的
に
住
民
サ
ー

ビ
ス
を
行
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
自
治
体
Ｄ
Ｘ
の
推
進

が
鍵
と
な
り
、
ま
た
、
住
民
の
方
の
行
政
手
続
に
お
け

る
利
便
性
の
向
上
に
は
行
政
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
基
盤
と

位
置
付
け
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
活
用
い
た
だ
く

こ
と
が
有
効
と
考
え
る
。

　
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し
て
、
行
政
事
務
の
効
率
化

や
利
便
性
の
向
上
を
図
り
、
自
治
体
の
限
り
あ
る
資
源

を
必
要
な
分
野
に
集
中
的
に
配
分
し
、
住
民
福
祉
の
向

上
や
持
続
可
能
な
地
域
社
会
に
繋
げ
る
た
め
、
積
極
的

に
自
治
体
Ｄ
Ｘ
推
進
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

参
考
文
献

総
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

内
閣
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

デ
ジ
タ
ル
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

自
治
体
デ
ジ
タ
ル
・
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン

（
Ｄ
Ｘ
）
推
進
計
画
（
概
要
）

デ
ジ
タ
ル
社
会
の
実
現
に
向
け
た
改
革
の
基
本
方
針
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に
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
、「
新
し
い
生
活
様
式
」
に

お
け
る
デ
ジ
タ
ル
技
術
活
用
に
対
し
て
も
順
応
性
が
高

い
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
利
用
者
側
で
あ
る

国
民
の
受
け
入
れ
態
勢
は
問
題
な
い
が
、
提
供
者
側
で

あ
る
官
民
の
デ
ジ
タ
ル
技
術
活
用
の
基
盤
整
備
に
つ
い

て
は
難
が
あ
り
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
対
応
の
中
で
そ

の
粗
雑
さ
が
表
面
化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
具
体
的
な

例
で
い
う
と
、
特
別
定
額
給
付
金
の
対
応
が
挙
げ
ら
れ

る
。
迅
速
な
給
付
や
「
三
密
」（
密
閉
・
密
集
・
密
接
）

回
避
を
目
指
し
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
マ
イ
ナ

ポ
ー
タ
ル
を
利
用
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
を
整
備
し
た

が
、
申
請
受
付
し
た
デ
ー
タ
を
給
付
処
理
ま
で
デ
ジ
タ

ル
で
一
貫
し
て
取
り
扱
う
体
制
が
整
っ
て
お
ら
ず
、
結

果
と
し
て
時
間
を
要
す
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
自
体
の
普
及
促
進
も
十

分
と
は
言
え
ず
、
課
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
特
別
定
額

給
付
金
の
他
に
は
、
押
印
や
対
面
・
書
面
の
や
り
と
り

が
法
令
や
慣
行
で
求
め
ら
れ
て
い
る
た
め
テ
レ
ワ
ー
ク

が
で
き
な
い
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
環
境
や
情
報
シ
ス
テ
ム

の
構
築
が
異
な
る
た
め
Ｗ
ｅ
ｂ
会
議
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ど
、
法
整
備
の
面
で
も
環
境

整
備
の
面
で
も
、
日
本
社
会
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
遅
れ
が

露
呈
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
こ
う
し
た
デ
ジ
タ
ル
化
の
遅
れ
に
対
応
す
る
た
め
、

国
に
お
い
て
令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日
に
「
デ
ジ
タ

ル
社
会
の
実
現
に
向
け
た
改
革
の
基
本
方
針
」
が
閣
議

決
定
さ
れ
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
将
来
像
、
高
度
情
報
通

信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
形
成
基
本
法
（
Ｉ
Ｔ
基
本
法
）

の
見
直
し
の
考
え
方
、
デ
ジ
タ
ル
庁
設
置
の
考
え
方
が

は
じ
め
に

　
近
年
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
（
モ
ノ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
）、
ビ
ッ

グ
デ
ー
タ
、
Ａ
Ｉ
、
ロ
ボ
ッ
ト
と
い
っ
た
先
端
技
術
の

躍
進
や
、
人
々
の
間
を
行
き
交
う
デ
ー
タ
の
大
容
量
化

や
多
様
化
に
よ
り
、
我
々
を
取
り
巻
く
社
会
は
目
ま
ぐ

る
し
い
変
化
を
続
け
て
い
る
。
更
に
は
、
今
般
の
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
よ
り
、

感
染
予
防
を
念
頭
に
置
い
た
「
新
し
い
生
活
様
式
」
と

い
う
共
通
認
識
が
生
ま
れ
、
人
々
の
行
動
自
体
に
も
変

化
が
起
こ
っ
て
い
る
。
人
と
の
接
触
を
避
け
る
た
め
に

制
約
を
受
け
る
行
動
変
容
は
、
日
常
生
活
の
様
々
な
場

面
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
職
場
で
は
テ
レ
ワ
ー
ク
、
教
育

現
場
で
は
遠
隔
教
育
、
医
療
現
場
で
は
遠
隔
診
療
な
ど
、

対
面
か
ら
非
対
面
、
接
触
か
ら
非
接
触
の
や
り
と
り
へ

移
行
す
る
需
要
が
増
大
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
需
要
に

応
え
て
移
行
を
進
め
る
た
め
に
は
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
の

活
用
が
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
重
要
性
が
再
認
識

さ
れ
て
い
る
。
総
務
省
の
令
和
二
年
通
信
利
用
動
向
調

査
に
よ
る
と
、
個
人
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
者
の
割

合
は
八
三
・
四
％
と
な
っ
て
お
り
、
特
に
十
三
歳
か
ら

五
十
九
歳
ま
で
の
各
年
齢
階
層
に
お
け
る
利
用
者
の
割

合
に
つ
い
て
は
九
割
を
上
回
っ
て
い
る
。
ま
た
、
世
帯

単
位
の
情
報
通
信
機
器
の
保
有
状
況
で
は
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
が
八
六
・
八
％
ま
で
順
調
に
増
加
し
て
き
て
お

り
、
携
帯
電
話
や
Ｐ
Ｈ
Ｓ
も
含
め
た
モ
バ
イ
ル
端
末
全

体
で
み
る
と
九
六
・
八
％
ま
で
上
昇
す
る
。
こ
れ
ら
の

数
字
か
ら
、
日
本
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用

者
の
割
合
及
び
情
報
通
信
機
器
の
普
及
率
は
高
水
準
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示
さ
れ
た
。
そ
の
趣
旨
は
、
デ
ジ

タ
ル
社
会
の
ビ
ジ
ョ
ン
と
し
て

「
デ
ジ
タ
ル
の
活
用
に
よ
り
、
一

人
ひ
と
り
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た

サ
ー
ビ
ス
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
、

多
様
な
幸
せ
が
実
現
で
き
る
社

会
」
を
掲
げ
、「
誰
一
人
取
り
残

さ
な
い
、
人
に
優
し
い
デ
ジ
タ
ル

化
」
を
進
め
て
い
く
。
そ
の
上
で
、

高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

整
備
が
相
当
程
度
進
展
し
た
現
代

に
お
け
る
Ｉ
Ｔ
基
本
法
の
全
体
的

な
見
直
し
を
進
め
て
、
コ
ロ
ナ
対

応
が
明
ら
か
に
し
た
課
題
を
は
じ

め
と
す
る
様
々
な
社
会
的
課
題
に

的
確
に
対
応
す
る
た
め
、
デ
ジ
タ

ル
社
会
形
成
の
司
令
塔
と
し
て
総

合
調
整
機
能
を
有
す
る
デ
ジ
タ
ル

庁
を
設
置
し
、
社
会
全
体
の
デ
ジ

タ
ル
化
を
強
力
に
推
し
進
め
て
い

く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

社
会
経
済
活
動
全
般
に
お
け
る
デ

ジ
タ
ル
・
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー

シ
ョ
ン
（
Ｄ
Ｘ
）
は
今
後
の
日
本

社
会
の
経
済
成
長
と
課
題
解
決
に

繋
が
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
た
め
、

社
会
全
体
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
お
い

て
は
民
間
の
役
割
も
重
要
視
さ
れ

て
い
る
。
国
民
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
対
す
る
知
見
の
蓄

積
は
行
政
よ
り
も
民
間
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
国
民
の
幸
福
な
生
活
を
実
現
す
る
上
で
、
民
間
が

主
導
的
役
割
を
担
い
、
行
政
は
そ
の
た
め
の
環
境
整
備

を
図
る
と
い
う
役
割
分
担
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。
本
稿

で
は
、
行
政
側
の
役
割
で
あ
る
「
デ
ジ
タ
ル
社
会
実
現

に
向
け
た
基
盤
整
備
」
に
注
目
し
、
国
と
地
方
公
共
団

体
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
取
組
み
が
進

め
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

自
治
体
Ｄ
Ｘ
推
進

　
行
政
側
に
求
め
ら
れ
て
い
る
役
割
と
し
て
、
ま
ず
は

「
自
治
体
Ｄ
Ｘ
推
進
」が
挙
げ
ら
れ
る
。
Ｄ
Ｘ
と
は
、「
Ｉ

Ｃ
Ｔ
の
浸
透
が
人
々
の
生
活
を
あ
ら
ゆ
る
面
で
よ
り
良

い
方
向
に
変
化
さ
せ
る
こ
と
」
を
指
す
。
デ
ジ
タ
ル
社

会
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
市
区
町
村
と

い
っ
た
よ
り
住
民
に
身
近
な
行
政
を
行
う
自
治
体
の
Ｄ

Ｘ
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
自
治
体
Ｄ
Ｘ
の
目
的
は
、

そ
れ
ぞ
れ
が
担
う
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
デ
ジ
タ
ル
技
術
や

デ
ー
タ
の
利
活
用
を
取
り
込
む
こ
と
で
、
住
民
の
利
便

性
向
上
や
業
務
の
効
率
化
を
図
る
こ
と
で
あ
る
。
更
に
、

多
様
な
主
体
間
で
円
滑
な
デ
ー
タ
流
通
が
で
き
る
よ
う
、

様
式
の
統
一
化
を
図
る
こ
と
で
、
自
ら
の
行
政
サ
ー
ビ

ス
の
向
上
に
繋
げ
つ
つ
、
社
会
に
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が

起
こ
る
こ
と
な
ど
が
期
待
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
自
治
体

Ｄ
Ｘ
を
効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
に
は
、
全
国
の
自
治

体
が
同
じ
目
標
に
向
け
て
足
並
み
を
揃
え
て
取
り
組
ん
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で
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
国
が
主
導
的
に
自
治

体
Ｄ
Ｘ
を
進
め
て
い
く
た
め
、
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備

計
画
で
あ
る
「
デ
ジ
タ
ル
・
ガ
バ
メ
ン
ト
実
行
計
画
」

が
令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
、
同

計
画
中
の
自
治
体
関
連
の
施
策
を
取
り
ま
と
め
て
、
重

点
的
に
取
り
組
む
べ
き
事
項
を
具
体
化
し
た
も
の
と
し

て
「
自
治
体
Ｄ
Ｘ
推
進
計
画
」
が
併
せ
て
策
定
さ
れ
た
。

同
計
画
の
対
象
期
間
は
二
〇
二
一
年
一
月
か
ら
二
〇
二

六
年
三
月
ま
で
で
あ
り
、
デ
ジ
タ
ル
庁
の
設
置
な
ど
国

の
動
向
を
反
映
さ
せ
る
よ
う
適
宜
見
直
し
が
行
わ
れ
る

と
さ
れ
て
い
る
。
具
体
化
さ
れ
た
重
点
取
組
事
項
に
は
、

①
自
治
体
の
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
・
共
通
化
、
②

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
普
及
促
進
、
③
行
政
手
続
の

オ
ン
ラ
イ
ン
化
、
④
Ａ
Ｉ
・
Ｒ
Ｐ
Ａ
の
利
用
推
進
、
⑤

テ
レ
ワ
ー
ク
の
推
進
、
⑥
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
徹
底

の
六
つ
の
項
目
が
あ
る
。
次
に
各
項
目
の
内
容
に
つ
い

て
触
れ
て
い
く
。

　
ま
ず
、
①
自
治
体
の
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
・
共

通
化
と
は
、
住
民
記
録
や
地
方
税
、
福
祉
な
ど
の
自
治

体
の
主
要
な
業
務
（
十
七
業
務
）
を
処
理
す
る
シ
ス
テ

ム
（
基
幹
系
シ
ス
テ
ム
）
に
つ
い
て
、
関
係
府
省
に
お

い
て
標
準
仕
様
書
を
作
成
し
た
上
で
、
各
事
業
者
が
標

準
仕
様
に
準
拠
し
て
開
発
し
た
シ
ス
テ
ム
を
ガ
バ
メ
ン

ト
ク
ラ
ウ
ド
上
に
構
築
し
、
自
治
体
が
自
ら
に
適
し
た

も
の
を
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
選
択
し
て
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
を
指
す
。
ガ
バ
メ

ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
と
は
、
国
の
情
報
シ
ス
テ
ム
の
共
通
的

な
基
盤
や
機
能
を
提
供
す
る
全
国
規
模
の
ク
ラ
ウ
ド

サ
ー
ビ
ス
環
境
を
構
築
す
る
考
え
方
の
こ
と
で
あ
り
、

地
方
自
治
体
の
情
報
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
も
そ
の
活
用

が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
各
自
治
体
が
独
自

で
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
を
行
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
生
じ
て
い

た
維
持
管
理
や
個
別
対
応
と
い
っ
た
負
担
の
軽
減
を
図

り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
の
普
及
促
進
な
ど
、
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
向
上
を
容
易
に
全
国
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る

デ
ジ
タ
ル
社
会
の
基
盤
と
な
る
。

　
次
に
、
②
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
普
及
促
進
と
は
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
行
政
手
続
な
ど
に
お
い
て
特
定

の
個
人
を
識
別
す
る
制
度
で
あ
り
、
行
政
機
関
の
情
報

連
携
に
よ
り
効
率
的
か
つ
安
心
・
安
全
な
行
政
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
を
可
能
に
す
る
た
め
、
二
〇
二
二
年
度
末
ま

で
に
は
ほ
と
ん
ど
の
住
民
が
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

保
有
し
て
い
る
こ
と
を
目
指
し
、
更
な
る
普
及
促
進
を

図
る
こ
と
を
指
す
。
本
人
確
認
書
類
と
し
て
用
い
る
こ

と
は
も
ち
ろ
ん
、
医
療
機
関
や
薬
局
で
健
康
保
険
証
と

し
て
の
使
用
、
コ
ン
ビ
ニ
で
各
種
証
明
書
の
発
行
、
オ

ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
各
種
手
続
を
可
能
と
す
る
な
ど
の
メ

リ
ッ
ト
を
有
し
て
お
り
、
今
後
も
法
整
備
を
進
め
て

様
々
な
機
能
を
集
約
し
て
い
く
こ
と
で
、
誰
も
が
デ
ジ

タ
ル
社
会
の
基
盤
に
ア
ク
セ
ス
し
て
、
そ
の
恩
恵
を
享

受
す
る
こ
と
が
で
き
る
必
需
品
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
二
〇
二
二
年
度
末
ま
で
に
ほ
と
ん
ど
の
住

民
が
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
保
有
し
て
い
る
状
況
を

想
定
し
て
、
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
る
利
便
性
の
向
上
を
早

期
に
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
特
に
国
民
の
利

便
性
向
上
に
資
す
る
手
続
（
三
十
一
手
続
）
に
つ
い
て
、

③
行
政
手
続
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
を
可
能
と
す
る
よ
う
整

備
を
進
め
て
い
く
。
具
体
的
に
は
、
原
則
、
全
自
治
体

に
お
い
て
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
用
い
て
子
育
て
や
介
護
な
ど
の
オ
ン
ラ
イ
ン

手
続
を
可
能
と
す
る
た
め
、
自
治
体
の
基
幹
系
シ
ス
テ

ム
と
ぴ
っ
た
り
サ
ー
ビ
ス
と
の
エ
ン
ド
ト
ゥ
エ
ン
ド
接

続
の
標
準
仕
様
書
を
作
成
し
、
そ
の
実
現
の
た
め
シ
ス

テ
ム
改
修
を
行
う
こ
と
を
指
す
。同
時
に
、マ
イ
ナ
ポ
ー

タ
ル
の
ユ
ー
ザ
ー
・
エ
ク
ス
ペ
リ
エ
ン
ス（
Ｕ
Ｘ
）、ユ
ー

ザ
ー
・
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
（
Ｕ
Ｉ
）
の
利
用
者
目
線

に
立
っ
た
抜
本
的
な
改
善
も
検
討
す
る
こ
と
で
、
更
な

る
住
民
の
利
便
性
向
上
と
行
政
運
営
の
簡
素
化
・
効
率

化
を
図
る
。

　
そ
の
他
、
④
Ａ
Ｉ
・
Ｒ
Ｐ
Ａ
の
利
用
推
進
で
は
、
地

方
公
共
団
体
が
限
ら
れ
た
経
営
資
源
の
中
で
持
続
可
能

な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
続
け
て
い
く
た
め
、
業
務

改
善
の
有
力
な
ツ
ー
ル
で
あ
る
Ａ
Ｉ
・
Ｒ
Ｐ
Ａ
な
ど
の

デ
ジ
タ
ル
技
術
導
入
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
策
定
し
、
自

治
体
に
共
有
す
る
こ
と
で
業
務
プ
ロ
セ
ス
の
見
直
し
を

促
す
。
⑤
テ
レ
ワ
ー
ク
の
推
進
で
は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
明

ら
か
に
な
っ
た
テ
レ
ワ
ー
ク
に
よ
る
業
務
上
・
労
務
管

理
上
の
課
題
・
対
応
策
を
調
査
研
究
し
、
地
方
公
共
団

体
に
お
け
る
導
入
を
推
進
す
る
た
め
の
取
組
み
を
行
う
。

⑥
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
徹
底
で
は
、
適
切
な
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
ー
ポ
リ
シ
ー
の
見
直
し
を
検
討
す
る
。

　
ま
た
、
全
自
治
体
が
自
治
体
Ｄ
Ｘ
推
進
計
画
を
踏
ま

え
て
着
実
に
自
ら
の
Ｄ
Ｘ
に
取
り
組
む
た
め
、
①
自
治

体
Ｄ
Ｘ
全
体
手
順
書
、
②
自
治
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標

準
化
・
共
通
化
に
係
る
手
順
書
、
③
自
治
体
の
行
政
手

続
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
に
係
る
手
順
書
、
④
参
考
事
例
集
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の
四
つ
の
構
成
か
ら
成
る「
自
治
体
Ｄ
Ｘ
推
進
手
順
書
」

が
令
和
三
年
七
月
七
日
に
作
成
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
う

ち
、
①
自
治
体
Ｄ
Ｘ
全
体
手
順
書
は
、
自
治
体
Ｄ
Ｘ
推

進
計
画
中
の
「
自
治
体
に
お
け
る
Ｄ
Ｘ
の
推
進
体
制
の

構
築
」
に
対
応
し
て
お
り
、
想
定
さ
れ
る
一
連
の
手
順

を
Ｄ
Ｘ
の
認
識
共
有
・
機
運
醸
成
、
全
体
方
針
の
決
定
、

推
進
体
制
の
整
備
、
Ｄ
Ｘ
の
取
組
み
の
実
行
の
四
つ
の

ス
テ
ッ
プ
に
分
け
て
示
し
、
④
参
考
事
例
集
と
併
せ
て

先
行
的
な
自
治
体
の
事
例
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、
そ
れ

ぞ
れ
の
実
情
に
応
じ
た
Ｄ
Ｘ
の
取
組
み
を
促
す
た
め
の

手
順
書
と
な
っ
て
い
る
。
あ
と
の
二
つ
で
あ
る
②
自
治

体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
・
共
通
化
に
係
る
手
順
書

と
③
自
治
体
の
行
政
手
続
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
に
係
る
手

順
書
は
、
目
標
時
期
が
設
定
さ
れ
て
い
る
全
国
統
一
的

な
取
組
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
単
独
の
手
順
書
と
し
て
作

成
さ
れ
て
お
り
、
②
で
は
計
画
立
案
、
シ
ス
テ
ム
選
定
、

移
行
、
③
で
は
推
進
体
制
の
構
築
、
オ
ン
ラ
イ
ン
化
に

取
り
組
む
手
続
の
検
討
、
仕
様
検
討
・
調
達
、
サ
ー
ビ

ス
の
導
入
・
運
用
が
自
治
体
の
作
業
手
順
と
し
て
整
理

さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
が
国
と
地
方
公
共
団
体
が
担
う
基
盤
整
備
の
方

針
で
あ
る
が
、
令
和
三
年
九
月
一
日
に
発
足
さ
れ
た
デ

ジ
タ
ル
庁
の
下
、
今
後
本
格
的
に
自
治
体
Ｄ
Ｘ
が
進
め

ら
れ
て
い
く
中
で
見
直
さ
れ
る
部
分
が
出
て
く
る
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
た
め
、
よ
り
一
層
国
の
動
向
に
注
視
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
。

徳
島
県
の
取
組
み

　
次
に
、
自
治
体
Ｄ
Ｘ
の
取
組
み
と
併
せ
て
取
り
組
む

べ
き
事
項
で
あ
る
地
域
社
会
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
つ
い

て
、
こ
れ
ま
で
の
本
県
の
取
組
み
に
つ
い
て
振
り
返
る
。

ま
ず
は
、
少
子
高
齢
化
や
南
海
ト
ラ
フ
巨
大

地
震
な
ど
、
本
県
が
抱
え
る
様
々
な
課
題
の

解
決
に
向
け
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
課
題
解
決
ツ
ー

ル
と
し
て
効
果
的
・
積
極
的
に
利
活
用
す
る

た
め
の
指
針
と
し
て
、「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
（
愛
し
て
）

と
く
し
ま
創
造
戦
略
」
を
平
成
二
十
六
年
三

月
に
策
定
し
た
。
ま
た
、
デ
ー
タ
を
効
果
的
・

積
極
的
に
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
す
べ
て

の
県
民
が
そ
の
効
果
を
実
感
で
き
る
新
未
来

を
創
造
す
る
た
め
、「
と
く
し
ま
新
未
来
デ
ー

タ
活
用
推
進
戦
略
」
を
平
成
三
十
年
三
月
に

策
定
し
、
両
戦
略
を
推
進
し
て
き
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
両
戦
略
が
推
進
期
間
を
終
え
る
こ

と
か
ら
、
各
戦
略
を
有
機
的
に
連
携
さ
せ
、

相
乗
効
果
を
図
る
こ
と
で
、
急
激
に
デ
ジ
タ

ル
化
す
る
社
会
に
速
や
か
に
対
応
す
る
た
め
、

新
た
な
基
本
理
念
の
下
に
両
戦
略
を
統
合
し

「Society5
.0

」
時
代
の
新
た
な
戦
略
と
し
て

「
デ
ジ
タ
ル
と
く
し
ま
推
進
プ
ラ
ン
」
を
令

和
二
年
十
二
月
に
策
定
す
る
に
至
っ
た
。
本

プ
ラ
ン
は
、
デ
ジ
タ
ル
で
全
て
が
つ
な
が
る

社
会
へ
の
転
換
を
図
り
、「Society5

.0

」
を

通
じ
て
安
全
安
心
で
豊
か
さ
を
実
感
で
き
る

地
域
を
創
造
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
推
進

期
間
は
令
和
二
年
か
ら
令
和
六
年
ま
で
の
五
年
間
で
、

基
本
理
念
を
実
現
す
る
た
め
に
、
①
安
全
安
心
な
暮
ら

し
を
し
な
や
か
に
守
り
抜
く
社
会
、
②
全
て
の
人
に
優

し
く
、
ス
マ
ー
ト
で
持
続
可
能
な
社
会
、
③
新
た
な
価

目指すべき
４つの社会と

基本目標（分野）

デジタルで全てがつながる社会への転換を図り、「「Society5.0」を
通じて安全安心で豊かさを実感できる地域を創造する

推進期間 令和２年度から令和６年度まで（５年間）

①安全安心な暮らしをしなやかに守り抜く社会
▶防災力の向上・着実なインフラ整備 ▶医療・福祉体制の充実①

②
●

●

全ての人に優しく、スマートで持続可能な社会
▶利便性の高い行政サービスの実施 ▶スマートな環境対策
▶モビリティの向上

②

③
●

新たな価値が創造され、豊かさを実感できる社会
▶人と企業が集まる地域づくり ▶魅力ある農林水産業の実現
▶観光誘客による地域経済の活性化

③

④
●

人材を育み、誰もが輝く自己実現可能な社会
▶教育・人材育成 ▶デジタルインクルージョン④

デジタルとくしま推進プラン

基本理念
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値
が
創
造
さ
れ
、
豊
か
さ
を
実
感
で
き
る
社
会
、
④
人

材
を
育
み
、
誰
も
が
輝
く
自
己
実
現
可
能
な
社
会
の
四

つ
を
目
指
す
べ
き
社
会
と
し
て
、
利
用
者
視
点
に
立
っ

た
取
組
み
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
く
。

　
現
在
、
本
県
の
Ｄ
Ｘ
は
、
こ
の
デ
ジ
タ
ル
と
く
し
ま

推
進
プ
ラ
ン
に
基
づ
い
て
取
り
組
ま
れ
て
い
る
が
、
四

つ
の
目
指
す
べ
き
社
会
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
共
通

し
て
い
る
点
と
し
て
、
課
題
解
決
を
実
現
す
る
上
で

「Society5
.0

」
時
代
の
先
端
技
術
の
利
活
用
が
必
要
不

可
欠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
先

端
技
術
を
十
分
に
利
活
用
す
る
に
は
膨
大
な
容
量
の

デ
ー
タ
を
円
滑
に
流
通
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
①

超
高
速
、
②
超
低
遅
延
、
③
多
数
同
時
接
続
と
い
う
三

つ
の
特
徴
を
持
つ
第
５
世
代
移
動
通
信
シ
ス
テ
ム
（
５

Ｇ
）
が
整
備
さ
れ
て
い
る
環
境
が
求
め
ら
れ
る
。
二
〇

二
〇
年
三
月
に
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
、
Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
及
び
ソ
フ

ト
バ
ン
ク
が
相
次
い
で
５
Ｇ
の
商
用
サ
ー
ビ
ス
を
開
始

し
、
同
年
九
月
に
楽
天
モ
バ
イ
ル
も
参
入
し
た
こ
と
で
、

大
手
携
帯
会
社
が
出
揃
っ
て
か
ら
一
年
以
上
経
過
し
て

い
る
状
態
で
あ
る
が
、
全
国
的
に
も
５
Ｇ
の
カ
バ
ー
エ

リ
ア
は
ま
だ
ま
だ
十
分
で
あ
る
と
は
言
え
ず
、
都
市
部

を
中
心
に
基
地
局
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
地

方
へ
の
整
備
は
更
に
遅
れ
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い

る
。
地
域
課
題
は
時
間
が
経
つ
ほ
ど
深
刻
化
す
る
も
の

で
あ
る
た
め
、
大
手
キ
ャ
リ
ア
の
基
地
局
整
備
を
待
た

ず
し
て
５
Ｇ
を
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
ロ
ー
カ
ル

５
Ｇ
」
の
導
入
は
、
地
方
に
こ
そ
必
要
な
も
の
で
あ
る

と
言
え
る
。
そ
こ
で
、
本
県
は
全
国
に
先
駆
け
て
ロ
ー

カ
ル
５
Ｇ
の
免
許
を
取
得
し
、
県
庁
万
代
庁
舎
や
中
央

テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル
、
農
林
水
産

総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
な
ど

に
先
行
し
て
基
地
局
を
整
備
し

て
い
く
こ
と
で
、
実
証
実
験
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
環
境
を
構

築
し
て
、
地
域
課
題
解
決
へ
の

糸
口
を
探
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

無
線
通
信
で
５
Ｇ
の
技
術
を
利

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
区
域
は

あ
く
ま
で
も
基
地
局
付
近
の
み

で
あ
り
、
遠
方
に
あ
る
基
地
局

同
士
の
情
報
連
携
に
お
い
て
５

Ｇ
の
性
能
を
十
分
に
活
用
す
る

た
め
に
は
、
そ
の
間
を
繋
い
で

い
る
有
線
区
間
も
５
Ｇ
の
実
用

に
足
る
ほ
ど
の
性
能
で
あ
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
有
線

区
間
部
分
が
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

環
境
の
九
九.

九
％
以
上
を
占

め
て
い
る
実
質
的
な
イ
ン
フ
ラ

で
あ
る
た
め
、
そ
の
最
高
伝
送

速
度
で
あ
る1

0
G
bps

に
対
応

し
た
拡
張
整
備
を
行
う
こ
と
が
、

本
来
の
５
Ｇ
を
利
活
用
す
る
上

で
の
最
重
要
事
項
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　
本
県
で
は
、
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ

の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
な
る
全
国

屈
指
の
光
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
環

【全ての人に優しく、スマートで持続可能な社会】

＜スマートな環境対策＞ ＜モビリティの向上＞

＜利便性の高い行政サービスの実施＞
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境
を
有
し
て
い
る
が
、
そ
の
最
高
伝
送
速
度
の
多
く
は

1
G
bps

で
あ
り
、1

0
0
M

bps

の
地
域
も
存
在
し
て
い
る
。

従
来
の
情
報
技
術
を
利
活
用
す
る
上
で
は
問
題
な
い
性

能
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
地
域
課
題
解
決
が
期
待
さ
れ

る
よ
う
な
先
端
技
術
を
導
入
す
る
上
で
は
、
や
は
り
早

急
な
拡
張
整
備
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
デ

ジ
タ
ル
と
く
し
ま
推
進
課
に
お
い
て
、「
県
域
ロ
ー
カ

ル
５
Ｇ
高
速
基
幹
回
線
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務
」
の
プ
ロ

ポ
ー
ザ
ル
を
令
和
三
年
六
月
に
実
施
し
、
県
内
で
５
Ｇ

の
利
活
用
を
希
望
す
る
方
が
ア
ク
セ
ス
可
能
な
環
境
を

提
供
す
る
べ
く
、
地
域
社
会
の
デ
ジ
タ
ル
化
を
支
え
る

基
盤
整
備
に
向
け
て
動
き
出
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
地
域
社
会
の
デ
ジ
タ
ル
化
と
併
せ
て
取
り
組

む
べ
き
事
項
と
し
て
、
ま
ず
は
「
誰
一
人
取
り
残
さ
な

い
、
人
に
優
し
い
デ
ジ
タ
ル
化
」
に
向
け
た
デ
ジ
タ
ル

デ
バ
イ
ド
対
策
が
挙
げ
ら
れ
る
。
デ
ジ
タ
ル
活
用
支
援

員
を
養
成
し
、
地
域
の
要
請
に
応
じ
て
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

と
し
て
派
遣
す
る
こ
と
で
、
誰
も
が
デ
ジ
タ
ル
社
会
の

恩
恵
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
を
実
現
し
て
い

く
。
次
に
、
誰
も
が
恩
恵
を
享
受
す
る
た
め
の
必
需
品

と
い
う
点
で
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
普
及
促
進
も

課
題
で
あ
る
。
全
国
的
に
、
二
〇
二
二
年
度
末
ま
で
に

ほ
と
ん
ど
の
住
民
が
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
保
有
し

て
い
る
状
況
と
い
う
目
標
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
た
め
、

今
ま
で
以
上
に
Ｐ
Ｒ
活
動
に
力
を
入
れ
る
こ
と
や
独
自

の
メ
リ
ッ
ト
の
創
出
な
ど
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
他
、

行
政
が
率
先
し
て
業
務
プ
ロ
セ
ス
の
見
直
し
を
行
う
こ

と
で
、
従
来
の
押
印
や
対
面
・
書
面
の
や
り
と
り
な
ど

を
、
テ
レ
ワ
ー
ク
の
時
代
に
適
し
た
形
式
へ
変
更
し
て

い
く
よ
う
な
取
組
み
も
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　
デ
ジ
タ
ル
社
会
実
現
に
向
け
た
国
や
地
方
公
共
団
体

の
基
盤
整
備
、
本
県
の
地
域
社
会
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
向

け
た
基
盤
整
備
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
触
れ
て
き
た
が
、

基
盤
整
備
自
体
は
手
段
で
あ
っ
て
目
的
で
は
な
い
た
め
、

す
ぐ
に
成
果
が
得
ら
れ
る
と
い
う
性
質
の
取
組
み
で
は

な
い
。
し
か
し
、
十
分
な
成
果
を
得
る
た
め
の
土
壌
と

し
て
は
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
明
確
な
ビ

ジ
ョ
ン
が
あ
る
場
合
は
非
常
に
優
先
順
位
が
高
く
、
重

要
な
取
組
み
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
本
県
に
お
い

て
も
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
実
現
に
向
け
て
、
ま
ず
は
各
種

基
盤
整
備
に
全
力
で
取
り
組
み
、
誰
も
が
そ
の
恩
恵
を

享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
を
構
築
し
、
地
域
課
題

解
決
に
向
け
た
研
鑽
を
積
む
こ
と
で
、「
課
題
解
決
先

進
県
・
徳
島
」
と
し
て
「Society5

.0

」
時
代
も
全
国

を
牽
引
し
て
い
く
存
在
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

参
考
資
料

・
「
世
界
最
先
端
デ
ジ
タ
ル
国
家
創
造
宣
言
・
官
民

デ
ー
タ
活
用
推
進
基
本
計
画
」
（
令
和
二
年
七
月
十

七
日
閣
議
決
定
）

・「
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
実
現
に
向
け
た
改
革
の
基
本
方

針
」（
令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日
閣
議
決
定
）

・「
デ
ジ
タ
ル
・
ガ
バ
メ
ン
ト
実
行
計
画
」（
令
和
二
年

十
二
月
二
十
五
日
閣
議
決
定
）

・「
自
治
体
Ｄ
Ｘ
推
進
計
画
」（
総
務
省
）

・「
令
和
二
年
通
信
利
用
動
向
調
査
」（
総
務
省
）

・「
自
治
体
Ｄ
Ｘ
推
進
手
順
書
」（
総
務
省
）
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は
じ
め
に

　
今
般
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
に
よ
り
、

人
が
集
ま
る
密
な
状
況
は
感
染
リ
ス
ク
を
高
め
る
大
き

な
要
因
と
な
る
。
こ
れ
を
回
避
す
る
た
め
、
働
き
方
に

も
新
し
い
様
式
が
模
索
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
一
つ
と
し

て
「
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ

で
は
、
そ
の
概
要
及
び
に
し
阿
波
地
域
に
お
け
る
取
組

事
例
や
令
和
三
年
度
に
進
め
ら
れ
て
い
る
調
査
研
究
に

つ
い
て
紹
介
す
る
。

ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て

　
観
光
庁
が
発
行
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
「
新
た
な
旅
の

ス
タ
イ
ル
　
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
＆
ブ
レ
ジ
ャ
ー
」
に
よ

る
と
、
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
米
国
で
生
ま
れ
た

「
ワ
ー
ク
」
と
「
バ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
を
組
み
合
わ
せ
た

造
語
で
あ
る
。
意
味
は
テ
レ
ワ
ー
ク
等
を
活
用
し
、
リ

ゾ
ー
ト
地
や
温
泉
地
、
国
立
公
園
等
、
普
段
の
職
場
と

は
異
な
る
場
所
で
余
暇
を
楽
し
み
つ
つ
仕
事
を
行
う
こ

と
で
あ
る
。

　
一
般
的
な
日
本
の
旅
の
ス
タ
イ
ル
は
、
特
定
の
時
期

に
一
斉
に
休
暇
を
取
得
し
、
欧
米
諸
国
と
比
べ
て
宿
泊

日
数
が
比
較
的
短
い
と
い
う
傾
向
が
あ
り
、
旅
行
需
要

が
特
定
の
時
期
や
場
所
に
集
中
し
て
、
観
光
地
や
宿
泊

施
設
は
混
雑
や
密
が
生
じ
や
す
い
特
徴
が
あ
る
と
と
も

に
、
国
内
旅
行
消
費
額
の
伸
び
悩
み
の
原
因
に
も
な
っ

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
企
業
導
入

は
、
働
き
方
の
多
様
化
だ
け
で
な
く
、「
新
た
な
旅
の

ス
タ
イ
ル
」
と
し
て
旅
行
需
要
の
平
準
化
や
新
た
な
旅

行
機
会
の
創
出
に
貢
献
す
る
効
果
的
な
手
段
の
ひ
と
つ

にし阿波地域におけるにし阿波地域における
ワーケーションの取組についてワーケーションの取組について

西部総合県民局地域創生観光部主事（にし阿波振興担当）　東　出　　　暁

と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
。

　
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
分
類
に
は
様
々
な
議
論
が
あ
る

が
、
観
光
庁
で
は
大
き
く
「
休
暇
型
」
と
「
業
務
型
」

の
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
分
類
し
て
い
る
。（
図
１
）図１　ワーケーションとブレジャーの実施形態

（出典：観光庁 ｢新たな旅のスタイル｣）
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（
１
）「
休
暇
型
」

　
休
暇
を
主
目
的
と
し
て
リ
ゾ
ー
ト
地
や
観
光
地
な
ど

で
余
暇
を
楽
し
み
な
が
ら
テ
レ
ワ
ー
ク
を
行
う
ス
タ
イ

ル
で
あ
る
。
企
業
が
有
給
休
暇
の
取
得
促
進
な
ど
、
福

利
厚
生
を
目
的
に
行
っ
て
い
る
場
合
が
多
く
、「
福
利

厚
生
型
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

（
２
）「
業
務
型
」

　
仕
事
を
メ
イ
ン
と
す
る
ス
タ
イ
ル
で
、
そ
の
前
後
な

ど
に
休
暇
を
楽
し
む
と
い
っ
た
形
態
で
あ
る
。
企
業
や

受
入
地
域
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
て
更
に
「
地
域
課
題
解

決
型
」、「
合
宿
型
」、「
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
型
」
の

三
つ
に
分
類
さ
れ
る
。

①
「
地
域
課
題
解
決
型
」

　
地
域
関
係
者
の
交
流
を
通
じ
て
地
域
課
題
の
解
決
策

を
共
に
考
え
る
も
の
で
あ
り
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
へ
の
取
組
が

企
業
に
求
め
ら
れ
て
い
る
中
、
今
後
、
導
入
企
業
が
増

え
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

②
「
合
宿
型
」

　
通
常
の
業
務
環
境
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
で
様
々
な
会

議
、
研
修
等
を
行
う
も
の
で
、
チ
ー
ム
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ

や
新
し
い
ア
イ
デ
ア
の
創
出
な
ど
に
活
用
さ
れ
て
い
る
。

③
「
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
型
」

　
通
常
会
社
が
設
置
し
て
い
る
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス

や
一
般
的
な
シ
ェ
ア
オ
フ
ィ
ス
を
利
用
し
て
テ
レ
ワ
ー

ク
を
す
る
勤
務
形
態
で
あ
り
、
コ
ロ
ナ
禍
で
在
宅
ワ
ー

ク
が
増
え
る
中
、
仕
事
に
集
中
で
き
る
環
境
を
求
め
た

従
業
員
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）
そ
の
他
の
「
業
務
型
」

　
ブ
レ
ジ
ャ
ー
は
出
張
と
い
っ
た
よ
う
な
業
務
目
的
の

旅
行
の
前
後
に
余
暇
目
的
の
旅
行
を
組
み
合
わ
せ
る
も

の
で
あ
る
。
休
暇
先
で
一
定
の
日
数
・
時
間
を
業
務
に

割
り
当
て
る
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
そ
の
特
性
に
お

い
て
形
態
が
異
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。

関
係
人
口
の
増
加

　
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
取
り
組
む
こ
と
で
、
企
業
、
従

業
員
だ
け
で
な
く
、
受
入
側
と
な
る
地
域
に
も
表
１
の

と
お
り
様
々
な
効
果
が
見
込
ま
れ
る
。
そ
の
中
で
「
関

係
人
口
」
の
増
加
の
効
果
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　
関
係
人
口
は
、
地
縁
・
血
縁
先
の
訪
問
や
帰
省
を
目

的
と
せ
ず
、
日
常
生
活
、
通
勤
、
業
務
上
の
訪
問
等
以

外
に
定
期
的
・
継
続
的
に
関
わ
り
が
あ
り
、地
域
を
知
っ

て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
よ
り
興
味
・
関
心
が
あ
り
、

地
域
と
強
い
関
係
を
つ
く
る
人
々
を
指
す
。（
図
２
）

　
国
土
交
通
省
の
調
査
に
よ
る
と
、
関
係
人
口
は
表
２

の
と
お
り
目
的
に
よ
り
、「
直
接
寄
与
型
」、「
就
労
型
」、

「
参
加
・
交
流
型
」、「
趣
味
・
消
費
型
」
の
四
つ
に
分

図２ 関係人口とは（出典：総務省「関係人口ポータルサイト」）

表１　地域（受け手）側
　　の主なメリット

■ 平日や長期滞在型の旅

　 行需要の創出

■ 交流人口および関係人

　 口の増加

■ 関連事業の活性化、雇

　 用創出

■ 企業との関係性構築

■ 遊休施設等の有効活用

表２　関係人口の型

直 接 寄 与 型

産業の創出、地域づくりプロ
ジェクトの企画・運営、協力、
地域づくり・ボランティア活
動への参加等

就 労 型

地域においてテレワークおよ
び副業の実施、地元企業等に
おける労働、農林水産業への
従事

参加・交流型
地域の人との交流やイベント、
体験プログラム等に参加

趣味・消費型
地縁・血縁先以外で、地域で
の飲食や趣味活動等を実施

（他の活動をしていない）
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類
さ
れ
、
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
受
入
は
、
い
ず
れ
の
型

の
関
係
人
口
の
創
出
に
も
繋
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
関
係
人
口
増
加
は
、
消
費
者
増
に
よ
る
地
域
経
済
の

活
性
化
に
つ
な
が
る
。
ま
た
、
地
域
に
関
わ
る
人
が
増

え
る
こ
と
に
よ
る
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
維
持
と
い
う

点
は
、
人
口
減
少
が
進
ん
で
い
る
地
域
で
は
最
も
重
要

な
要
素
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
移
住
希
望
者
が
関

係
人
口
と
し
て
、
そ
の
地
域
と
の
関
わ
り
を
事
前
に
持

つ
こ
と
は
、
ミ
ス
マ
ッ
チ
の
少
な
い
移
住
・
定
住
に
繋

が
る
と
い
う
効
果
も
期
待
で
き
る
。

に
し
阿
波
地
域
で
の
取
組

（
１
）　
西
部
総
合
県
民
局
の
取
組

　
西
部
総
合
県
民
局
で
は
、
平
成
二
十
八
年
度
総
務
省

モ
デ
ル
事
業
（
お
試
し
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
モ
デ
ル

事
業
）
で
つ
な
が
り
を
持
っ
た
一
〇
〇
社
以
上
の
国
内

外
企
業
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
、
サ
テ
ラ
イ
ト

オ
フ
ィ
ス
誘
致
事
業
を
展
開
し
て
き
た
。

　
そ
し
て
、
平
成
三
十
年
度
よ
り
、
全
国
唯
一
の
ト
リ

プ
ル
認
定
（
観
光
園
・Savor Japan

・
世
界
農
業
遺
産
）

を
受
け
た
、
に
し
阿
波
の
地
域
の
魅
力
や
充
実
し
た
テ

レ
ワ
ー
ク
環
境
等
を
最
大
限
に
活
か
し
た
ワ
ー
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
核
と
し
た
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
、
国
内

企
業
に
加
え
、
海
外
企
業
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
サ
テ

ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
誘
致
活
動
を
開
始
し
た
。

　
具
体
的
に
は
、
海
外
メ
デ
ィ
ア
を
招
聘
し
た
ワ
ー

ケ
ー
シ
ョ
ン
体
験
ツ
ア
ー
の
実
施
、
外
国
人
向
け
の

ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｐ
Ｒ
動
画
、
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
多
言

語
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
作
成
な
ど
、
県
内
で
先
駆
け
て

ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
推
進
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

　
今
年
度
は
、
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
心
の
あ
る
都
市

部
の
企
業
や
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
等
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し

た
、
観
光
や
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
体
験
等
と
コ
ワ
ー
キ
ン

グ
ス
ペ
ー
ス
等
で
の
テ
レ
ワ
ー
ク
体
験
を
組
み
合
わ
せ

た
「
に
し
阿
波
」
な
ら
で
は
の
「
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
プ

ラ
ン
」
を
提
供
す
る
体
験
会
の
実
施
を
予
定
し
て
い
る
。

（
２
）　
市
町
等
の
動
き

　
各
市
町
で
は
、
独
自
に
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
誘

致
事
業
が
実
施

さ
れ
、
コ
ワ
ー

キ
ン
グ
ス
ペ
ー

ス
や
レ
ン
タ
ル

オ
フ
ィ
ス
が
整

備
さ
れ
て
い

る
。
一
例
と
し

て
、
つ
る
ぎ
町

で
は
「
コ
ワ
ー

キ
ン
グ
ス
ペ
ー

スN
E
D

O
K
O

」

と
し
て
、
町
指

定
文
化
財
「
旧

永
井
家
庄
屋
屋

敷
」
の
一
角
に

あ
る
藍
の
葉
を

寝
か
せ
て
発
酵

さ
せ
て
い
た

「
藍
の
寝
床
」

と
呼
ば
れ
る
建

物
を
再
生
し
、

コ
ワ
ー
キ
ン
グ

ス
ペ
ー
ス
に
提

供
し
て
い
る
。
こ
こ
は
駅
や
二
層
う
だ
つ
の
町
並
み
が

残
る
商
店
街
か
ら
近
い
場
所
に
あ
り
、
敷
地
内
に
は
、

旧
庄
屋
屋
敷
や
庭
園
が
あ
り
、
四
季
折
々
の
風
景
を
眺

め
な
が
ら
仕
事
が
で
き
る
。
ま
た
、
西
日
本
第
二
の
高

峰
で
、
リ
フ
ト
や
歩
き
や
す
い
コ
ー
ス
が
整
備
さ
れ
て

お
り
、
初
心
者
で
も
登
り
や
す
い
剣
山
、
カ
ヤ
ッ
ク
、

リ
バ
ー
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
等
の
川
遊
び
や
絶
景
が
見
ら
れ

る
貞
光
川
や
カ
ヌ
ー
ツ
ア
ー
が
楽
し
め
る
吉
野
川
な
ど

観
光
資
源
も
あ
り
、
自
然
の
中
で
余
暇
を
楽
し
む
こ
と

が
で
き
る
。

　
ま
た
、
三
好
市
で
は
、
平
成
二
十
九
年
度
か
ら
「
株

式
会
社
野
村
総
合
研
究
所
」
が
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
実

施
し
て
い
る
。
令
和
二
年
度
か
ら
は
、
サ
テ
ラ
イ
ト
オ

フ
ィ
ス
を
三
好
市
に
設
置
し
て
い
る
「
株
式
会
社
あ
し

た
の
チ
ー
ム
」
が
同
市
内
で
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
制
度
を

開
始
し
た
。
さ
ら
に
「
一
般
社
団
法
人
三
好
み
ら
い
創

造
推
進
協
議
会
」
が
旧
馬
場
小
学
校
を
改
修
し
た
「
ウ

マ
バ
・
ス
ク
ー
ル
コ
テ
ー
ジ
」
を
開
業
し
、
ワ
ー
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
行
う
企
業
を
募
集
す
る
な
ど
民
間
に
よ
る
取

組
も
行
わ
れ
て
い
る
。

に
し
阿
波
エ
シ
カ
ル
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン

推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　
に
し
阿
波
地
域
で
は
、
構
成
す
る
二
市
二
町
が
古
民

家
や
遊
休
施
設
等
を
活
用
し
て
コ
ワ
ー
キ
ン
グ
ス
ペ
ー

ス
を
整
備
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
圏
域
内
に
は
剣
山
、

大
歩
危
峡
な
ど
の
美
し
い
自
然
環
境
や
ア
ク
テ
ィ
ビ

テ
ィ
等
が
豊
富
に
あ
り
、
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
適
し
た

地
域
で
あ
る
。特
に
世
界
農
業
遺
産
に
認
定
さ
れ
た「
傾

斜
地
農
耕
シ
ス
テ
ム
」
に
代
表
さ
れ
る
伝
統
的
な
循
環

コワーキングスペース NEDOKO（左：内観、右：外観）
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型
農
業
は
「
エ
シ
カ
ル
」
と
し
て
の
高
い
価
値
を
有
し

て
い
る
。
し
か
し
、
山
間
部
は
高
齢
化
・
人
口
減
少
等

に
よ
る
農
業
の
担
い
手
不
足
が
深
刻
な
課
題
と
な
っ
て

お
り
、
世
界
農
業
遺
産
に
認
定
さ
れ
て
い
る
農
業
形
態

を
絶
や
す
こ
と
な
く
、
維
持
・
拡
大
・
継
承
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
関
係
人
口
や
交
流
人
口
の

増
加
に
繋
が
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン

に
よ
る
地
域
の
伝
統
農
業
の
継
承
に
つ
い
て
調
査
研
究

を
行
う
。

（
１
）　
研
究
方
法

　
に
し
阿
波
地
域
の
行
政
機
関
（
県
、
市
町
）、
Ｄ
Ｍ
Ｏ

（
観
光
地
域
づ
く
り
法
人
）、
観
光
協
会
や
商
工
会
等
の

関
係
団
体
で
構
成
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
立
ち

上
げ
、
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
先
進
事
例
や
大
都

市
部
の
人
や
企
業
の
ニ
ー
ズ
等
を
調
査
す
る
と
と
も
に
、

エ
シ
カ
ル
を
テ
ー
マ
に
し
た
「
に
し
阿
波
」
な
ら
で
は

の
「
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
滞
在
プ
ラ
ン
」
作
成
等
に
関
す

る
調
査
研
究
を
行
う
。

　
ま
た
、「
傾
斜
地
農
耕
シ
ス
テ
ム
」
に
よ
る
環
境
に

負
荷
を
か
け
な
い
持
続
可
能
な
農
業
の
可
能
性
を
探
る

た
め
の
調
査
研
究
を
行
う
。

（
２
）　
課
題
の
取
組
方
法

　
に
し
阿
波
に
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
を
設
け
て
い
る

企
業
等
、
都
市
部
の
会
社
及
び
社
員
に
対
し
、
ワ
ー

ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
う
と
と

も
に
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
に
お
い
て
、
高
速
通
信

環
境
が
整
備
さ
れ
た
宿
泊
施
設
や
コ
ワ
ー
キ
ン
グ
ス

ペ
ー
ス
、
観
光
施
設
、
傾
斜
地
農
耕
シ
ス
テ
ム
の
体
験

等
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
す
る
。
そ
し

て
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
も
踏
ま
え
、
に
し
阿
波

の
エ
リ
ア
別
に
「
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
滞
在
プ
ラ
ン
」
を

作
成
し
、
こ
れ
を
活
用
し
た
令
和
四
年
度
以
降
の
事
業

を
検
討
す
る
。

　
ま
た
、
京
都
大
学
研
究
室
監
修
の
も
と
、
地
元
高
校

生
に
よ
る
農
業
従
事
者
等
を
対
象
と
し
た
、「
聞
き
書

き
調
査
（
語
り
手
の
話
し
た
言
葉
を
そ
の
ま
ま
書
き
留

め
て
記
録
す
る
調
査
）」
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
高
校

生
か
ら
見
た
認
定
地
域
の
魅
力
や
課
題
の
洗
い
出
し
を

行
う
と
と
も
に
、
調
査
に
携
わ
っ
た
学
生
の
郷
土
愛
を

育
み
、
担
い
手
や
関
係
人
口
の
創
出
を
図
る
。

お
わ
り
に

　
令
和
二
年
度
に
国
土
交
通
省
が
行
っ
た
調
査（
図
３
）

で
は
、
テ
レ
ワ
ー
ク
制
度
を
導
入
し
て
い
る
会
社
の
雇

用
型
就
業
者
の
う
ち
、
実
際
に
テ
レ
ワ
ー
ク
を
行
っ
て

い
る
者
の
割
合
は
前
年
度
よ
り
倍
増
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
国
の
令
和
二
年
度
第
三
次
補
正
予
算
に
お
い

て
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
や
コ
ワ
ー
キ
ン
グ
ス
ペ
ー
ス

等
の
整
備
を
支
援
す
る
「
地
方
創
生
テ
レ
ワ
ー
ク
交
付

金
」
が
設
け
ら
れ
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

拡
大
を
契
機
に
国
全
体
の
リ
ス
ク
と
し
て
顕
在
化
し
た

東
京
圏
へ
の
一
極
集
中
是
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図３　制度等に基づく雇用型テレワーカーの割
合（出典：国土交通省「令和２年度テレワー
ク人口実態調査」報道発表資料）



こちら編集部

「阿波の自治」休刊のお知らせ 

　宝くじ公式サイトでインターネット販売が始まって３年が経ちました。ネット購入では成績が良く、今年のサ

マー、ハロウィン共に３千円や１万円など少額当せんしています(^_^)vこの勢いでいつか一等が当たるかも知れま

せん？！

　2021年を振り返ると、新型コロナウイルス関連の話題が連日報道される中でも、東京オリンピック・パラリン

ピックの開催、岸田内閣の発足、衆議院の解散・総選挙、将棋の藤井聡太竜王の最年少四冠達成、大谷翔平選手の

大リーグでのＭＶＰ受賞などいろんな話題で賑わいました。新たなオミクロン株の出現でまだまだ油断は出来ない

状況ですが、2022年も明るい話題の多い一年となりますように。

N

　寂聴さんが逝去されました。

　青春時代、妻とともに講堂で「若き日に薔薇を摘め」に聞き入り、長女も教室で対話させて頂くなど、親子二代

にわたり、母校でご縁を頂きました。

　黒柳徹子さんが「みんなの味方が、亡くなった」とコメントされてましたが、一億総週刊誌化、手当たり次第

バッシングの世相。

　行き場を失った芸能人や著名人にも手を差し伸べた慈悲の心を、少しでも実践したいと思います。

H

　先日、マツシゲートマルシェに初めて行きました。お天気も良く、広々とした芝生に様々な店が並ぶ中、お店の

方とのやりとりも楽しく大根と蓮根を買いました。とても新鮮でおいしかったです。マツシゲートに行った頃はコ

ロナが比較的落ち着いてきたこともあって、近くの万代町や新町川等々、他でも様々なイベントやマルシェが開催

されていました。コロナ禍でどうしても自粛モードになってしまいますが、色々なジャンルの方との交流やものに

ふれ合うことで気分も少し上がります。

　新たなオミクロン株の影響で今後どうなるのかとても心配ですが、来年は少しでも賑やかな日常に戻っていると

良いなと思います。

Ｏ

　平素は「阿波の自治」をご愛読いただきまして誠にありがとうございます。　

　さて、「阿波の自治」は昭和58年の創刊以来、徳島県内の自治体の皆様をはじめ、多くの方にご愛読

いただいてまいりました。

　しかしながら、昨今、通信技術の発達により、パソコンやスマートフォン等で簡単に情報収集が可能

になる中、改めて、情報発信の方法や冊子が果たす役割について検討を重ねた結果、「阿波の自治」は

当分の間、休刊することといたしました。              

　これまでのご愛読に心から感謝申し上げますとともに、諸事情をご賢察のうえ、ご理解を賜りますよ

うよろしくお願い申し上げます。
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vol.99

宝くじのイメージキャラクター「クーちゃん」です。

みなさ～ん

宝くじは徳島県内で

買ってね。

なぜ県内で買って欲しいのかって？それは、徳島県内で売られた宝

くじの収益金は、徳島県の収入になるからだよ。そうしたお金が道

路や橋、学校、公園の整備など県内の公共事業に使われているから

さ。みんなの豊かな生活のためにたいへん役立っているのです。
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